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高島進先生から何を学び引き継ぐか

日本社会福祉学会中部地域ブロック部会 2016 年度秋季研究例会

日本社会福祉学会　中部地域ブロック部会

2018 年度春の研究例会定例シンポジウム
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シンポジウム

「新しい社会運動と社会福祉」

（13：00 ～ 16：30）

①記念講演「社会運動とソーシャルアクション」（13：15 ～ 14：05）

　講師：湯浅　誠氏（法政大学・社会活動家）
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シンポジウム
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　司会：定刻になりましたので、これから第３

部のシンポジウムを開催いたします。主催者を

代表しまして金城学院大学の柴田先生よりご挨

拶申し上げます。

　柴田：皆さま、本日はお忙しい中お越しくだ

さり、誠にありがとうございました。本日の

2018 年度日本社会福祉学会、中部地域ブロック

部会、春の研究例会は秋にやります日本社会福

祉学会第 66 回秋季大会のプレ企画として組ん

でくださいました。日本社会福祉学会の会員の

方にはすでにこの秋季大会のご案内が郵送され

ているかと思います。会員ではない方について

は、校務のほうにパンフレットがございますの

で、後ほどご自由にお持ちください。

　第 66 回秋季大会は９月８日、９日に金城学院

大学で行いますが、「社会福祉と運動性」という

テーマでシンポジウムを行います。1970 年代に

は社会福祉運動は非常に強かったのですが、そ

の後、難しくなり、1980 年代に障害者自立生活

運動とか、ホームレス状態の人々と支援する運

動、学童保育運動、協同組合運動、自らサービ

スを提供して、それがまた要求運動ではないの

ですが、人に分かってもらえる、伝わりやすい

運動として生き残ってまいりました。

　そして去年の『社会福祉研究』という雑誌では、

現在生き残っている運動として、昔のような要

求運動ではないのでしょうが、社会資源を開発

し、もっと広い人に理解してもらえる。そうい

う形に変わってまいりました。９月のシンポジ

ウムも先ほど打ち合わせがありましたが、それ

はそれで魅力的ですので、今日お話を聞いて行

こうかなと思う方がいましたら、よろしくお願

いいたします。

　今日のシンポジウムと講演ですが、「新しい社

会運動と社会福祉」というタイトルです。つま

り秋の大会は私のような年寄りが考えて、私が

挨拶しているのも年齢が高いからということだ

と思いますが、今日のシンポジウムについては

若手の会員の目線で考えていただきました。記

念講演に湯浅先生にお越しいただきましてあり

がとうございます。パネルディスカッション、

藥師様、仁藤様、髙良先生にお越しいただきま

した。髙良先生には９月もコメンテーターとし

てお願いしております。そして本日のコーディ

ネーターが学会担当理事の山田理事です。

　やはり若い方の観点で考えると、先ほどの

1980 年代風の組み合わせよりも、もう少し若い

目線で、ですので社会福祉の世界で普段、そう

主流派としてはあがってこないけれど、貴重な

問題意識をもって、さまざまなソーシャル・ア

クションをしてくださっている若い方、そういっ

た方々があがってくるということで、シンポジ

ストの先生、講演の先生、誠にありがとうござ

います。よろしくお願いいたします。社会福祉

が介護保険とか制度ばかりで夢がないじゃない

ですか。そういう中、こういった勉強もちゃん

としていって、もう少し社会福祉とは何かとい

うところの刺激を受けよう。そういった趣旨で

はないかと思います。

　社会事業発展の歴史に救世軍の山室軍平とい

う方がおりました。大衆運動をされて、娼婦と

なられた方を引き取りに行って、ヤクザにボコ

ボコにされて、でもその女性と帰ってきた。そ

ういった方です。本日、ご登壇くださる方の中

にも、やはり現代でそういったリスクがある中

でも、体を張って活動している方もいます。そ

ういった方もいますので、安全上の配慮として、

例えばツイッター、フェイスブックなどで、何

とかさんの講演を聞いていますとか、それはお
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　司会：では、ただいまより基調講演、記念講

演に進んでまいりましたと思います。お手元の

資料、５ページからが今からのシンポジウムの

資料になっていますので、ご覧ください。

　それでは、さっそく記念講演、法政大学・社

会活動家、湯浅誠先生にお願いしました。テー

マは「社会運動とソーシャル・アクション」と

題しまして講演いただきたいと思います。資料

集は６ページから７ページです。湯浅先生、ど

うぞよろしくお願いいたします。（拍手）

　湯浅：こんにちは。湯浅といいます。よろし

くお願いします。60 分ですので２時５分くら

いまで話をさせてもらえればと思います。最初、

テーマを聞いたときに社会運動と社会福祉とい

うことで、いま法政大学の現代福祉学部という

ところでも教えているので、そちらの社会福祉

の内在的な話を求められているのかなと思って、

そっちから社会運動を見るみたいなことですか

ねと山田さんに聞いたら、違いますと。もっと

外在的に話せという話だったものですから、今

日は、私は社会活動家となっていますので、社

会活動家としての振り返りを話そうと思ってい

ます。

　資料はどうしようかなと思ったのですが、６、

７ページに昔を振り返った短い文章ですが、か

なり強引にまとめたものがありますので、それ

を付けておきました。今日は話を１時間ほどさ

せてもらえればと思います。話すことはそうい

うことなので、個人的な話になりますから、個

人的なところからどこまで普遍的なものが見え

るかは皆さんのご判断にお任せしたいと思いま

す。

　自己紹介ですが、私は元号が平成になった年

に 20 歳になりました。そしてあさって誕生日で

すが、50 歳になった１週間後に平成が終わると

いう、ですので、私はドンピシャで、平成とい

う時代が 20 歳から 50 歳という時代に重なって

います。振り返ると、その 30 年は結果的には貧

困問題とずっと付き合ってきた 30 年だったなと

いうことになりました。別にそうしようと心に

決めたわけではないのですが、結果的にはそう

なったということです。

　振り返ると大学に入って入学式は行きません

でしたが、入学式の前に、一人暮らしを始めて、

４月に自治体のボランティアセンターというと

ころに行きまして、何かボランティアをやりた

いということで、ついてはどこか紹介してくれ

と。何をやるイメージもありませんでしたが、

そう言いました。そうしたら、ここはどうなん

だと言われて行ったのが、児童養護施設でした。

記 念 講 演

控えください。

　会場を出て、安全な時間帯になってから SNS

に上げてください。やはり山室軍平状態といいま

すか、こういった活動に理解があるというよりも

敵意がある方、そういった方がこちらにいるとい

うことになると、私たちは安全をお約束して、シ

ンポジストの方に今日のことをお願いしましたの

で、それに反することになります。いい勉強をし

つつ安全配慮をお願いいたします。皆さま、本日

は本当にお越しくださりありがとうございました。

（拍手）
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そこで私は学習支援を始めました。当時は貧困

問題という言葉もなければ、私の中に意識もあ

りませんから、どちらかというと恵まれない子

に勉強を教えるみたいなイメージで関わり出し

たんですね。

　今でもまだまだ児童養護施設の子どもの大学

進学率は低く、３割くらいですが、大学どころか、

当時、私が行ったところは普通高校に行ける子

は５年に１人しか出ないという状態でした。そ

うしたところで２年ほど学習支援をやりました。

なぜそういうことになったのかということです

が、これはさらにさかのぼりますが、私が生ま

れ育った家庭は、母親は小学校教員、父親は日

本経済新聞社の社員ということで、非常に安定

した家庭でありました。経済的に困った経験は

一度もありません。なんですが、ちょっと変わっ

たところがあるとすると、私は兄が障害者なん

ですね。かなり小さいころから車椅子に乗って

いました。筋ジストロフィーという難病をご存

じかもしれませんが、筋ジストロフィーではな

いのですが、それに類する病気です。

　兄がいたことで、私はいろいろな影響を受け

たなと今は思っています。例えば、大学で一人

暮らしを初めてすぐボランティアセンターに

行ったというのも、結局はそういうことですね。

私の家は兄のためにボランティアの人が来てく

れる家でした。ですから、私は初めて大学生と

いうものにそこで会っています。兄のために来

てくれているのですが、私も遊んでもらいます

から、大学生というのはこういう人なのか。親

とは違う。学校の先生ともちょっと違う。何が

違うのかよく分からないけれど、強いて言うと

肌つやが違う。体のキレが違うみたいな、そう

いう感情を子どものころにもつわけです。

　それが大学生との初めての出会いで、東京都

筋ジストロフィー協会、略して東筋協というの

があって、そこで夏には２泊３日で伊豆に行っ

たり、伊東に行ったり、慰安旅行みたいなもの

をやるんですけど、そのときにはボランティア

のお兄さん、お姉さんが大量に来てくれて、そ

のお兄さん、お姉さんと、やっぱり私も兄貴と

一緒に遊んでもらうので、２泊３日が終わった

ら、その人たちとはもうお別れですけれども、

バスの分かれ道でお姉ちゃんとか言って、悲し

くて泣くと、そういう経験もしていたので、ボ

ランティアというものに対する心理的なハード

ルが一切なかった大人になりました。

　周りの人たちを見て、自分の特性に逆に気付

くという感じでしたが、やっぱりまじめな方ほ

ど、こんな中途半端な気持ちでやっていいのか

とか、ヤクザではないですが、やり始めたら抜

けられないのではないかとか、いろいろ心配さ

れて、最初の一歩が踏み出せないみたいな、ま

じめな方ほどそうなりがちですが、私の場合は

偽善なんじゃないかとか、中途半端な気持ちで

やってはいけないのではないかとか、そういう

葛藤が一切ない。ある意味で、非常に周りに普

段からいる人たちだったので、それがなかった。

それがやっぱり大きかったかなと思います。

　それで、たまたまですが児童養護施設に行く

ことになりました。あのときに高齢分野を紹介

されていたら、高齢者のところに行っていたと

思いますが、そうなったんですね。児童養護施

設で勉強を教えまして、結構苦労しました。最

初にもった子はマユミという中学校２年生の女

の子でしたが、最初、結構仲良くやっていました。

仲良くやっていたのですが、仲良くやりすぎた

んだな。夏前くらいにその子がぱったり話して

くれなくなりました。

　たぶん、友達に冷やかされたか何かしたんだ

と思います。あのお兄ちゃんとお前、仲良くやっ

ている。好きなんじゃないかとか何とか言われ

たんじゃないかなと思うのですけれども、こう

いう皆さんが座っているような長机で横に並ん

で勉強を教えるのですが、髪の長い子でしたが、

私の側に髪をシャッターのようにたらすんです

よね。ちょっとごめんよという感じにもできな

いので、その髪ごしにしゃべりかけるんですが、
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しゃべってくれませんで、２週間くらいチャレ

ンジしたんですが無理で、これは駄目だという

ので担当を変えてもらったということもあった

りしました。

　そんなこんなでやりましたけれど、１年過ぎ

た辺りで、ちょっと私はそのボランティアグルー

プから浮いてしまいました。それがまた次に行

く転機だったのですが、なぜ浮いたかというと、

こざかしい若者だったので、１年目からボラン

ティアリーダーとかやっていたのですが、これ

は無理だなと思ったんですよね。週１回いろい

ろなボランティアの人、われわれが行って勉強

を教えるんです。席に着くだけで大変です。そ

ういう中で２時間、３時間やって帰るんですけ

れども、これでは無理だと思っていました。やっ

ぱり指導員というか、職員の方が勉強を教えら

れるようにしないと、われわれが週１回、楽し

く遊ぶレベルだったらいいけれど、本当に学力

みたいな話になったら、これは無理だろうと思っ

ていました。

　ところが職員の人を見ると、それどころでは

ないです。寮から抜け出た子がいるとか、学校

から呼び出されたとか、いろいろな事件が日常

的に起こるので、その対応でてんやわんやだと。

勉強を落ち着いて教えるどころではないという

感じです。それも見ていれば分かります。そう

いうことを見ていたので、私はこういうふうに

提案したんですよね。ボランティアグループの

人たちに東京都に行って職員を増やしてくれと

お願いしようと言ったわけです。そうしたらボ

ランティアの人たちがサーッと引きまして、私

たちはそんなことのためにボランティアに来て

いるんじゃないみたいな感じになったんです。

もうちょっと子どもたちと仲良くしたくて来て

いるのに、東京都にものを言うとか、あんた何

言っちゃってんのという感じですね。

　私のフィールドが変わっていったりするので

すが、それが最初の私の、いま思えば貧困問題

体験でした。社会福祉とソーシャル・アクショ

ンという話になると、気付いてみると、そうい

うことでもあったかなといま振り返れば思いま

すが、当たり前ですが、当時はそんなことは一

切思っていません。

　時間がたちまして、95 年、私は大学、大学学

部６年やって、95 年に大学院入試を通って半

年くらいフリータイムができるんですね。院試

は秋ですから、大学院が始まるのは４月なので、

フリータイムができたときに、のぞきに行った

のが、友達がやっているホームレス支援の現場

でした。その友達というのは、実はこの間、ノー

ベル平和賞をとりました、川崎哲という ICAN

という団体の日本代表をやっている人ですが、

同じ高校で、知り合いで、彼が当時、ホームレ

ス支援をやっていたので、川崎がやっているか

らというので見に行ったわけです。川崎はその

数年後に平和問題とかに移っていきました。私

は誘われたほうですが、ずっと残っている。よ

く話ですね。そういうふうになりました。

　初めて行ったのは渋谷で、それから７年ほど

渋谷で、土壌でへばりつくように活動しており

ましたが、最初に行ったときのことはよく覚え

ています。とにかく驚いたんですね。何に驚い

たかというと、渋谷というまちにホームレスが

いると思ったことがないわけです。渋谷という

まちは、私は大学が教養のときは、渋谷駅から

すぐのところでしたから、遊びに行っていたし、

飲みに行くまちだったわけです。遊びに行った

り、飲みに行くまちで、普段歩いているときに、

そういう人たちが視界に入った覚えがない。見
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た覚えがありません。

　だから、当時、誰かが私に「渋谷にホームレ

スの人がいると思いますか」と聞いたら、誰

もそんなことを聞く人はいませんが、聞いた

ら、私は「たぶんいないと思う。俺はよく遊び

に行っているけれども、見たことがないもんな」

と答えていたと思います。そういうふうに思っ

ていた意識にすら上らないようなまちに行った

ら 100 人いたわけです。びっくりしました。あっ、

こんなにいたんだと。普段、私が歩いているよ

うなセンター街にもいるじゃないか。視界に入っ

ていたはずだけどなと思ったんですね。そのと

きに思ったのは、人間は見たいものしか見てい

ないんだなと思いました。私がそうだったので、

視界には入っていたんだけれども、たぶん脳み

そまで来ていなかったという感じだったと思い

ます。それが私にとって衝撃でした。

　なぜホームレスに関心をもったか。それは友

達がやっていたとはいえ、友達がやっている活

動全てに顔を出すわけではありませんから、な

ぜホームレスなんだという話になると、やっぱ

りこれも兄貴のことまでさかのぼるかなという

感じがしています。私たちはよく街中を歩く

と、じろじろ見られていました。とにかく 40 年

前、車椅子で街を歩く人がまだ珍しいようなと

きに、車椅子に乗っている小学生の兄貴を、小

学生の私が車椅子を押すわけですね。確かに珍

しい。珍しいので、みんなじろじろ見ていきます。

いやなものです。いやなものですが、あのじろ

じろ見られる感覚は貴重なものだったと今は思

います。ホームレスの人たちもやっぱりじろじ

ろ見られる人たちですから、やっぱりそこら辺

で何か感じるものが、これもまた後付けですが、

当時意識していたわけではありませんが、きっ

と何かしらあったのかなと、いま振り返ると思

います。

　そういうふうにして渋谷でやり始めました。

100 人だったのが、99 年には 600 人までいきま

した。毎年 1.5 倍から２倍のペースでホームレス

の人が増えていきました。当時、私の危機感が

一番強かったと言ってもいいくらい強かったの

です。世の中の底が抜けてきていると思いまし

た。ホームレス状態になる人というのは、路上

で付き合っていると分かりますが、普通仕事を

失ったからといって路上に来ません。当たり前

ですが、仕事を探しますよね。家賃が払えなく

なったからとすぐ退去しません。人から借りま

す。親から借りて、親族から借りて、どうにも

ならなくなったらサラ金から借ります。

　そうやっているうちに、仕事が見つかったり、

何とかなる人たちはいるわけです。それで何と

もならなかった人たちです。しかも、そこで死

んでいない。自殺する人もいますが、そこでも

死んでない。そうやって路上に出てきたのが、

今の言い方で言うと、いわばサバイバーですね。

それがホームレスの人たちです。そういう人た

ちは食えなくなっている人たちの１％とか、そ

れ未満だろうと思っていました。その１％かそ

れ未満の人たちが 1.5 倍から２倍の勢いで増えて

いる。これは全国的にそうでした。どの街をとっ

てもそうでした。ということは、世の中で食え

ない人間が膨大に増えていっているということ

だと思います。えらいことになってきていると

思っていました。

　これをいったいどうやって世の中に訴えるべ

きだろうかと思ったのですが、当時はツイッター

もありませんし、ホームページもありませんし、

フェイスブックもありません。しかも、まだメ

ディアに取り上げてもらうような経験もしてい

ませんから、訴える手段がないんですね。古典

的ですが、私は街頭に立って、「皆さん、いま世

の中は大変なことになっております」とやって

いました。

　ちょうどマークシティが渋谷の駅前に建った

ころでしたが、その前で２週にいっぺん、ホー

ムレスのおじさんたちと一緒に横に並んで募金

箱を持って募金活動をやりながら、２週にいっ

ぺんやりました。３年間やりました。ちなみに
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そこで集まった募金はその後、銭湯行動といっ

て、みんな風呂に入らないので、その集まった

金で風呂に入る。みんなでそのまま銭湯に行く。

それがわれわれのごほうびですが、そういうふ

うにお金を使っていました。

　そのときに訴えていたのですが、足を止めて

聞いてくれる人はいませんでした。そういう感

じが 90 年代だったなと思います。渋谷区議会に

も行きましたが、自民党から共産党までいます

が、どの政党も相手もしてくれるところはなかっ

た。そういう意味で、まだ世の中にとって、ホー

ムレス、変わった人たちがいるもんだねという

ふうな位置づけだったなと思いますね。

　そういう中でわれわれが路上でやっていたの

は、まずは死なないということ、これはわれわ

れのデータは特定されたものはありませんが、

大阪の釜ヶ崎で当時、お医者さんか何かが調べ

たものがありました。釜ヶ崎では１年間に 200

人が凍死するというデータがありましたが、よ

く人が死んでいきました。なので、まずわれわ

れの活動は路上で死なないということだったの

ですが、もう一つ重要だったのは、そこでの生

活をよくしていくという生活改善運動とでもい

いますか、そういうことをやっていました。

　路上にはランクがあります。路上の最下層は

決まった寝場所のない人です。次が決まった寝

場所はあるが、段ボール１枚敷いて寝ている人

です。その次が、段ボールハウスが組める人で、

その次が、ブルーシートテントが建てられる人

で、最上級が木製の小屋を建てられる人ですね。

というふうに路上の階層は細かく分かれていま

す。寝場所のない人は本当に冬の間は一睡もせ

ずに夜中中歩き回っていたりします。なので、

われわれはそういう人たちが寝る場所を確保し

て、冬場は寒いのでブルーシートで囲んで風が

当たらないようにして、一緒に寝泊まりすると

いうようなことをやっていました。

　この間、テレビの取材で久しぶりにその公園

に行きましたら、懐かしかったです。初めて

私が路上に寝たのは 98 年の冬だったと思いま

す。最初の晩は一睡もできなかった。とにかく

段ボールハウスを組んで、その中にいるのです

が、人の足音が絶えないのが渋谷というまちで

すが、その足音が自分に向かって歩いてきてい

るように感じてしまうのです。なので身の危険

を感じるというか、けられたり、タバコの吸い

殻を投げられたり、ボコボコにされたらいやだ

なとかということを思うと、何となく緊張して

いて眠れない。一睡もできなくて、３時くらい

に起き出して、寒い寒いと言いながら、朝を待っ

ていたことを覚えていますが、そういうことを

やっていました。

　1998 年とか 1999 年あたりは、そういう中

でテント暮らしをしようということを始めまし

た。これは渋谷区にめちゃめちゃ怒られました

が、とにかく路上に階層があるんですよ。この

５段階の中の本質的な分かれ目はどこだと思い

ますか。本質的な分かれ目は３層目と４層目な

んですね。３層目と４層目というのは、段ボー

ルハウスとブルーシートテントの分かれ目です。

ここが生活の質が飛躍的に向上するレベルです。

ブルーシートテントを建てる人は下にすのこを

敷けます。底冷えが伝わらないんですね。布団

なども持ち込めたりします。そうなると、夜中

一度も起きなくてすむんです。私は最初ブルー

シートテントに寝たときに感動しました。朝ま

で一度も起きなかったからです。人にはこれが

必要だと思ったんですね。

　それで、当時、あまり詳しくは言いません

が、工事現場で使っているような単管と言われ

るパイプとかブルーシートを大量に宮下公園と

いう場所に持ち込んで、みんなでテントを建て

ようとやったわけです。短期間の間に 100 軒く

らいテントができました。そういうことがあっ

て、その十数年後に大きな撤去を受けるんです

けれども、そういう時代だったんです。テント

を建てまして、そこでみんなで暮らしていくと

いうことをやりました。それが、われわれがやっ
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ていたことです。

　もう一つ、大事だったのは、自治、当事者運

動だということを言っていました。最初のころ、

私たちは自分たちの事務所でぞうすいをつくっ

て、それを渋谷に持っていって配って回ってい

ましたが、これではわれわれがあげる人で、あ

んたたちがもらう人だという関係になってしま

う。こういうふうな関係になると、口で何を言っ

ても駄目です。どんな意見もウェルカムですか

ら何でも言ってくださいなんて言ったって、言っ

てくれません。聞こえてくるのは、回りまわっ

た陰口みたいな、あいつらただでやっているけ

れど、そんなわけない。何か下心があるに違い

ない。怪しい新興宗教に違いない。どこかに売

り飛ばされるに違いないみたいな話が回りま

わって聞こえてくる。それはやっぱり関係性を

変えない限り、言葉では解消できないです。

　ということで、われわれは共同炊事をやるよう

にしました。公園に野菜と肉を持ち込んで、俺

らはつくれないので、人手が足らないので手伝っ

てくれと万歳したわけです。そうすると、ホー

ムレスの人たちの中でしょうがねえなあとか言

いながら、いろいろ手伝ってくれる人が出てき

ます。元料理人だったりします。飯場で 200 人分、

300 人分、普通につくっていましたという賄い

担当の人だったりします。われわれよりはるか

に料理がうまい。そういう人たち支えてくれる

ようになると、一連のプロセスの中でわれわれ

が支える場面もあるけれど、ホームレスのおじ

さんたちに支えてもらう場面も出てきます。

　そういうふうにして、支える方と支えられる

の役割が織り込まれていくと、相対的にはフラッ

トな関係になる。もちろん究極的にはわれわれ

には帰る家があり、彼らには帰る家がないので

フラットにはなりませんが、相対的にはフラッ

トな関係になっていったと感じます。耳の痛い

ことも言ってくれるようになったし、そういう

中でホームレスのおじさんたちの中で日銭を稼

げている人、日雇いの仕事なんかに出ている人

が自分たちの稼いだ金で炊き出しを始めるなん

ていうことが起こりました。これはホームレス

によるホームレスのために炊き出しです。「お前

らは土曜日にやっているから、俺らは水曜日に

やることにしたよ」とか言われて、ホームレス

の方たちが始めてくれました。

　その中の人たちが自治会をつくりたいと。ここ

は俺らの街なんだみたいな感じで、自治会をつ

くるということも起こりました。自治会をつく

るんだったら集会場が必要だということで、宮

下公園に集会場を建てましたら、即刻撤去され

ましたが、公園課の人が血相を変えてやってき

ました。というようなこともありましたが、そ

ういう自治会活動などもやっていました。それ

が私の７年間です。

　ですが、それでは不十分だということも感じ

ていて、さっき話したように、90 年代、底が抜

けたような状態でしたので、何とかならないか

と思っていたのですが、長くやっていると路上

の限界も感じるようになりました。路上の限界

というのは何かというと、路上は路上に来た人

全員と会えるんだけれど、路上に出てこない限

り会えない。それが路上の限界です。予防的な

対応ができません。路上に出てこない限り会え

ないです。なので、路上に出てくる前に止める

ような関わり方はできないのかということを考

えるようになりまして、それでやり始めたのが

生活相談と保証人提供をセットにするという「も

やい」という団体でした。

　いま保証人会社というのは普通になりました

が、当時はなくて、若い方は分からないかもし

れませんが、月ぎめ駐車場とかに捨て看板とい

うのがブリキで張ってあって、携帯電話番号が

書いてあって、保証人になります、みたいな、

その一言だけが書いてある。そういう怪しいと

ころしか相談先がないという、当時、そういう

状況でしたから、では、その保証人に、家族と

の縁が切れてしまっている人、親族との縁が切

れてしまっている人は保証人で困るだろうとい
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うことで、この問題に手を付ければ路上に来る

前の人とも出会えるのではないかということで

やり始めたのが「もやい」という団体でした。

　当時は、私と稲葉という理事長を長くやった

やつですけれど、そいつと２人で始めました。

かなり周囲の方たちは反対にあって、それはい

くら何でも連帯保証人というのは責任が重すぎ

るのではないか。トラブルがあったときに逃げ

られないだろう。どうするつもりなんだという

話もされて心配されましたが、若かったんでしょ

うね。何とかなるよとか言ってやり始めまして、

実際、何とかなりました。ほとんどトラブルは

起こらないです。もちろん起こるんですよ。起

こるんですけれど、最初の年のトラブル率は３％

くらいです。

　感覚的には何となく分かっていたんです。ホー

ムレスのおじさんたちというのは、まじめで不

器用な人が多いので、結構義理人情固いし、そ

れはもちろんトンズラこく人もいるんですけれ

ど、それも申し訳ないから合わせる顔がないみ

たいな感じでいなくなる。という感じの人が多

いんですね。あいつらに迷惑がかかったってい

いよ。俺は知らない。保証人になってもらった

から、あとは野とやれ、山となれみたいな、そ

ういう開き直りができる人は、むしろあまり路

上にはいない。そういう処世術がある人は路上

に来ないで何とかしているのではないかという

感じがします。路上にはまじめで不器用な人が

多いというふうな感覚をもっていましたから、

実際やれました。

　そういうふうにしてやってみたら、パンドラ

の箱を開けたねとわれわれは言っていましたが、

とにかくものすごい相談量で、一時期は半年待っ

てもらわないと面談ができないみたいな状態に

までなってしまいまして、何とかしなければと

言って相談日を増やしたりしてやりました。ア

フガン難民の方も来ました。長い間、精神病院

に入院していて、これから地域生活を始める。

もう親との関係は切れてしまっている。親は死

んでしまっている。保証人になる人がいないと

いう人がいました。DV 被害の女性がいました。

　路上だけでない人たちのつながりがそこでで

きて、私たちは何となくそこら辺が貧困問題が

ほのみえてきた段階だったかなと感じます。で

も、まだこのときは、私はそういう問題は意識

していません。世の中に対しては、広い意味で

のホームレス支援ですというふうに言っていま

した。ホームレスというのは別に路上に寝てい

る人たちがホームレスではないです。定まった

安定した住所を持たない人たちもホームレスと

いうんですというふうに言っていました。

　この辺りから、若干世の中の雰囲気も変わっ

てきたかなと感じます。2000 年代に入ってから

です。まずは東京都と国が実態調査を行い、法

案をつくるという動きを始めます。それから自

立支援センターという話を始めます。ここら辺

から、どうもホームレス問題というのは変わっ

た個人の話ではなく、社会問題なのかもしれな

いというふうに世の中が思い始めるころだった

と思います。

　そのころからやっているメンバーもちょっと

多様性が出てきました。90 年代は、はっきり

言って路上にいるのはクリスチャンか、学生運

動上がりみたいな人しかいませんでした。なの

で、あまり社会福祉の人も寄ってこなかったで

す。そういう感じだったのですが、ちょっとそ

うやって広がってくると、学生さんがぽつぽつ

来るようになるとか、それこそ社会福祉の中で

意識的な人が来てくれるようになるとか、そう

いうようなことが起こり始めて、ちょっと裾野

が広がってきたかなみたいな、メディアにもた

まには取り上げられるようになったり、行政の

ほうもちょっと問題として意識するようになっ

たりというのが、そのころだったなと思います。

　ただ、なかなかそのときには当事者の人たち

は、もちろん人にもよりますが、私が活動を始

めて７年間は何もなかったので、今からやりま

すから自立センターを建てるから入りなさいと
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言われても、はい、そうですかという感じにな

らないでしょう。あんたたちが何もしない間に、

俺らは路上で生活を築いてきちゃったよ。これ

を捨てろというんだったら、それなりのものを

用意してくれないと捨てられないという感じが、

やっぱり私にもありました。ということで、当

時はすっとできたから万歳、ワーッというふう

に施策に乗っていくという感じでもなかったで

す。

　そういうふうな状態だったのですが、「もや

い」を始めて、結局、生活相談、そんなパンク

状態になってみると、どんどん増えていったの

は、いまアパートで暮らしています。自宅で暮

らしていますが食えませんという人たちだった

んですね。そして、若い人たちの相談もどんど

ん増えていきました。私はそれで困ったんです。

　なぜ困ったかというと、私たちは基本的に寄

付で回す団体です。寄付で回す団体というのは、

運営の安定性とか持続性がないと言われますが、

そんなことはありません。寄付もちゃんとやれ

ば、ちゃんと集まります。私たちはそれで東京

都からあった委託の話を３回断っています。そ

ういうふうに自分たちの自由度を高くやりたい。

だけど、そのためには寄付を集めなければいけ

ないというときに、今でいうアカウンタビリティ

ですね。きちんと説明しなければいけません。

　私はこう思っていました。寄付を集めるとい

うことは、要はつまり俺らの活動を買ってもら

うことだ。100 円出せばボールペン１本くるか

もしれないけれど、100 円寄付した人にはボー

ルペン１本はいきません。１万円出してもいき

ません。いくのはわれわれが３月にいっぺん出

すニュースレターだけです。それ自体に１万円

の価値はないんですよね。ということは、活動

の意義に１万円を出してもらわないといけない。

ということは私たちが今どういう目的で、何を

問題と感じて、何をやっているのかということ

をかなりきちんと説明しないといけないという

ふうにずっと思っていました。なので、説明を

実態に合わせて、いま現場はこうなっていると

いう話をするのは、とても意識してやっていた

んですね。

　ところが、その現場がわれわれはホームレス

支援だと言っているのに、相談に来る人たちの

半分はアパートに住んでいる人だという状態に

なってしまったんです。これはまずいと思った

んですね。この現状はもうホームレス支援と言

えない。そうしたら、これはどう言ったらいい

んだと考えた。そのときにきっかけをくれたの

が竹中平蔵さんですが、貧困の問題ということ

を新聞で言われていたのがきっかけになりまし

て、私は貧困の問題ということを言うようにな

りました。この人たちは貧困問題の人たちです

というふうに言うようになったということです。

　いろいろ葛藤と抵抗はありました。まず、本

人たちが貧困と言われたくないだろうなと普通

に思いますよ。だけど、そう名付けないと示せ

ない現実があるんという間で、どうしようかな

と悩んだ時期がありましたが、竹中さんの一言

もあったりして、それでスイッチが入ってしまっ

たところもあって、最後はエイヤで押し切った

という感じです。

　そうしたら、世の中にはやっぱり同じような

ことを考えている人たちがいるもので、ちょう

ど同じ時期に「NHK スペシャル」がワーキン

グプアというのをやって、大きな反響を得まし

た。あれもワーキングプア、働く貧困層ですね。

貧困という言葉を NHK として、たぶん何十年

ぶりかに使った番組だったと思いますが、同じ

ことを考えていたんでしょうね。こういう現実

は、もうそうとしか言いようがないというふう

に思った。そうしたら、あまりそういうことを

言っている人がいなかったものですから、ワーッ

と取材が増えました。そして、だんだんとメディ

アにも出るようになっていったということです。

　実は、その前に私は便利屋で一時期食ってい

たということもありまして、これもさらっと紹

介しておくと、今日、院生の方もおられるかも
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しれませんが、私も大学院まで行って、博士課

程まで行っていまして、論文を書けないで、博

士課程単位取得退学、中退みたいなものですが、

それで追い出されているのですが、追い出され

たときに考えたので、さあ、何で食っていこう

かと。

　路上の活動では食っていけないわけですね。ど

うしようかなと思い、二つ選択肢が思い浮かん

だのがあって、一つは河合塾とかで講師をやる。

よく昔の学生運動崩れの人が先生になっていま

すね。あのパターンは知っているので、そうす

るのかなというのが一つ、もう一つはホームレ

スの人たちと一緒に仕事を起こすということを

二つ選択肢と考えたのですが、結局、自分とし

ては前者はおもしろくないという判断で、後者

を選ぶことにしました。

　仕事起こしをやった。それが便利屋でした。

最初は引っ越し屋をやろうと思ったんですけれ

ども、これは１回やって、すぐ駄目だと分かり

ました。とにかく世の中の引っ越し屋はあまり

にも若い人を集めて、しかもみんな普通免許を

持っていて、体力も運転免許もあるような若者

を１日 8,000 円で使って、しかもあらゆる種類

のトラックを持っていて、それで１日、２現場、

３現場こなして、それでお一人さまパック１万

8,000 円とか、そういう金額を実現しています。

　当時、私が一緒に仕事をしようとしていたホー

ムレスの人たちは、平均年齢 55 歳、普通免許を

持っている人は一人もいません。私しか持って

いない。トラックなんか１台もありません。仕

事のたびにレンタルしました。知り合いの障害

者の作業者の人から軽トラを借りたりしました。

そういう状態ですから、どう考えてもコストが

見合わない。いいことをやっているねと賛同し

てくれる人たちも出してくれるのは同じ金額ま

でです。一般の会社が１万 8,000 円でやってい

て、私たちも１万 8,000 円でやっていたら、い

ろいろちょっと問題はあるかもしれないが、出

してあげようにはなるのですが、こっちが２万

円でやっていたら、それはどんないいことをやっ

ていようが出してくれません。

　これはやっぱり無理だということになって、そ

れでそこで目をつけたのが引き払いの仕事です。

ゴミ屋敷になってしまったお家の片づけ、生活

保護家庭で亡くなってしまった方のお宅の片づ

け、これはみんなが嫌がる仕事で、だから単価

が高い。しかも、引っ越しと同じように労働集

約的な仕事ですから、機械化もできない。エレ

ベーターのない古いマンションビルのアパート

の５階まで階段を上っていって、その部屋を片

付けて、４畳半の一部屋を片付けて、また５階

から階段、下ろしてくると。こういうことをやっ

て、３万ないし４万とか５万とかもらう。そう

いうお仕事ですから、これならできると思った

んですね。やりまして、私は５年、それで食っ

ていましたが、その後、別の方に引き継いで、

私自身はできていませんが、今でもその事業は

続いています。

　ちょうど世の中をお騒がせした派遣村のとき

に、それをやっていたものですから、週刊誌に

派遣村の村長はあんなことをやっているけれど、

年収 5,000 万円だと書かれたんですよ。それは

便利屋の売り上げだから、当時、私はほとんど

現場に出られていませんでしたから、ほとんど

一銭ももらっていなかったのですが、そういう

ふうに書かれたんですよね。そんな感じでやっ

ていて、今でも続けています。今はもう１億5,000

万くらいになっているんじゃないですかね。

　私が一緒にやり始めた人たちは、もう全員死

にました。今はより若い、ネットカフェで暮ら

していた若者とか、そういう人たちに代替わり

して、その人たちがやっています。ついでに言

うと、私たちはそれを古物で買い取る形にして、

家電とかリサイクルをしていました。生活保護

とかを受けて、新たにアパートに入る人は家電

製品をそろえないといけないのですが、あれは

新品で買うとものすごい金額いっちゃいますね。

だけど単身世帯だとか２万 5,000 円とか、いま
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２万 7,000 円かな、特別手当でも４万くらいし

か出ないんですよ。なので、中古ですが、その

４万円で全部そろえられるという４万円パック、

そういうものをつくって売ったりしていました。

　それが便利屋時代だったのですが、そういう

ことをやっているうちに、派遣村をやることに

なり、その後、内閣府参与になります。ここら

辺は私にとっては、いろいろ転機が今までもあ

りましたが、やっぱり大きな転機でした。なか

なかうまくしゃべることが難しいですけれど、

そういう感じで路上でも「もやい」の活動もそ

うでしたが、誰からも相手にされないときから

始めています。誰からも相手にされないような

活動だったからやりたかったのです。ほかの人

がやっていることだった別にやりたいと思わな

かったかもしれない。そういう気質があります。

　そうやって始めたことだったわけですが、そ

のころから比べると、やはり 2000 年代後半、７

年、８年、９年、ネットワークカフェがどうだ

とか、日雇い派遣がどうだとか、いろいろなこ

とを言われるようになったころは、やっぱり世

の中はすごくこっちを見てくれているという感

じがあったんですよね。取材も山のように来る

し、こっちが何を発信するかを聞こうとしてく

れているという感じがありました。

　そういう意味で、２人とか３人で始めた活動

がここまで来たなという感じはもっていました。

イメージで言うと、100 万人くらいの人がそう

だそうだと言ってくれるみたいな、そういう感

じをもっていました。なので、これはいけるだ

ろうと思って政府にも関わるようになったわけ

ですね。一定のことができるのではないかとも

思っていました。もちろん不安もいっぱいあり

ましたけれども。

　ところが、駄目だということが分かったんで

すね。それは何が駄目かというと、100 万人は

しょせん人口の１％にすぎないということです。

１％の人が賛同してくれたって、99％が無関心

だったら、100 万人であろうが政策は動かない。

なぜなら、政策は１億 2,000 万人のお金を使う

からですね。ということが骨身にしみてしまい

まして、話をはしょりますが、それ以降は、い

かにその 100 万人の外に言葉を届けるかという

ことを考えるようになりました。

　そうでないと、私たちのテーマはどうしても

政策が絡むような面がある。民間でやりたい人

たちだけでやりたいことをやる分には、それで

何の問題もない。別に 100 万人の外に届ける必

要は一切ない。100 万人どころか 100 人いれば

結構なことができる。けれども政策が絡んでし

まうと、全員のお金を使ってしまうので、それ

はその外の人たちに声を届けない、あるいは耳

を傾けてもらえない限り、物事は進まない。政

策的なレベルでは進まないということが分かっ

てしまったのです。

　そこから私はやり方を変えました。どういう

ふうに変えたかというと、それまでは言ってみ

れば、ここから見える景色をお前らも見にこい

と言っていたのです。金子勝さんという経済学

者がいますね。彼と一緒に中国かどこかに行っ

たときに、彼に言われたのですよ。「君は便所

の窓から日本社会を見ている」と、私は、それ

は褒め言葉から受け止めているのですが、確か

に便所の窓から見ていたようなところがあるわ

けです。便所の窓からしか見えない景色が、こ

の日本社会のどこかにはあるのだというふうに

言っていました。便所の窓からしか見えない景

色がある。お前らも見にこいと言っていたので

すよ。結構それなりに大勢の人が見に来てくれ

るようになったのだけど、それは仮に 100 万人

だとしても、人口の１％にすぎなかったという

ことです。

　それでは駄目だと思ったので、それからは、

私は３階の東側の部屋とか、５階の南側の部屋

とか、屋上とか自分で出かけていくようにした

ということです。一緒の景色を見て、「きれいな

景色ですね」とか言いながら、「ところで、ちょっ

と違う景色もあるんですよね」とか言ってみる
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というふうなアプローチの仕方に変えました。

そうすると、一緒の景色を見て、「違うものもあ

るんだ。じゃあ、ちょっと見にいってみるかな」

みたいなことを言ってくれるような人も増える

ようになっていったということです。

　最初のころは何をしたらいいか分からなくて、

こう思っていました。今までのやり方だけでは

限界があると思って気付きました。なんだけれ

ど、じゃあ、何をやったらいいのかと思ったと

きに、私は結構自分がやるべきだと思ったこと

は形にしてきました。ということは自分の思っ

たことは形にしてきたけど、それでは足りない

ということになると、これは自分で思いつかな

いということをやらなければいけないというこ

とになります。じゃあ、自分で思いつかないこ

とはどうやって思いつけばいいんだという語義

矛盾に陥りまして、答えは簡単、人に聞けばい

いんだということになったわけです。

　なので、なるべく遠い人、それこそベンチャー

企業の社長さんとか、プランニングの方とか、

普段のホームレス支援とか NPO の活動では会わ

ないような人たちと会うようにしていって、い

ろいろアドバイスを受けていったら、その中の

一人の人が「あんた、そんなにより遠くの人に

リーチしたいと言うのだったら、まず格好を変

えたら。あんた、ちょっと怖いよ」と言われた。

　格好を変えるなんて、それまで考えたことが

ないので、まさに考えたことのないことを言っ

てくれる人を求めていましたから、「それ採用」

と言って変えました。その人にいろいろ教えて

もらったことは、今でもよく覚えているという

か、「あんたは必死になって言っているつもりだ

ろうが、やっぱり言われているほうは責められ

ている感じになるんだ。なので、その責められ

ている感じを与えてしまったら、味方は増えな

いよ」というアドバイスですね。新しい服、着

たことのない服を、袖を通すように、何でも新

しい経験をしてみろというふうなアドバイスと

かいろいろいただいて、私も結構愚直にやって

きました。

　そういう中で、大学も受けたということがあ

ります。2014 年から法政大学で教えるようにな

りましたが、私は大学の先生って何をやるのか

なと考えたときに、研究と教育と学内行政、大

きく三つだ。私は生活の中の２割程度しか大学

には割くつもりはなかった。活動を続けるつも

りでしたので、では、三つはできないと思って、

何をやろうかなと思ったときに、学内行政が最

初に落ちたんですね。学内行政はいいやと思っ

て、それから次に研究が落ちました。別に私は

大学の先生じゃなくても本は出していましたの

で、別に大学の先生じゃなくても出せるわと思っ

ていましたから、そういう意味では教育だと思

いまして、教育をやるということで大学に行き

ましたが、そのときの発想はさっきの話と同じ

です。

　私はホームレスから総理大臣まで付き合って

きたという自負がありますが、一番弱いのが真

ん中の人たちだったんですね。学生さんとは付

き合ってきました。NPO をやっていれば、学生

さんが飛び込んできますが、やっぱり飛び込ん

でくる学生さんたちというのは、すごく一般的

なレベルで言うと、いわゆる意識高い系という

やつです。だけど、多くの人たちはそうではない。

では、その人たちにどうやったら耳を傾けても

らえるのかという問題意識は、さっきの 100 万

人の外にどうやって声を届けるのか、耳を傾け

てもらえるのかということを鍛える一番いい場

所だと思ったのです。

　それで大学の話を受けました。行ってみれば、

案の定、200 人いる学生さんを相手に社会問題

論という授業も受けていますが、９割くらいの

子たちは社会問題なんて考えたことがないとい

う人ですよね。当たり前です。そういう人たち

に対して何を言えば、引っかかるのか。この人

たちは何に反応して、何に反応しないのか。ど

ういう問題意識をもっているのか。その人たち

の窓からは世界がどう見えるのか、日本社会が
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どう見えるのかということを、ある意味、リサー

チしに行ったという感じですよね。そういうこ

とで、大学もやりました。

　参与をやめたのが 2012 年で、３年ばかりそ

ういうふうにして、違う景色にアプローチする

ということをやってきていたので、2016 年くら

いから、そろそろ自分がどれくらいその言葉を

リーチできるようになったのか。多くの人に引っ

かかるメッセージを出せるようになったのかと

いうことを試そうと思って始めたのがヤフー

ニュースの連載でした。「１ミリでも進める子ど

もの貧困対策」ということで始めました。

　やっぱりヤフーニュース、ネットニュース、

いろいろな人が読みます。年代もばらばら、性

別ももちろんばらばら、そんないわゆる意識高

い系ばかりではない、そういう人たちが読むと

ころでどれだけ勝負できるかという力試しです

ね。それをやり始めたのが 2016 年でした。幸い

なことに、今まで 49 本ありましたが、だいたい

１本平均 50 万くらい読まれるんですね。PV と

いうのが付きます。多いのは 400 万くらい付き

ました。

　そういうふうに、今までよりも言葉として届

けられるようになってきたという感じは受けて

いるし、もう一つは大学です。学生たちに、私

は教えないのですが、学生たちから学んで、そ

の人たちからどう見えるか。もちろん一人一人

見える景色は違うのですが、その人からどうい

うふうに世の中が見えているかを学んできたら、

これも自慢ですが、2016 年、17 年度と、学生

が選ぶベストティーチャー賞というのをいただ

きました。学生諸君もこちらのことに耳も傾け

てくれるようになってきた。

　そういう意味で、その 100 万人の外、いま私

のイメージで言うと、私ともっとも意見の近い

人から、もっとも意見の遠い人まで、日本にい

る人１億 2,000 万人がダーッと縦に並んだとし

たら、6,000 万人目くらいの人をめがけて言葉を

発すると、意識はそういう意識でやっています

が、ある程度はそれができてくるようになった

と思っています。まだまだですが。

　そういう意味で、私がやってきた社会課題、

社会運動はホームレス支援から出発してきまし

たが、いかにそれを遠くに声を届けるというか、

耳を傾けてもらって、社会の雰囲気を変えてい

く、世論を醸成していく、そういうところがあっ

て、初めて政策的なものも通りやすくなるし、

現場もやりやすくなるというところに重点を置

いてきたかなと、いま振り返ると思います。

　私は、社会活動家は三つの役割があると言っ

てきました。一つは個別対応です。私がやって

きたホームレス支援とか「もやい」の生活相談は、

まさに個別対応でした。もう一つは社会に対す

る働きかけ、これが寄稿したり、ネットに発信

したり、テレビに出たり、ラジオに出たりする

のはこれです。もう一つが政策提言、アドボカ

シーですね。この１人３役だと言ってきました

が、みんな得手不得手はあるから、それはばら

ばらいいんだと。８対１対１の人もいて、２対

３対５の人もいて、いろいろな人がいていいん

だと。だけど、大事なことはそれぞれが自分は

ここをメインでやっているけれど、ほかのこと

をやっている人たちのことも尊重する。それが

大事だと言ってきました。

　ともすると現場をやっている人は政策提言と

かやっている人のことを、そんな霞が関界隈で

うろちょろうろちょろしたって、現場のことな

んか分かってないんでしょうみたいな感じで見

るし、なんか政策提言とかロビングメインでやっ

ている人は現場のことをしこしこやっていたっ

て、いつまでたってもらちが明かないんだ。もっ

と大きなことを変えなければいけないので否定

的、批判的に言ってしまったりするんですよね。

　そうすると、同じテーマに携わっているにも

かかわらず、あなたたち仲悪そうですねみたい

に見えて、なぜ同じことをやっているのに、そ

んな感じ言われてしまって、ああいうことをやっ

ている人たちは、やっぱり独善的で、我が強く
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て、大変だよねみたいな感じに見えちゃうんで

すよね。それは活動全体にとってプラスにはな

らないと思うので、それぞれ役割が違うという

ところで、お互いの役割を尊重し合うというこ

とが大事だと思うし、今は官民もそういうふう

にお互いの力を協力し合うということが大事だ

と思っています。

　なので、いま私は学生さんたちもそうですが、

より若い人たちに話したりするときには、マル

チリンガルになろうと言っています。また、あ

まり最近言わなくなりましたが、一時期トライ

セクター人材なんていう言葉が出ましたが、要

は NPO 言語と行政言語は違うし、ホームレス支

援言語と貧困問題言語は違うんですね。子ども

の支援言語と若者の支援言語は違います。遠く

から見たら、いったい何が違うんだ、そんなに

近いのにと思うかもしれませんが、違うんですね。

　そういうふうなところで言うと、やっぱり同

じ日本語を話しているんですけれども、外国語

なんですよ。その外国語をお互いが話している

という意識で、それを通訳できるということが、

やっぱりお互いの力を合わせるためには必要で、

そういう意味でのマルチリンガルになる。それ

は、私は究極的には人とひとは結局、外国語を

しゃべっている同士なので、人と人が関わる作

法というのは、要はそういうことなのではない

かと思っています。そういうふうに言っています。

　私もそうなることを意識してやってきたつも

りです。まだまだ誰一人取りこぼされない世界

をつくろうという SDGs の目標が見えてきたと

いう感じの世の中ではありませんが、でもそう

いうところに向けて個別のケースや日の当たら

ないような話でも、いろいろ手を付けて出発す

る人たちが増えれば、その分、１ミリか、0.1 ミ

リか、0.001 ミリか知りませんが、その世界に近

づいていくので、やっぱりそこを積み上げてい

くことが大事だし、そこに価値があるのではな

いかというのが、私がやってきた経験から思う

ところであります。

　ちょうどいい感じの時間なので、じゃあ、こ

れで終わりましょう。ありがとうございます。（拍

手）

　司会：湯浅先生、ありがとうございました。

とても知的な刺激の多い、また…？…のお話を

いただきました。誠にありがとうございました。

もう一度皆さんの盛大な拍手をお願いいたしま

す。（拍手）
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　司会：定刻となりましたので、ただいまより

パネルディスカッションに移りたいと思いま

す。コーディネーターは日本福祉大学の山田壮

志郎先生、パネリストは特定非営利活動法人

ReBit より藥師先生、女子校生サポートセンター

Colaco の仁藤先生、東京学芸大学の髙良先生に

お願いしました。併せて、先ほどに続きコメン

テーターとして湯浅先生にお願いしております。

　それでは、これからの進行はコーディネーター

の山田先生にお願いしたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。

　山田：ご紹介いただきました日本福祉大学の

山田といいます。この後のパネルディスカッショ

ンのコーディネーターを務めさせていただきま

す。

　「新しい社会運動と社会福祉」というテーマで

このシンポジウムを企画しておりますが、先ほ

ど湯浅さんからご講演をいただきまして、それ

を踏まえる形でさらにパネルディスカッション

を進めていきたいと思っております。

　最初に、このパネルディスカッションの趣旨

について、私から簡単に説明させていただきま

す。今回「新しい社会運動と社会福祉」という

テーマでシンポジウムを企画しましたが、冒頭

の柴田先生からのご挨拶にもありましたが、ソー

シャルアクションというのはソーシャルワーク

の一つの柱であると従前から言われてきたと思

います。当然、戦後の日本の社会福祉の発展と

いうのは、当事者であったり、あるいはソーシャ

ルワーカー、支援者による社会運動に支えられ

てきたということは疑いないと思います。

　ただ、ここ 30 年くらいを振り返ってみる

と、社会福祉の運動が高度成長期のときに見ら

れたような盛り上がりは見せていないというか、

ちょっと形が変わってきているのかもしれませ

んし、従来の社会福祉運動とは違う文脈で展開

されているのかなとも思います。この新しい時

代の中でどのようにソーシャルアクションとい

うものを社会福祉の中で考えていくのかという

ことを考えてみたいということで、今回の企画

を立案しました。とりわけ、この秋に社会福祉

学会の全国大会が名古屋の金城学院大学で開催

されますが、「21 世紀の社会福祉と運動性」をテー

マに開催されるので、そのプレ企画として中部

の研究例会を企画しようということで、このよ

うなシンポジウムを企画したわけです。

　社会福祉運動の衰退と言ったら怒られそうで

すが、従来のような盛り上がりが少し見えない一

方で、少し社会福祉と離れたところの状況を見

てみると、それこそ安保法制のときの SEALDs

の運動などもそうですが、新しい形、若い世代

の人たちが新しい社会運動なども展開し社会的

に注目を集めるようになってきて、そういう中

で社会福祉に携わる私たちも少し離れた領域と

いいますか、社会福祉ど真ん中の運動ではない

かもしれないけれども、ちょっと離れた領域の

新しい運動に学びながら、先ほどの湯浅さんの

講演で言うと、新しい服に袖を通すほど離れて

いるかどうか分かりませんが、違った領域の運

動から社会福祉の運動の展望を考えて学んでみ

ようということで、今回の企画を立案しました。

バ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン
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　この後、特定非営利活動法人 ReBit の藥師

実芳さん、それから女子高生サポートセンター

Colabo の仁藤夢乃さんからご報告いただきます。

ReBit は LGBT の問題に取り組む活動を展開さ

れておりますし、Colabo の仁藤さんたちは性暴

力であったり、女子高生の問題に取り組む活動

をされているわけですが、どういう活動をして

いるのかということ、その中でどんなことを目

指して、どんな工夫をしながら運動を展開して

いるのかというお話を聞かせてもらおうと思っ

ています。

　その後、東京学芸大学の髙良先生からご報告

いただきます。髙良先生はソーシャルアクショ

ン、とりわけソーシャルワークの文脈の中から

ソーシャルアクションについて研究をされてい

るというお立場で、こういう新しい動きを見な

がら、これからの社会福祉運動というものをど

う考えたらいいのかということについてご提起

をいただければと思っております。

　藥師さん、仁藤さんからは 30 分ずつくらいの

ご報告、髙良先生からは 20 分程度のご報告とい

うことで、その後、湯浅さんからコメントを頂

戴して、またフロアとの質疑も 30 分程度になる

かと思いますが、ディスカッションをしていき

ながら、４時半をめどに終わっていきたいと思っ

ています。そんな形でこの後のパネルディスカッ

ションを進めていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。

　それでは、さっそくですが、特定非営利活動

法人 ReBit、藥師実芳さんからご報告をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。（拍手）

　藥師：ご紹介をいただき、ありがとうござい

ます。NPO 法人 ReBit というところで代表理

事をやっております藥師実芳と申します。本日

はこの貴重な場でお話をさせていただけること、

とてもうれしいなと思っておりまして、全ての

子どもがありのままで大人になれる社会を考え

るということで、LGBT の子ども、若者の視点

から 30 分間、お話をさせていただければと思っ

ております。お付き合いください。よろしくお

願いいたします。

　最初に私の小学校のとき写真、どれだと思い

ますか。答えは２番のカチューシャの子です。

　これはハロウィンのときに姉のおさがりのお

姫さまの格好をさせられて、すごくいやだなと

思っている写真ですが、何かといいますと、私

はもともと女の子として生まれたんです。女の

子として生まれて 18 歳から男性として生活する

ようになりまして、いま 28 歳になります。この

NPO 法人で代表をしておりまして、いろいろな

学校や行政、企業などで LGBT のお話をしたり、

いろいろな行政で委員をやらせていただいたり、

キャリアカウンセラーでもありますので、1,500

名を超える LGBT の就活生の相談に乗ったり、

あとは LGBT に関する入門書を書いたり、そん

なことをしております。

　少しだけ団体の説明をさせていただきますと、

弊団体は LGBT を含めた全ての子どもがありの

ままで大人になれる社会を目指すということで、

LGBT の子ども、若者のことをやっている団体

です。もともと９年前に学生団体として立ち上

げまして、５年前に法人になりました。大学生

から 20 代を中心に 500 名ということで、今で

も若手が中心でやっている組織であるというと

ころが特徴です。

　最初に LGBT とか多様な性ってそもそも何

だろうと、ご存じの方もいらっしゃるかと思い

ますが、おさらいがてらお話しさせていただき

たいと思います。LGBT は、同性が恋愛対象の

方だったり、身体の性と性自認が異なる人など、
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性的マイノリティを指します。LGBT の人は見

た目で分かるんじゃないのか、見た目で分かる

人が私の身近にいないから、会ったことないで

すと言われることがあるのですが、LGBT の人

は実は見た目だけでは分からなくて、そしてな

かなかカミングアウトすることが難しい状況も

たくさんあって、だから身近にいても気づきづ

らい。そんなマイノリティなのかなと思ってい

ます。

　LGBT は四つの頭文字を取った言葉です。レ

ズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス

レンジャー、一つ一つ言葉に意味があります。

レズビアンとゲイというのは同性が恋愛対象の

方を指します。女性として女性が恋愛対象の方

をレズビアン、男性として男性が恋愛対象の方

をゲイ、そして二つの意味のバイを取って、男

性も女性も恋愛対象の方、バイセクシュアルと

いいます。ここまでは好きになる人の性別の話

をしていたのですが、最後 T は、軸が異なりま

す。性自認と身体の性が異なる人をトランスジェ

ンダーといいまして、私も自分のことを男性と

して自認して、身体は女性として生まれている

ので、このトランスジェンダーの１人なんですね。

　このような LGBT の人たちはどれくらいいる

かというと、ある調査によると 7.6％、約 13 人

に１人くらいという調査もあります。約 13 人に

１人はどれくらいかと言いますと、左利きの方

と同じくらいとか、AB 型の方と同じくらい、も

しくは日本の６大名字である佐藤さん、鈴木さ

ん、高橋さん、田中さん、渡辺さん、伊藤さん

を合わせた数より多いと言われています。

　しかし、冒頭申し上げたとおり、見た目だけ

ではなかなか分からなくて、なかなか言えない、

言わないからこそ、身近に感じないかもしれな

い。でも、すごく身近な人たちだなと、そうい

うふうな気持ちで聞いていただければと思いま

す。

　そんな LGBT、特に子どもたちに焦点をあ

ていくつかデータをお話ししたいと思います。

LGBT の子どもたちを取り巻く課題というこ

とで、例えばいじめの暴力を受けたことのある

LGBT は７割くらいいます。うち 12％は担任の

先生からの暴力でした。自死念慮をもったり死

にたいと思ったことがあるトランスジェンダー

の方、６割くらい。実際、自殺未遂とか自傷を

したことがある方は３割くらいと言われていま

す。特に自死念慮をもつ時期というのは第二次

性徴期、小学校高学年から高校の間が第１ピー

クと言われていて、喫緊の子どもの課題だと考

えられます。

　内閣府の自殺総合対策大綱にも性的マイノリ

ティの子どもの時期の自死念慮のことを書かれ

ていて、教職員の理解を促進する必要性が記載

されました。もしくは文部科学省から 2015 年

に性的マイノリティへの対応配慮を求める通達

が小中高に出されました。性的マイノリティの

子どもに対する対応をしてくださいということ

が言われまして、翌年には先生方に向けたマニュ

アルが出ています。

　このように子どもの課題ということが明記さ

れ、学校現場での理解、対応が求められています。

実際子どもたちに、聞いてみました。今までに？

ホモネタ、オカマ、男女など差別用語を見聞き

したことがありますかと聞くと、小学校高学年

から高校生、８割から９割で「はい」というふ

うに答えます。日常的に LGBT への揶揄を聞い

ていると言えます。

　しかし、高校１年生に、LGBT について正し

く教えてもらったことがありますかと聞くと、１

割未満の子しか教えてもらったことがない。つ

まり、どういったことか。LGBT の自死念慮の

第１ピークである第二次性徴期なのですが、ほ

とんどの生徒に正しい情報が行きわたっていな

い。ならびに先生の９割も習ったことがないと

言っていますので、適切な支援も届いていない

のではないか。そのようなことを私たちは課題

感に思っています。

　いくつかのデータでお話をさせていただいた
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のですが、実際、LGBT の子ども、若者はどん

なことで困っているのか。100 人いれば、100

人違う LGBT があるのですが、なかなかイメー

ジも付きづらいかと思いますので、私の子ども

の時期、若者の時期のお話を少しさせていただ

きながら、実際出会っていただければと思いま

して、ライフヒストリーを少しお話しさせてい

ただきたいと思います。

　改めまして藥師実芳です。平成元年生まれの

28 歳です。中学のときからドラムをたたいてい

て、今でもジャズドラムをやっています。『ワン

ピース』という漫画が好きなんです。ご存じで

すかね。『ジャンプ』に載っている漫画で、海賊

の王さまになりたいという漫画ですが、小学校

のときの卒業文集、将来の夢は「海賊王」と書

くくらい本当に好きだったんですね。そういう

ようなアイデンティティの一つとしてセクシュ

アリティがトランスジェンダーであって、パン

セクシュアルです。

　どういうことかといいますと、自身のセクシュ

アリティを説明すると、自分のことを男性だと

認識しています。でも、女性の体として生まれ

ました。しかし、定期的に投与している男性ホ

ルモンの影響で、声が下がったり、ひげが生え

るようになったりしています。表現する性は男

性です。ということで、女性として生まれ男性

として生活するトランジェンダー男性です。

　好きになる性はというと、私は女性も男性

も、それ以外の性別の人も恋愛対象になるんで

す。日本語で書くと全性愛と書くのですが、全

てというのはラテン語で「パン」というそうです。

なのでパンセクシャル。トランスジェンダー男

性でパンセクシュアルというセクシュアリティ

なんですね。さっきの LGBT の中に P なんてな

かったじゃないかということですが、人の数だ

け性別があると言われていて、LGBT の頭文字

以外にもたくさんたくさんセクシュアリティが

あるんですね。そんな私のライフヒストリー話

を聞いてください。

　３歳から９歳までアメリカのニュージャー

ジーというところで育っています。初めて人を

好きになったのが小学校２年生のときで、クラ

スの女の子のことを大好きになったんですね。

なのでクラス中にその子が好きだと言っていま

した。しかし、当時、地域柄か、思春期前だか

らか、分からないですが、誰も「おかしい」と

言わなかったので、何事もなく生活していました。

　小学校４年生で、神奈川県の川崎市に戻って

きます。日本語がほとんど分からなかったんで

す。なので、担任の先生が、友達が早くできる

ようにということで、すごく細やかな配慮をし

ていただきまして、その中で女の子と遊びなと

いうご指導をいただいたんですね。当時、女の

子の間ではやっていたのは、ラメラメのペンを

集めるとか、プクプクのシールを交換する遊び

とかで、私は外で男の子たちとドッジボールを

したいのに、何で駄目だろうと思っていました。

　もしくは、アメリカの小学校はあぐらをかい

て座るというのが結構あったんですけれども、

あぐらをかくと、「女の子だからやめなさい」と

言われて、何だろうと思いました。そういうふ

うに「女の子だから、女の子らしくしなさい」

と言われるたびに、自分のことを女の子だと思っ

ていないのに、なんて言っていいんだろうとも

やもやした感覚がたまっていったんですね。

　そのもやもやに名前が付いたのは小学校６年

生のときです。ドラマの中で役者さんが性同一

性障害の役をやられたんですね。それを見て、
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これだ、性同一性障害だと思いました。宇宙で

１人じゃなくて、本当によかったと思ったんで

すけれど、同時に描かれ方が苦しそうだったん

です。声を低くするために喉をフォークで刺し

たりとか、クラス中からいじめられるという描

写を見る中で、中学に行ったら、こんなにいじ

められちゃうのかなと思って、親が寝静まった

後、居間に唯一あったパソコンで性同一性障害

というのを調べる日々が続いたんですね。

　当時はまだまだ情報が少なくて、うその情報

ばかりと出会いました。例えば、男性ホルモン

を投与したら 30 歳の寿命で死んでしまうとか、

日本は差別がひどいから働けないなど。そんな

情報ばかりだったんですね。今となっては、う

そと分かるのですが、当時の私は全て信じてし

まって、誰かにばれたら生きていけない。だっ

たらばれないように生きていくしかないという

ふうに思いました。

　中学校に入ってから、できるだけ女の子らし

くしようと思いました。今となっては、女の子

らしさはすごく多様だと知っていますが、当時

は髪が長くて、スカートが短くて、女子中高生

用の雑誌を愛読しているのが女の子だと思った

ので、全部やってみたんです。それをやってい

れば、心もいつか女の子になれるんじゃないの

かなと願っていたんですね。

　でも、医学的にも証明されているように、性

自認を無理に変えることはできません。なので、

クラスの中では女の子らしくて明るくて楽しく

て学級委員長で、友達も多くて、勉強も部活も

頑張って、何の問題もない生徒というのをずっ

と演じながら、毎晩布団の中では、もう生きて

いけないんじゃないかと思って泣くみたいな、

そんな生活をずっとしていました。

　そんな生きていけないというふうな思いが

ピークを迎えたのは高校２年生のときです。私

は神奈川から東京まで電車通学をしていたんで

すけれども、学校帰りに電車に飛ぼうとしたこ

とがあったんですね。ギリギリでひかれなくて、

ここにいられて本当にありがたいなと思ってい

るんですけれども、当時は、もう死んだつもり

になってカミングアウトしようと思うきっかけ

になりました。

　ふわふわで長いパーマをかけた髪をバサッと

切って、放課後、校庭のハナミズキの木の下に

友達を呼び出して、初めてカミングアウトしま

した。あのね、「うち、性同一性障害だと思う」

と言うだけで 30 分かかってしまうくらい、泣い

ていたんですけれども、それを聞いた友達が間

髪入れずに、「藥師は藥師だからいいじゃん」と

言ってくれて、ああ、そうかと。自分で受け入

れられなかったことを受け入れてくれる人がい

るのだと思って、一瞬にして生きやすくなった

のを覚えています。それから周りに少しずつカ

ミングアウトする中で、「いいんじゃないの」と

言ってくれる人が増える中で、どんどん自分ら

しく表現できるようになってきました。

　18 歳のころから、カミングアウトして生活す

るようになると、LGBT の大人たちにたくさん

出会う機会が増えてきます。そうなると、なん

だ。30 歳以上まで、生きれるのかということを

知ったり、好きな仕事をしているんだというこ

とに気づくんです。本当によかったと思いまし

た。大人になれるんだと安心したのですが、同

時に思ったのが、何でもっと早く教えてくれな

かったのだろうということだったんです。自分

のことが分からなかった小学校、無理した中学

校、死のうとした高校のときに、「あなたのま

まで大丈夫」と言ってほしかったなと思ったん

です。当時の私のような子どもは、まだ各学校、

各クラスにいるからこそ、そのような子どもた

ちにあなたのままで大丈夫と言いたくて、大学

２年で学生団体として ReBit を立ち上げて、学

校現場でお話をするようになりました。

　今はこの NPO 法人を仕事にさせていただいて

いるんですけれども、前職はウェブ広告の代理

店で営業をしていました。なので、いわゆる新

卒就活をしています。ほかの同級生と違うとこ
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ろがあるとすれば、全ての企業さまで戸籍上女

性ですが、男性として働きたいんですというこ

とをお伝えしていたんですね。

　企業さまによっては、「いいよ。性別で選ばな

いから関係ないよ」と言ってくださるところも

あれば、企業によっては、その場でもう面接開

始２～３分で伝えたら、「そんな人は帰れ」と言っ

て帰されたり、もしくは最終面接、役員面接の

中で、「子どもは産めるのか」と言って、体の構

造を聞かれるハラスメントと捉えられる質問を

受けたりとか、そういうような状況がありまし

た。まだまだ職場の中、ならびに就活生のサポー

トが非常に必要だと思って、このころから就活

生の支援を始めてキャリアカウンセラーの資格

を取得したというも私のお話の一つです。

　ということで、子ども時代とか就活生の時期

に合わせて私のお話をさせていただきました。

先ほど少し子どもたちの課題はお話しさせてい

ただいたので、若者の課題として就活の課題を

少し最後、話に入れさせていただいたのです

が、就活の話も体系化したいと思います。就職

活動と LGBT はということで、関連性が非常に

高いんですね。求職時にセクシュアリティに由

来した困難を感じる。トランスジェンダー 70％、

LGB の方 44％というふうに言われています調査

もあります。

　何でだろうと考えると、トランスジェンダー

であれば、男女で分かれたスーツをどうやって

着ようとか、履歴書の男女欄どうしようとか、

名前の性別と見た目の性別が違ったら言わざる

を得ないという状況があります。LGBT 全般で

言うとカミングアウトしたら、公正な採用をし

ていただけなかったり、面接の途中で帰された

とか、ハラスメントを受けるなど。もしくは相

談機関に相談しようとしたら、あなたに紹介す

る仕事はないと言われて支援してもらえないな

ど。もっと根本的な話をすると、安全に働ける

職場がそもそもあるのか、見つけられるのか分

からないというところで、仕事を探すというこ

と自体に戸惑いを覚えるとか、もしくは小さい

ころからのキャリア教育の中で自分は働けるの

ではないというふうに思い込んでしまう子がい

るとか、そういったところで、いろいろな困り

ごとがあります。

　国内では 2020 年のオリンピック・パラリン

ピックに向け、オリンピック憲章の中に性的指

向による差別の禁止が入ったこともありまし

て、いま国内ではいろいろな企業さまの取り組

みが進んでいます。例えば経団連の調査ですと

LGBT に対応する施策がある企業は４割以上、

検討しているところ 35％、合わせると 75％くら

いである、という調査があります。しかし、国

内 99.6％の中小企業はまだ LGBT の取り組みは

まだ過渡期にありこれからも取り組みが推進さ

れることが期待されています。

　厚生労働省は、2016 年公正な採用選考の基本

の中で採用において性的マイノリティを差別し

てはいけないという旨を記載しました。公正な

採用に LGBT を差別してはいけないということ

が書かれたのはすごくありがたいのですが、ま

だまだサポートしている就活生たちの中で、セ

クシュアリティを伝えたら内定切りをされたと

いう人たちもいます。

　というところで、この現状を鑑みて、LGBT

の就活時の困りごととして、本人たちに対する

サポートが必要であり、また、職場に対して研

修とか理解普及が必要です。そして、自立就労

支援者の方々に対して情報提供やリソースが必

要であると言えます。

　ここまで、LGBT の子ども、若者の課題を

いろいろなデータや、もしくは私のライフヒス

トリーを通じて、お話をさせていただきました。

最後の 10 分で、このような課題に対して、どん

なことをやっている団体かということをお話し

して終わりにしたいと思います。

　ここからは ReBit の実践についてお話します。

まず、学校現場においては、LGBT のことを知っ

ていただきたいということで、普及啓発として、
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小学校１年生から大学生、ならびに行政・教育

委員会教職員・保護者等に年間 150 回程度、研

修の提供をしています。ほかにも出版社でした

り、独自教材を合わせると４万部を超える教材

の提供をしています。

　ほかにも LGBT が地域の中で胸を張って大人

になれないという課題もありますので、全国 16

地域、北海道から長崎で LGBT 成人式を開催し

ています。日本で LGBT の若者に限定したもの

を主な対象にしたものとしては、最大級のイベ

ントを展開しています。そして LGBT 就活、就

活生の支援を 1,500 名以上してきました。また、

企業さま 200 社以上での講演でしたり、神奈川

県や渋谷区とか、いろいろな行政と連携した就

労支援体制の構築などをしております。ほかに

も LGBT の就活生に向けた運営や就活、就労に

関わる人たち、そして就活生を集めた年１回の

大きい会議をしておりまして、昨年は 800 名の

方にお集りいただきまして、厚生労働省、経団連、

連合などのみなさまにご後援をいただいていま

す。

　スライドでお話をさせていただいても、なか

なか現場の感じが伝わりづらいかなと思ったの

で、小学生に対する教育現場を見ていただけれ

ばと思います。

　こういうふうな出張授業を年間 150 回くらい

やっています。こういうような授業は基本的に

学校からあまりお金をいただけないことも多く、

いろいろな方からの寄付で賄っています。寄付

の詳細に関しても資料を中に入れさせていただ

きますので、もしよろしかったらご高覧いただ

ければと思っております。

　ということで、弊団体のお話をさせていただ

きました。LGBT を含めた全ての子どもがあり

のままで大人になれる社会を願って運営してい

る団体です。幣団体は LGBT のことをお話し

しているのですが、LGBT のことだけを伝えた

いわけではありません。LGBT や、性のあり方

は見た目だけでは分からないちがいです。でも、

見た目だけでは分からないちがいって、いろい

ろな子ども、そしていろいろな大人の中にある

と思います。

　例えば発達のちがい、障がいを持っているか

とか、出身地、言語のちがい、家族構成とか、

いろいろなちがいがあるのですが、そういった

ちがいを一つ一つ、一人一人自他ともに認めら

れること、そして認めらえる社会であることは、

誰か特定の人ではなくて、全ての子ども、全て

の大人にとって生きやすいのではないかと思っ

ています。だからこそ、どんな属性や特性を持っ

ている子どもであってもありのままで大人に

なってほしいなと、そんな願いを込めて、私た

ちは LGBT の子どもの課題に取り組んでいます。

ご清聴いただき、どうもありがとうございまし

た。（拍手）

　山田：藥師さん、どうもありがとうございま

した。LGBT の若者たちがどういう生きづらさ

を抱えているのかという話と、社会の理解を広

げていくための ReBit の取り組みについてご紹

介いただきました。

　続きまして二つ目の報告は、女子高生サポー

トセンター Colabo から仁藤夢乃さんに来ていた

だきましたので、ご報告をお願いしたいと思い

ます。

　仁藤：皆さん、こんにちは。Colabo という団

体で活動しています仁藤といいます。今日、皆

さんのお手元に活動報告書をお配りさせていた

だきました。私たちは全ての少女に衣食住と関
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係性があって、困っている女の子たちが搾取と

か暴力に行きつかなくていい社会をつくりたい

ということで活動をしています。

　なぜ、そういう活動をしているのかというこ

とで、自分の話もさせてください。私も藥師さ

んと同じ年で平成元年生まれの 28 歳ですけれど、

ちょうど十数年前、15 歳くらいのとき、こんな

感じで、渋谷のまちを月 25 日さまよって家に帰

らないような生活をしていました。先ほど湯浅

さんのお話を聞きながら、子どもというか、中

高生版ホームレスだったなと、本当にところど

ころ共感しました。

　例えば、行くところがない。なぜ家にいられ

なかったのかというと、いま思えばあれは虐待

だったなと分かるんですけれども、親が自分の

思いどおりにいかなかったときに、すごく傷つ

くようなことをたくさんしてきましたし、父か

ら母への DV もあったり、お母さんがうつ病に

なってしまったりとか、いろいろな問題が家庭

の中にあって、もう自分たちでは解決できない

というような状況がありました。

　でも、それも当時は自分が悪いから、そんな

ふうにひどい目に遭ったりとかするのも自分が

悪いからなんだ、悪い子だからというふうに小

さいころから思って育っていたんですが、家が

安心して過ごしたり、眠れる場所じゃなかった

ので、そうすると学校にも遅刻が増えたりとか、

授業中の居眠りが増えたりとかして、先生にも

怒られるし、学校の成績もすごく悪くなったり

するんですね。

　家が落ち着いて宿題をやったり、勉強したり

とかできる環境でもないし、当時の部屋はゴミ

屋敷みたいな感じで、もう本当に服も全部足の

踏み場もないように散らばっていましたし、あ

れは自傷行為だったと思いますが、ストレスいっ

ぱいになるとポテチを１日６袋とか食べちゃっ

たりとかして、そのポテチの袋の中に当時、た

ばこもすごい吸っていて、１日２箱とか吸って

たんですけど、そのたばこの吸い殻を捨てるの

も面倒くさい。部屋から出るのがいやなんです

ね。親に会いたくない。何されるか分からない

から、たばこの吸い殻をポテチの袋にどんどん

詰めて枕みたいに膨らんだポテチの袋が何個も

部屋にあるみたいなそんな生活でした。

　だから、もし学校の先生とか健全な感じの大

人が私の部屋を見たら、これは何ていう問題児

の、もう本当にヤバい子どもの部屋じゃないか

と思ったと思うんですね。でも、家がそんな感

じで、安心して過ごせないし、共有スペースを

使うのにも気を使って、トイレとかお風呂に入

るのとかもみんなが寝静まってからにしようと

思ったりとか、とにかくそんな生活だったんで

すね。学校でも駄目な子みたいな、あ～あ、と

いう目線で、どこに行っても、親戚の集まりとか、

誰かのお葬式があっても、そんなふうに見られ

たりする。そんなことを感じていて、家にはい

たくなくて、まちをさまよう生活を送っていま

した。

　2005 年に高校１年生だったんですけれども、

「ネットカフェ難民」という言葉をテレビでやっ

ていたのを見て、当時の友達と、「ヤベえ、う

ちらじゃん」というふうになったんですよ。で

も、そのときは若年の男性たちがという感じで、

30 代の男性とかが取り上げられていて、自分に

とっては、その人たちは超おじさんと思ってい

て、うちらもいるのに、うちらもホームレスな

のかなみたいな感じで、ちょっとギャグっぽい

感じで、自虐ネタみたいにして笑っていたこと

もありました。

　お金がないときには、ビルの屋上に段ボール

を敷いて寝たりとか、段ボールって暖かいんで

すよ。でも、段ボールハウスを組み立てられる

ような友達いなかったので、ホームレスのおっ

ちゃんと友達になっておけば、もうちょっとま

しな生活ができたかななんて、今日も湯浅さん

のお話を聞きながら思っていました。冬も寒い

ので、体を暖めるために、ちょっと年上の人と

かがお酒とか？キョウゲツとかウイスキーとか
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１びん買ってきてくれると、キャップで回し飲

みをして、体を暖めて寝ちゃおうみたいな感じ

のこととか、すごいいま思えば危ないです。泡

吹いて倒れて救急車を呼んだこととかもあった

ので、そんな形でサバイバルしていました。

　寒いときには夜中中歩き回ったりとかする人

もいたし、自動販売機の下にお金が落ちていな

いから探して拾って、たまに 500 円玉とか見つ

けると、日高屋のラーメンを食べたりとかして

いました。私はマクドナルドやサイゼリアがな

かったら餓死していたんじゃないかなと思うん

ですけど、そんな生活をしていました。

　そのときに困ったのは飯と宿、風呂、トイレ

とかということで、今も実際にそんな子どもた

ち、いるの？　と皆さん、ちょっと話を聞いて

もらって思ったんじゃないかと思うんですけれ

ど、今もそういう経験をしている中高生たちと

出会っていて、中には小学生のころからそうい

う生活をしていたという子たちにもたくさん出

会っています。いろいろなところで、私も授業

をさせてもらうんですけれど、少年院の中で話

したときは、今の冒頭の話だけでほとんどみん

な泣いてくれて、うなずきながら共感してくれ

る。家で、けんかで包丁が出てきて、殺される

かと思った話とかもするんですけれど、結構う

なずいて泣いてくれる子が多いんですね。

　そういう反応を見ると、少年院に入っている

子って悪いことしたからそこに入れられている

わけですけれども、みんなも苦労してきたんだ

ねと、本当に思うんですね。だから、非行少女

とか家出少女とか言われるけれど、うちらにも

事情あるし、パトロールの補導員の人とかに「家

帰りなさいよ」と怒られたときに、いや、帰れ

るなら帰りたいよと思ってました。でも、公園

にいるほうが安心だしというふうに思ったりし

ていました。

　今もそんな子たちがたくさんいる。そこに何か

つながって一緒に生きていきたいなという思い

で活動しているんですが、その 10 代のころ、ま

ちで私たちに声をかけてきたのは誰だったかと

いうと、手を差し伸べてくれるような大人では

ありませんでした。危険に取り込む大人か、買

春目的の大人、それしか本当に声をかけてこな

くて、渋谷のまちなんかに立っていると、もう

10 分立っていれば、ほぼ必ず誰かに声かけられ

ました。「僕とどう、ホテル行かない？」とか、「食

事だけでもどう？」とか、私が制服で、相手がスー

ツでも、昼間でもです。そういう買春者の人か、

あとは「仕事を探していない？」とか、「行くと

ころあるの？」と声をかけてきて、「うちだった

ら泊めてあげるところあるよ。寮があるよ。仕

事もあるよ」って言ってくる、そういう性的搾

取とか違法の性産業にあっせんするスカウトの

人。もう、そういう人しか興味をもってこない

と思っていたし、使える人もそういう人しかい

ないと思っていたし、ほかの自分のことを白い

目で見てくる大人よりましという気持ちもあっ

たりして、そういうところに関わって危険な目

に遭ったりしたこともありますし、今もそうい

う経験をしている女の子たちと関わっています。

　私は高校２年生の夏に高校中退してしまいま

した。そのときのプリクラが、この右上の黒い

背景の写真ですけど、高校中退組、17 歳コン

ビ、今年は勉強しようねなんて書いてあって、

これを見つけたときはすごく切なくなったんで

す。高校をやめたと言ったら、駄目な子とかそ

ういう目線ってまだまだあると思うんですけれ

ど、勉強しようねって書いていたんですよ。でも、

そんなことできる環境になかった。でも、本当

はこのままではいけない。何とかしなきゃと思っ

てたけど、何かそれを素直に言える相手もいな

かったし、まだちょっと恥ずかしいし、周りの

大人ももう自分のことあきらめていることに気

づいていたので、自分の自暴自棄になっていた

なと思います。

　でも、当時の日記を見つけたときに、そこに

書いてあったのが、家も学校も両方、頑張るの

はしんどい。でも、家族は簡単にやめられない
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から、まず学校だけでもいいからやめさせてほ

しいみたいなこととかを書いていて、自分なり

にそんなふうに考えていたんだななんていうこ

とも思ったりしました。

　いま私が出会っている子たちも高校を卒業で

きる子って結構頑張った子という感じで、まず

は中学を卒業した後、何とか高校に入学できる

ように支えようみたいな感じで、もし高校中退

したとしても、その後、高卒認定を取るとか、

危なくない仕事に就いて、そこを継続させるよ

うにとか、そういうサポートをしたりしている

ところです。

　ただ、私が 10 代のころは、まだまちでたむ

ろすることが許されていた時代だったなと、最

後のそういう時代だったんじゃないかなと思っ

ているんですけれど、渋谷のまちとか、新宿の

歌舞伎町とか歩いても、ホストのお兄ちゃんと

かもいっぱいいて、そこら辺を歩くと、みんな

知り合いみたいな感じで、若い子もそういうと

ころにうじゃうじゃいたり、たばこを吸ったり

とか、普通にできたんですね。それがいいかど

うかはいろいろあると思うんですけれど、今は

もうとにかく歩道も規制も厳しいので、居酒屋

にも、漫画喫茶にも、マックにもファミレスに

も夜 11 時以降は絶対 18 歳未満は入れないです。

ID チェックがあります。

　だから、渋谷のまちに行っても、今そんなふ

うにたむろしているなんていうのは、なかなか

そういう光景は見られないんですけど、じゃあ、

そういう子たちが私たちの目から見えなくなっ

たけど、どこに行ったのかというと、特に最近

だと SNS とかでも知らない人と簡単につながれ

るようになったので、とにかく補導されないた

めには誰かに泊めてもらうしかないということ

で、SNS で知らない人とつながったりとか、路

上でたむろして何とかサバイバルするというこ

とも許されなくなってきています。だから、こ

の前、座間の事件とかありましたけれど、知ら

ない人に出会って、そこで泊めてもらって生き

延びようと考える子も、私が高校生のころはな

かなかそういうこともできなかったんですけれ

ど、増えているなと思って、ますます見えにく

くなっているなということを感じています。

　私はその後、いい大人との出会いがあって、

前を向いていけるようになりました。先ほど湯

浅さんも河合塾の講師にでもなろうかなと話を

されていましたが、河合塾 COSMO という名古

屋にもある大検予備校に通うことになったんで

すね。私の場合は、母が教育虐待的な人で、高

校をやめるとか言ったら、ヒステリーを起こし

て、どこかに所属してほしいみたいな感じで言っ

ていて、おばあちゃんが学費を出してくれたの

もあって、その予備校の学費とか払ってもらっ

て入れたんですが、今はそういうこともかなわ

ないような子たちと関わっていますが、そこで

社会運動とかいろいろな活動をやってきた講師

たちに囲まれて育ったんです。その後、16 歳の

終わりくらいからですかね。

　そんな人たちの中で授業に出なくてもいいけ

れど、自分の問題を考えられるような時間を持

てたことがあって、難民問題とか貧困問題とか

あったときに、誰かの権利のために立ち上がっ

ている大人とか、原発は危ないとか、私には当

時よく分からなかったけれど、一生懸命言って

いる大人とか、そういういろいろな大人との出

会いがあって、前を向いていけるようになりま

した。

　その中で、実はある講師の人が、湯浅さんの

書かれた『貧困襲来』という本を、私が 17 歳か

18 歳くらいのときに、読んでみろと言ってくれ

たんですね。私は普段、本とか全然読まなかっ

たんです。だけど、その本はすごく読みやすくて、

貧困の方々の、特にホームレスの方々とかにつ

いて書いてある本なのかなとそのとき思って読

み始めたら、書いてあることがまさに主語を中

高生とかと変えたら、うちらじゃんみたいなこ

とをすごく感じたりして、自分たちが経験して

きた苦しみとかって、個人的な問題っていうよ
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りも、みんなの問題とか、そういう社会の問題

なのかもしれないとか思い始めたのがきっかけ

で大学に行ってみようということで、進学する

動機になったりしました。

　いま関わっている子たち、本当に困った子だ

なという扱いをいろいろなところで受けてきた

という子たちがほとんどですけれど、でも、本

当はみんな自身が一番困っているのになという

ことを考えながら活動をしています。私が出会

う子のほとんどが犯罪に巻き込まれたり、売春

宿で囲われたりとか、売春させられたりとか、

自分から売春していたりとか、万引きしたこと

がない子はたぶんいないと思うんですけれども、

そういうことに関わっています。でも、なぜか

といったら、本当に困っている子どもたちが支

援につながる前に危険に取り込まれているから

だというふうに思っています。

　このスライドには私が出会う子たちが持って

いないことが多いものを書いたんですけれども、

銭湯行動というのはいいなとさっき思ったんで

すけれど、お風呂とか Colabo に来る子も貸し

てみたいな感じで入る子もいるし、例えば家で、

部活で汚れたジャージとか、家で払うとすごく

文句言われるから Colabo で洗わせてとか、そう

いう子もいたりするし、生理用品の使い方、親

が何となく使っているのをもらって覚えていく

ようなことだったりするけれど、そういうのも

知らない子とか、ボランティアの機会とか、修

学旅行に行くことも実現できない子たちもいま

す。

　修学旅行は８万円とか積立金がかかるんで

すよ。それが払えないと行けないというとき

に、高校生日払い、高時給アルバイトとかでネッ

トで調べると、危ないのばかり出てきてしまう。

だから、おいしい話にだまされて付いていっちゃ

あ駄目だよということではないんだよなと。だっ

て、切羽詰まったときどうしたらいいか分から

なくて、修学旅行に行けないときにどうしたら

いいか、誰も教えてくれない。実際、お金くれ

ないよね。

　そう思ったときに、そういう選択をしてしま

う子ってたくさんいるんじゃないかなと思った

り、Colabo にも子どもたちにボランティアの

機会をとかって言っていただいて、畑体験とか、

確かにそういうのをさせたいし、一緒にしたい

と思うし、やりたいという子もいるんですけれ

ど、やるためには交通費が必要だったり、お昼

代が必要だったり、その時間、バイトをしてい

たらお金になるのにとかそういうことがあって、

なかなか機会の平等というのもないんだなとい

うことも、出会いも通して考えさせられています。

　また、そういう子たちに対して、例えば虐待

といったら、公的機関ももう十分動いているん

じゃない。児童相談所とかもあるしという声も

結構聞かれることがあるんですけれど、夜のま

ちで声をかけたときに、「保護じゃないよね」っ

ておびえた表情で言われたことが、今まで何度

もあるんですね。そういう子たちが、今まで子

どもを保護したり、守るよという立場の機関で

不適切な対応を受けたり、無理解な声かけをさ

れてしまったということも本当にたくさんあり

まして、支援機関でも面倒な子扱いされてしまう。

　関わっていても、うそをつく子、本当に多い

です。態度の悪い子とか、私が自分の思い通り

に動かないと思ったら、なんだ、使えねえなみ

たいな感じの視線とか態度を感じたりすること

もあるんですよ。だけど、うまく使ってもらえ

ればいいなと私も思うし、私たちだけじゃなく

て、いろいろな人との関わりの中で生き延びて

いけたらいいななんていうことを考えながら関

わるんですが、なかなかそういうふうに考えら

れる人ばかりではないし、例えば児童相談所で

も児童福祉士さんは１人で 100 人とかのケース

を抱えていたりして、もう本当に忙しいです。

　そんな中、乳幼児とか命の危険がすぐにある

子の保護が優先となってしまって、どうしても

青少年の保護は後回しになってしまう。今すぐ

死ぬわけじゃないでしょみたいな感じで、実際
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にそういう言い方をされてしまったこともあっ

たりして、考えてみると、０歳から 18 歳までを

児童相談所の人はみんな見ているんですよ。同

じスタッフが０歳から 18 歳までを見ているって

すごくないですか。私は０歳からやれと言われ

たら無理です。だから、もうちょっと年齢に応

じて、特に 10 代後半の子どもたちの対応に特化

したようなチームができるとか、そういうこと

ができないのかなというふうにすごく思ってい

ます。

　あとは、例えば児童相談所で保護されるという

ことになったときに、基本的には一時保護所と

いうところに２週間から２カ月ぐらい入るんで

すけれど、その間にだいたいのケースで学校に

通わせてもらえないんですね。それで次の行き

先が見つからないと、長い子だともう１年以上、

その保護所にいて、支援者にも会えない。友達、

彼氏にも会えない。練習していたのに、バンド

で文化祭に出る約束をしていたのに、出られな

くて、友達に謝ることもできない。謝るという

のもおかしいですけれど、その子のせいで入っ

ているわけではないんだから。そんな感じのこ

ともあります。

　保護所のルールはそれぞれの場所で違うんで

すけれど、愛知のある保護所では私語禁止のルー

ルがあって、それを破ったときに、卓球台みた

いなものをパーテーションにして、そこで６時

間、罰として漢字の書き取りをやらされたとい

う高校生に会ったことがあるんですけれども、

そこでの子どもへの対応というのがどうしても

管理のためのルールとかになってしまったりし

て、いかに脱走させないかということも施設側

も考えているところもあるんですけれど、脱走

したいと思わなくていいような、もうずっとこ

こにいたいぐらいな施設になってくれたらいい

のにななんていうことも思ったりしていますが、

まだまだその辺りのことが表に出てきていない

し、今は刑務所でも少年院でも見学に行けるの

に、一時保護所の中は全然見学させてもらえな

かったりして、最近、ようやく議員さんとか

ちょっとずつ見にいってくれるようになったん

ですけど、子どもの保護のあり方がもっとよく

なっていったらいいのになと思ったりします。

　警察に行ったときとかも、性虐待を受けた女の

子が地方から逃げてきて、東京で保護して、す

ごくおびえていたし、お父さんが実際にすごく

探していたんですね。危なかったので、警察に

相談に行ったら、事件が起きたのは地元だから、

今から新幹線で帰って、地元から３駅のところ

にある警察署に相談に行きなさいと言って帰さ

れそうになったこともあります。だから、まだ

まだ現場の方々の理解とか、どうやって対応し

たらいいのかということも知られていないのか

なとも感じています。

　あとは公的機関の開所時間が子どもたちの

ニーズに合っていないということも感じていま

す。困るのは親が家にいる時間だったり、夜間、

土日、祝日、特に年末年始、ゴールデンウィー

クも困るんですね。家に親がいて、友達の家に

も親がいて、居場所がないということも結構あっ

て、クリスマスとかもママの彼氏が来るから家

にいられないとか、どうしよう。男を探してラ

ブホに行くしかないとかという話をしている子

もいたりして、もっとそういう子たちの文化と

か生活の中に入っていくような支援のあり方を

考えていきたいと思っています。

　支援団体の方とか公的機関の窓口の方から、

そういう子に関わりたいんだけれど、相談窓口

には来ないのよねという話をよく聞くんですけ

れど、行かないよなと思うんです。大人なんて

信用できないし、みんな偽善者だろうぐらいに

思っている子も多いので、あと見かけたときに

どう声をかけたらいいか分からないという声も

聞いています。でも、この子たちは私たちから

出会いに行かなければ出会えないなと思ってい

て、そういう活動も今しているんですけれど、

渋谷や新宿のまち、あと名古屋だと栄の駅前と

かに毎晩、スカウトがたくさん立っていて、新
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宿だと一晩に 100 人ぐらい立っているんですね。

　それくらいの人が、そういう女の子たちを待っ

ていて、選んでいて、見ていて、声をかけてい

るんです。「困っていない？」「仕事探していな

い？」と選択肢をたくさん与えているんですね。

本当はそれと同じくらい支援者とか私たちもま

ちに出て、「おなかすいたらここへ行けばいいよ。

ここだとご飯食べれるよ」とか、「ここお風呂貸

してくれるらしいよ」っていう情報をティッシュ

とかでよく配っていますよね。あんな感じでも

いいから、ティッシュもらったら、そこに情報

が書いてあるみたいな感じになれば、危険につ

ながる以外の選択肢をもっともてる人が増える

んじゃないかなといま考えています。

　例えば、東京の秋葉原なんかでは、渋谷や新

宿でスカウトされた子も含めて、こんな感じで

JK ビジネスということで、児童買春とかにすご

くつながりやすい危険な仕事につながったりし

ています。男子の場合も振り込め詐欺の受け子

で捕まる少年が多いですし、建築作業で違法に

使われたり、福島で引っ越しで１日３万の仕事

があると言われて行ったら、宇宙服みたいなの

を着て、除染作業をやったといって事件になっ

たケースもありました。あとはホストとかスカ

ウトとして女の子からお金をとったり、女の子

を働かせたりするような側として使われること

もあったりします。

　例えば JK ビジネスって、一番多かったとき

で、東京で 174 店舗あって、警察も把握しきれ

ないと言っているんですけれど、だいたい１店

舗５人から、大きい店だと 40 人くらい女の子が

在籍していて、泊まれるところがあったり、勉

強を教えてあげている店があったりするんです

ね。なぜそういうところにたくさん子どもたち

が行ってしまうかというと、支援より先に必要

な衣食住とか関係性を与えるような感じで近づ

いてくるからだなと。支援者より正直使えると、

子どもたちが思うのは当然だと思うんですね。

　「行くところがないなら家へおいでよ。こんな

ところにいたら補導されちゃうし」とか、「ご飯

食べてないでしょう」と言って、おにぎり買っ

てくれたりとかそういうことも、まちでもやっ

ていますし、SNS とかを通しても LINE のタイ

ムラインで求人広告を出したり、ツイッターを

うまく使ったりとか、えっ、何のアプリ？　っ

て思う方がいっぱいると思うんですけれど、こ

ういう皆さんもよく分からないな、難しいなと

感じるような、若い子たちの文化に中に入って

いって、声かけをしてつながるのをすごくよく

やっています。

　私はそういうことをして、女の子たちをうま

く使っている人たちのやり方を支援者たちも見

習うべきと考えていて、どういうことかという

と、例えば JK ビジネスの店とか少女たちに売春

させているような店とか、スカウト店長オーナー

制というのをとっている店が結構あります。例

えば、スカウトはまちや SNS で声かけをします。

その子と LINE でこまめにやりとりをしたりし

て、その子が全日制高校か通信制高校か、中学

までしか行っていないか、しゃべれるか、障害

があるか、見た目はどうかとか、タイプはどう

かとか、そういうことに合わせてその子に合っ

た店を紹介するんです。

　そこで出会うのが店長で、店長は中には脅し

て働かせる人もいますが、やさしい人のほうが

多いんです。頑張れと励ましてくれて、話を聞

いてくれたり、ご飯を食べさせてくれたりとか

しながら働かせます。でも、店長とけんかしたり、

店でもめ事があったりすると、スカウトに相談

する女の子が結構多く、スカウトも店長とやり

とりしていますから、いいタイミングで、刺さ

る一言とか LINE してくれるんですよ。そうす

ると、「実は今、こんなこと悩んでいてね」とス

カウトに言うと、「じゃあ、俺から店長に言って

やるから」ってスカウトが言ってくれてなだめ

たりとか、あとは「別の店を紹介してやるよ」

と言って紹介された別の店が同じオーナーの店

ということで、結局、そこで一度つながると切
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れ目ない支援という言葉がありますが、そんな

感じでうまくやっているんです。本当に上手です。

　一方で、支援団体のほうはなかなかそれが難

しいなと思うのが、1 個の自立援助ホームが駄

目だったとき、じゃあ、次当たってみようよと

気軽にできないんですよね。次、当たるまでに

まず３カ月待ちますとか言われたり、もうせっ

かく見つかったところだから、ここしかないよ、

あなたにはと言われて、ちょっと合わないなと

思っても、ここにいるしかないっていうふうに、

例えば Colabo みたいな活動している団体がいっ

ぱいあったら、もう東京だけで 100 個ぐらい必

要と思っているんですけれど、Colabo ではいや

だから、別のところへ行こうとか、夢乃さんに

あんなうそをついて、うそばれてるから、気ま

ずいから違うところへ行こうとか、そんなこと

も気軽にできるようにしながら生き延びさせる

みたいな、もうちょっと大人になれば、自分の

力で何とか生きていける力が付いたりもするし、

20 歳になれば、家を自分で借りられたりするか

ら、その間、うまく生き延びさせられるような

手段をもっともっといっぱいつくりたいと思っ

ています。

　いま結構、店長をやりたいとか、やっている

団体とかが増えてきたのかなと思うんですけれ

ど、スカウトの機能が圧倒的に私の側、支援の

側には不足しているというふうに考えていま

す。この人たち、裏社会と言うとあれですけれど、

そういう人たちが上手なのは、自分たちの特性

とか分かって、役割分担を本当に上手にしてい

るんですね。スカウトは若いと 16 歳とかの男の

子とか、女の子にもさせています。

　若くて、ちょっと親和性が高いような仲間感

あふれるような人が、ちょっと軽い感じで声を

かけてくる。そこで簡単に LINE 交換とかし

て、その後、店長クラスがだいたい 30 代、40 代、

50 代ぐらいが多いんですけれど、スカウトをやっ

ている 40 代の人とかはすごいチャラい感じの、

日サロ通ってるでしょうみたいな人が結構やっ

ていたりして、その裏でオーナーはお金を持っ

ていたり、地元に顔を利かせているような人み

たいな感じで、私たちもスカウト店長、オーナー

制でもっともっと、暴力団みたいにお金がある

人はなかなかいないので、そこがもっと手厚く

なればいいなと思っていますが、スカウトももっ

ともっと増やしていきたいなと思っています。

　なので、発見して声をかけてつなぐアウトリー

チが必要だと考えています。そのアウトリー

チというのは、まちで声かけするだけではなく、

例えば少年院とかで授業をすることもそうだし、

SNS とか、若い子がいっぱい使っているものを

使って発信することだったり、あと私の場合は、

10 代のころの体験を『難民高校生』という本に

まとめているので、それを難しい状況にある生

徒たちがたくさんいる学校の先生とかに 10 冊と

かプレゼントしておくんですね。

　それで、気になる子がいたときとか、生徒が

パンツ売って補導されたときとか、謹慎中とか

に作文の宿題ということにして本を読ませてく

れたりして、刺さるようなことがあったみたい

な感想がもし出てきたら、「実は知り合いだけれ

ど、会ってみる？」とか言って、もう私を知り

合いということに紹介してくださいとお願いし

ています。支援団体があるんだけれどとかでは

なく、知っている人、夢乃さんという人がいて、

ピンクが好きな人だけど、何かやっているから、

よかったら会ってみない？　みたいな感じで紹

介してもらえるようにしたり、いろいろな方法

を使っています。

　声をかけるというのも「どうしたの？」とか

「困っていない？」とか、本当に簡単な一言でい

いし、向こうも声かけたところで、その場で、「助

けてください」なんていうふうにならないです

よね。ホームレス支援でも同じだと思うんです

けれども、路上にいる方々、急に今日泊めてっ

てついてきちゃうなんていうことは、たぶんあ

まりなくて、関係性ができて、向こうも信頼で

きるかどうかとかいろいろ考えた上でというこ
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となので、そんな声かけを気軽にできるような

人がいるといいなと思っています。あとはあめ、

ホカロン、テレホンカードを持っておくといい

のかなと思ってやっています。

　最後に、活動の紹介をさせてください。そん

な出会った子たちに対してのその受け皿として

も、私たちがやっていることがあって、まずは

一次シェルターということで、困ったときに泊

まれるところがあります。これは本当に家から

出ると覚悟を決めてきている子だけではなく、

今日はちょっとママが彼氏を連れてくるから泊

めてとか、友達とお泊まりしたいんだけどとか

というのもありという感じに、かなり緩い感じ

で泊まれるところがあります。

　一緒にご飯を食べるということは、相談の

ハードルを下げるのにもすごく役立つなと思っ

て、「相談においでよ」と言うと、ちょっと緊張

するけれど、「今度、ご飯食べに来ない？」と誘

うようにしています。湯浅さんは先ほど共同炊

事と言いましたっけ。そんな感じで、してあげ

る、される関係ではなく、誰かが「おなかすい

た」と言ったら、「じゃあ、コメ炊いて」と言っ

て、誰が炊くかのじゃんけんを、支援スタッフも、

その女の子も交えてして、コメを洗うのはみん

な爪とか当たるし、いやだから、じゃんけんし

て負けた人がコメ炊いたりそんな感じで活動し

ています。

　ものもいろいろもらえるようにしていて、コ

ンドームとかそういうもの欲しさに来る子もい

て、全然もの欲しさでもいいじゃんと思ってい

ます。それがつながるきっかけになるならとい

うふうに思っています。あとは、どうしてもほ

かでも受け入れてもらえない女の子たち、ほか

の施設で、もうお手上げと言われてしまったり

とか、18 歳まで児童福祉につながることができ

なくて、でも、20 歳ではないので家も借りられ

ないという子たちが住めるようなシェアハウス

も 6 部屋やったりとか、女の子たち自身がつな

がってアクセサリーをつくったり、何かいろい

ろなお祝いとか、女の子たちの活動を一番大事

にしてやっています。

　Colabo のことを、もしかしたら今日来てく

れている方も、今日お会いする前に知っていた

よという方が結構いてくれるんじゃないかと思

いますが、女の子たちの中でも困ったときに

Colabo に連絡すれば助けてくれるらしいという

のが、ちょっとずつ広まっているみたいで、最近、

すごく相談が増えています。それはありがたい

ですが、もともとの問題意識としては、信頼し

て連絡してくるような子たちじゃない子たちに

出会いたいし、「助けて」と言えないでいる子た

ちに出会いたいと思って始めたんですね。でも、

正直、今は連絡くれる子の対応で本当に手いっ

ぱいというような感じで、お金もないし、人も

すごく少なく、たぶんびっくりするほど少なく

てやっています。

　だから、自分たちだけでは限界があるという

のを感じているので、もっとまちでアウトリー

チができる人を増やしたいと思って、いま夜の

まちにこういう大型のバスを止めて、そこを拠

点にして、炊き出しの青少年版みたいなことを

して、子どもたちとつながるという活動をした

いと思っています。韓国で先行事例があって、

バスの中にキッチンがあったり、テーブルがあっ

たり、くつろげるスペースがあったり、こうい

うふうに改造して、これをまずは歌舞伎町と渋

谷でやりたいと思っているのですが、そこで夜

の時間にまちに止めて、あそこへ行けばご飯が

食べられるし、ものをもらえるよみたいな感じ

で、そこに私たちがいて、外に出て行って声を

かけるチームがあってみたいなことを、これか

らやっていきたいなあと思っています。

　もしこれが東京で成功できたら、栄とか名古

屋のほうでもやれたらいいなと、誰か一緒にや

りたいという人がいたら、こっちでもやっても

らえたらいいななんていうことも考えています。

ということで、活動についてお話しさせていた

だきましたが、ぜひいろいろな形で応援しても
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らえたらいいなと思います。ありがとうござい

ました。（拍手）

　山田：仁藤さん、どうもありがとうございま

した。女子中高生がどういう問題を抱えている

のかということと、Colabo の活動、支援のあり

方という意味でも、示唆に富むご発言をいただ

いたのではないかと思います。

　いま藥師さん、仁藤さんから活動の報告、ど

んな活動をしているのかというお話をいただき

ました。どちらも生きづらさを抱えて生きてい

る人たちであり、そしてなかなか社会的に理解

されにくかったりする人たち、そういう意味で

は、先の湯浅さんの活動家としてのヒストリー

と重なってくる部分があるかなと思っていまし

た。今日はソーシャルアクションをテーマにし

たシンポジウムで、また後半のディスカッショ

ンのところで、社会への働きかけだとか、そう

いったところについてもお話を伺ってみたいと

思っていますが、その前にちょっと髙良先生か

ら、ソーシャルアクションについてご研究され

てきた立場から、今のご報告を振り返っていた

だければと思っています。

　髙良：皆さま、こんにちは。東京学芸大学の

髙良と申します。ここまで藥師さんと仁藤さん

のお話をお伺いしていて、正直、ああ、という

感じで聞いてしまっていて、私、話していいの

かなというふうな気持ちにもちょっとなってし

まっています。大変な思い、いろいろな意味で

経験されてきた方々に対して、ソーシャルワー

カーとしてすいませんでしたと、まず謝りたく

なるようなところがあって、それと同時に、ソー

シャルワーカーは何ができるんだろうと思いな

がら話を聞いていました。

　私のほうからは、実際ソーシャルワークとし

てのソーシャルアクションをどういうふうに

やっていかなければいけないのかというところ

に関して、お話をさせていただきたいと思いま

す。私は十数年来、社会的に排除されている方々

への支援のあり方について研究をしてきたわけ

ですが、そういった中で、どうしても根本的な

解決ということを目指していくためには、社会

構造自体を変えていく必要があるんだというこ

とを痛感しまして、近年ではソーシャルワーク

におけるソーシャルアクションに関する研究を

行っております。

　お手元の資料の 18 ページから１枚ずつ印刷を

してくださっていますが、ありがとうございま

す。こちらを併せてご覧いただきながら話を聞

いていただければと思います。まず最初に社会

運動、そして社会福祉運動、そしてソーシャル

ワークにおけるソーシャルアクションの関係に

ついて簡単に確認をした上で、ソーシャルワー

クにおけるソーシャルアクションの特徴などを

確認しながら、どういったことをやっていかな

ければいけないのかという辺りをお話しできれ

ばと思っております。

　まず最初、社会運動、社会福祉運動、ソーシャ

ルワークにおけるソーシャルアクションの関係

ですが、社会運動については非常に広い概念に

なります。社会的な矛盾によって引き起こされ

たと観察される問題の解決だとか、それを通し

た社会的、政治的、文化的秩序の変革を目指し

て行われる集合的な行為をいうということです。

そういった中で主に社会福祉の対象となる生活

問題、これを解決していく、また軽減していく、

そういった運動、そして固有性としては、社会
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福祉の制度、政策などに対する改善や変革要求

を含んでいる、そういったものが社会福祉運動

というふうに言えるのだと思います。

　そういった中で、ソーシャルワークにおける

ソーシャルアクションは何なのかということで

すが、ソーシャルワーカーというのは誰なのか

というのが明確にされてこなかった以前の時代

は、社会福祉運動がそのままソーシャルワーク

にけるソーシャルアクションだというふうな形

でとらえられていることのほうが多かった。し

かしながら、近年では、いやいや、そういうわ

けでもなく、運動の総体としては社会福祉運動

だけれども、その中でソーシャルワーカーが行っ

ていくような方法や技術というものが、ソーシャ

ルワークにおけるソーシャルアクションである

というふうにとらえられていることもあります。

いずれにせよ、皆さんの理解が一様であるとは

言えない現状があります。

　このように、ソーシャルアクションというの

は、非常に多様なとらえ方をしているわけです

が、そういった中でソーシャルワークにおける

ソーシャルアクションというところに限定して、

簡単に変遷をこちらにまとめてあります。非常

に簡単に確認をしておきたいと思いますが、ま

ず最初、社会福祉定礎期と言われるころです。

このころはちょうど戦後の混乱期ですので、本

当に生存のための運動が行われている状況にな

ります。

　どんどんできてきた労働組合等が中心になっ

て行われてきているわけですが、このころ初め

て孝橋先生によってアメリカからソーシャル

ワークにおけるソーシャルアクションが紹介さ

れ、その際、伝統的な皆さま方、よくご存じの

６分法、ケースワーク、グループワーク、コミュ

ニティ・オーガニゼーション、ソーシャル・ワー

ク・リサーチ、ソーシャル・アドミニストレーショ

ン、そしてソーシャル・アクション。これらと

して伝えられました。すでにこのころアメリカ

ではもうソーシャルアクションが機能であると

いうとらえ方をされていて、５分法だったので

すが、そういった形で、まず日本に伝わってお

ります。

　そういった中、次に社会福祉発展期におきま

しては、高度経済成長期になりますので、それ

こそ大企業による経済的な発展をしっかりとサ

ポートしていくようなさまざまな社会福祉政策

というものができてくるわけです。一方で、も

ちろん貧困もあれば、そして大きな問題として

公害が起きました。そういったことに対する運

動が活発に行われた時期です。このころ社会福

祉の一方法ないしは一機能というふうに多様な

とらえ方がされていました。

　そして、その後、ロスマンによるコミュニティ・

オーガニゼーションの中で、ソーシャルアクショ

ンモデルというものが伝えられることによって、

コミュニティ・オーガニゼーションの中の一つ

の技術や機能というふうに、とらえられるよう

な状況も起こってきています。ここまでのとこ

ろは、中央集権の行政システムのもと、政府に

対して働きかけをしていく。それも労働組合で

あるとか、住民組織であるとか、そういった方々

が中心となり、組織的にその集団の力で世論を

喚起しながら圧力をかけていき、そして社会福

祉制度などの改善、そして創設等を交渉や、陳情、

デモ、署名などで行っていくというのが特徴的

なところでした。

　1987 年に社会福祉士が誕生します。この辺り

からソーシャルワークというものが、ソーシャ

ルワーカーというのは誰なのかというのが、あ

る意味明確にされてきたわけです。そういった

中で社会福祉士の養成カリキュラムの中では

ソーシャルアクションは外されます。しかしな

がら、それまで間接援助技術の一つとしてとら

えられてきた経緯がありますので、テキスト等

にはそのまま載っていく。それでも、しっかり

とそれが教えられるということはほとんどない

状態が続いてきました。

　そして、その後、ソーシャルワークの統合化
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に伴い、ソーシャルワークの一つの方向として

位置づけられてきているわけですが、以前は社

会福祉運動、つまりソーシャル・ウェルフェア・

ムーブメントとして使われてきたのが、近年で

は社会活動、ソーシャルアクションというふう

な言葉が使われてきているということが言える

と思います。

　このようなさまざまな定義がもっといっぱい

ありますが、そういったものを分析するととも

に、社会福祉の方々のソーシャルアクションの

実践事例を 42 分析させていただきました。そう

いったものをもととして、現在の現状に即した

形でのソーシャルワークにおけるソーシャルア

クションは、こういった定義なのではないかと

いうことでつくったものがこちらになります。

　ソーシャルワークにおけるソーシャルアク

ションとは、生活問題やニーズの未充足の原因

が社会福祉関連法制度等の社会構造の課題にあ

るとの認識のもと、社会的に不利な立場に置か

れている人々のニーズの充足と権利の実現を目

的に、それらを可能にする法制度の創設や改廃

等の社会構造の変革を目指し、国や地方自治体

等の権限、権力保有者に直接働きかける一連の

組織的、かつ計画的活動およびその方法、技術

であるというものです。

　ソーシャルアクションの本質というのは、社

会構造の変革にあります。社会構造自体が人々

の権利を侵害しているとか、権利によって保障

されている行為を行うことができないという状

態である権利の非実現が生じているのであるな

らば、それを変えていかなければいけない。そ

してニーズが充足できる状態、そして権利を実

現できるような状況をつくっていかなければな

らないということです。その際に組織的な活動

で権限、権力保有者に働きかけを行っていくと

いうことになります。

　つまり、クライアント・システムとなるのが、

社会構造の課題によって権利侵害や権利の非実

現が生じている方々ということです。そして、

ターゲット・システムになるのは権限、権力保

有者、そしてアクション・システムは多様なさ

まざまな方々、もちろんクライアントを含んで

いきます。そして、こういった中で実際に活動

ができるようにやっていく全体の計画的な活動

が促進されるように動いていく。それがチェン

ジ・エージェントになるわけですが、それがソー

シャルワーカーだというふうに考えられると思

います。

　先ほどのお二人のお話等をお伺いしていて

思ったのは、確かに制度を変えて法制度をつくっ

ていくというふうな意識をお持ちでいらっしゃ

ると思うんですが、どちらかというと、人々の

意識を変えていくとか、とにかくニーズが充足

できるような状況をつくっていくことが非常に

重要視されていたのではないかと思います。目

的はあくまでもこの人々のニーズの充足と権利

の実現ですが、それを行うための一つの方法と

して社会福祉関連法制度の創設や改廃を行って

いくということになります。こういったところ

が、ある意味、ソーシャルワークにおけるソー

シャルアクションの一つの特徴ではないかと思

います。

　これはやはり、社会福祉関連法制度の運営や

サービスの提供をソーシャルワーカーが担って

いるからです。実際にやっているからこそ、そ

の課題が見えてくる。そして、どういうふうに

すればいいのかということも見えやすくなって

いるというところの強みを生かしたものではな

いかと思います。

　そして、近年のソーシャルアクションの二つ

目の特徴であるのではないかと思いますのは、

たぶん先ほどお話しいただいた、お二人の活動

とも似通っている部分だと思いますが、とにか

くまずその支援を必要としている方々のニーズ

を充足していくんだというのを、まず目指して

いくことだと思います。

　ソーシャルアクションには二つのモデルがあ

るのではないかと思いますが、まず最初、従来
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からソーシャルアクションというふうに認識さ

れてきた闘争モデルというものがあります。こ

れに比べ、先ほどお話ししましたソーシャルア

クションの実践の分析を通して構築したものが

こちらの協働モデルになりますが、こちらのほ

うを見ていただくと、最初、とにかく多様な主

体の協働によって、いろいろな意味で社会的に

不利な立場に置かれている方々のニーズの充足

をしていくべく、例えば NPO 法人等の非営利事

業者から提供される非営利部門のサービスであ

るとか、仕組み等をまず開発して、そしてニー

ズを充足していくということを重視していると

いうことになります。そして、その後、実際に

さまざまな方々と協働してつくり上げたもの、

その実績をもとにして政策主体のほうに働きか

けを行い、立法的、行政的措置の実現を目指し

ていくというような活動になります。

　実際、ニーズが非常に多様化しているような

状況においては、従来の形をベースとした社会

福祉関連法制度ではしっかりと機能できていな

い状況があるわけですから、それができるまで

待っていたら時間がかかるわけです。まず、と

にかくニーズの充足を考えていくというのは、

非常に当たり前のことではないかと思います。

　そして、この協働モデルでは、非常にそのプ

ロセスを重視します。プロセスというのは、と

にかくいろいろな方たちで一緒につくり上げて

いくところでの対話です。一緒にやっていくと

いうのが非常に重要だと思います。この辺りは

先ほどの仁藤さんのお話にもあったような本当

にこの支えられる側とか、支援していく側、そ

の固定をなくしていくというところが非常にポ

イントだと思いますが、それぞれのストレング

スを活用しながら、共に相互に一緒にやってい

くところで相互理解を深める。また、相互エン

パクメントをしていく。そういったことのプロ

セスを通して権力や関係との構造を変革してい

くということが必要になってくるのだと思いま

すし、実際、こういった活動が事例から見られ

ています。

　しかしながら、それと同時にどうしても支援

する側という専門職であるソーシャルワーカー

側と、そうではない支援が必要だとされている

側との関係性は常につきまとう課題であり、い

かにその対等であるか、対等である上での協働

を担保していくかというのは大きな課題になっ

てくるのではないかと思います。

　また、こういった中で、さまざまな価値観の

変容であるとか、もしくはさまざまな知識、意識、

そういったものの変革も同時にこのプロセスを

通して行っていくことを重視しているわけです

が、この背景としましては、このように実際に

は価値観は変わってきている。また、多様化し

ているにもかかわらず、制度が想定する価値観

が、制度の変革を阻んでいるし、また制度自体

が今度は価値観の変革を阻んでいるような状況

をいま引き起こしているということがあると思

います。

　また、仮に制度ができたとしても、先ほどの

お話等でもありましたように、何もできたから

といって、みんな、はい、じゃあ、使いたいで

すと来てくれるわけでは全くないわけです。実

際に、その制度ができたとしても、それをうま

く活用できるようにしていくためには、そういっ

た地域の方々の理解や関係性とか、そういった

ものも全て必要になってくるというところがあ

ると思います。そういった意味では、人々の意

識を変えていくという部分が非常に大きなとこ

ろだと思います。

　今回、研究の対象として分析をさせていただき

ました社会福祉士の方々のソーシャルアクショ

ンの実践事例を見てみますと、ほとんどのター

ゲットは地方自治体になっていました。つまり、

非常に狭い範囲での活動が多いです。別にこれ

は悪いことではなく、地方分権が進んでいるの

で、そういった意味では市町村の中での動きが

必要になってくるんだとは思いますが、しかし

ながら、多くの人々の意識を変えていく、つま
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り世論を喚起していくというようなムーブメン

トを起こしていくというようなことは、ほとん

どの方ができていませんでした。やはりこうい

うところは、社会福祉は非常に弱いのだろうな

という気がします。

　それはどうしても福祉という範囲で考えてし

まいがちというところもあると思います。そう

いった意味では多様な方々とともにいろいろな

ところで活動していくというふうな経験、そう

いったネットワークの張り方、実際、今のこの

状況の中でどんどんネットワーク構築が非常に

重視されているわけですから、そういったとこ

ろがますます必要になってくるのだと思います。

　それと三つ目の特徴としては、ソーシャルワー

クにおけるソーシャルアクションというのは、

ソーシャルアクションありきではないというこ

とです。あくまでも個々の方々に対する支援を

している中で、生活問題を引き起こしているで

あろう社会構造であるとか、その生活問題の軽

減や解決を阻害しているであろう、そういった

社会構造の課題に気づいて、これはどうにかし

なければいけないと思ったところの一つの方法

がソーシャルアクションだということです。

　ですから、あくまでもこういった中で、一つ

の方法として活用していく。常にミクロ、メゾ、

マクロレベルの総体としてソーシャルワークを

実践をしていくということが必要であり、その

中の一つなんだという認識が必要であるととも

に、それが一つの特徴だろうと思います。

　そして四つ目の特徴としては、今回お話しい

ただいたような方々のように、自分で声を上げ

られるような方々ももちろんいらっしゃいます

が、そういう方々ばかりではないという現実が

あります。そういった中でどうしても非常にパ

ワレスな状態になって、自分で声を上げられな

いような方々、そういった方々に、必要なとき

には代わって、代弁ですね。しかしながら、で

きる限り、その方々が声を上げられるように支

援をしていくようなソーシャルアクションとい

うものが、やはり必要になってくるのだと思い

ます。

　ここでソーシャルワーカーが明確に認識しな

ければいけないのは、他者に対して支援をする

ことを社会的に認められている専門職というの

はすごいことです。その立場でない方がアウト

リーチするというのは非常に難しいところがあ

ります。この立場だからこそできるアウトリー

チがあると思います。だからこそ、そういう役

割を認識した上で、そして先ほどお話しいただ

いたようなさまざまなやり方からも学びながら、

アウトリーチというものをしていかなければい

けないのだろうと思います。それがあって初め

て必要があれば、ソーシャルアクションにつな

がっていくという状況ができるのだと思います。

　どんどんとニーズが潜在化していますし、ま

たどんなに表に出たとしても少数の方にしか影

響を与えないような課題というのは、政策に乗

らない状況というのは多々あるわけです。そう

いうことを考えると、とにかくこういう課題が

あるんだということを見える化すること、そし

て多様な方々で協議できるような土壌をつくっ

ていくこと、それはやはりソーシャルワーカー

の大きな役割であり、ソーシャルワーカーとし

てのアクションの一つになるのではないかと思

います。

　このように、ソーシャルワークにおけるソー

シャルアクションについてお話ししてきたわけ

ですが、では、実際ソーシャルワーカーはソー

シャルアクションをできているのかというと、

残念ながら、非常に限られた方々だけの実践に

なってしまっている現実があります。また、ソー

シャルワークにおけるソーシャルアクションに

関連する研究の蓄積は、ものすごく浅い状況に

あります。そういうことを考えると、これまで

ポリシーレベルから下に向かっていく施策実施

と、サービス実施というのは、ずっとソーシャ

ルワーカーがやってきたわけです。しかしなが

ら、クライアントレベルからこのポリシーレベ
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ルに上がっていく、この実践はなかなかできて

こなかったということを、しっかりと反省すべ

き点もあるのではないかと思います。

　そして、誰もが自分本人にとって意味のある

人生を歩んでいけるような機会を確保できるよ

うな社会構造をつくっていく。そういった変革

をしていくということを考えると、やはり先ほ

どの藥師さんや仁藤さんのお話からも分かるよ

うに、本当に実際に経験されている方々の声を

ちゃんとつなげていかなければ、実態に合った

ような政策もできないわけです。そういった声

を社会に広げていく、つなげていくということ

が必要であり、そういった活動の一つの代表的

な実践がソーシャルアクションなわけですから、

こういったソーシャルアクションの意義をいま

一度確認してやっていく必要があるのではない

かと思います。ありがとうございました。（拍手）

　山田：どうもありがとうございました。前半、

２人の報告は活動の現場から生々しいお話をい

ただいたわけですが、今日は社会福祉学会の企

画ということもありますので、それをソーシャ

ルワークの文脈に落とし込んで、ソーシャルア

クションという観点から議論を整理していただ

いたのではないかと思います。

　皆さんからの質問とかフロアとの議論をこの

後していこうと思いますが、その前に先ほど記

念講演をお願いしました湯浅さんのほうから、

今の三つの報告を聞いてのコメント、この後の

議論の整理、方向づけなどをしていただければ

と思います。

　湯浅：そこまでできない。

　山田：そうですか。何ができますか。

　湯浅：何ができますかね。感想でよければ。

ありがとうございました。お二人ともプレゼン

が丁寧というか、さっき私は便所の窓の話をし

ましたが、28 って言いましたよね。私は 28 の

ころ、こんなふうに全方位的にそつなくしゃべ

れなかったかなという感想を強くもちました。

　あとソーシャルアクションの話ですが、ソー

シャルアクションをしなければいけないみたい

になるのもどうだろうという感じもしていて、

私はしたらいいんじゃないかと自分でも言って

きた人間ですけど、こうやって自分の話もした

後に、お二人の話なんかも聞いていると、まあ、

結局、好きなんだろうなという感じがするわけ

ですね。なんていうか、ないからつくるみたい

なところって、要はお金がついてこないわけで

すよ。自分の食い扶持を自分で稼ぐということ

です。そういうのは、誰かがこれやったらお金

を出してくれるのかなと思ったら、途端にでき

ないです。誰も出してくれないから。

　というのは、やっぱりある程度、好きじゃな

いとできないんだよね。というので、やっぱり

好みの問題かなという、いわゆるベンチャー気

質みたいな。私もいろいろな要素がありますけ

ど、それは怒りもあったし、いろいろありますが、

ちょっと語弊があるかもしれないですが、やっ

ぱりおもしろかったんですよね。そういうとこ

ろをやることのやりがいというのかな。自分た

ちで試行錯誤するおもしろさ。誰もやっていな

いから、10 年前にやったけど駄目だったんだよ

という人がいないので、こうしたらいいじゃな

いかとか、ああしたらいいじゃないかと言いな

がら、自分たちで試行錯誤することが好きだっ

たという感じがしますよね。

　はっきりしていると思うのは、ソーシャルア

クションはやるべきとか、べき論であるという

ことに加えて、好き嫌いの問題があるというこ

とに加えて、やっぱり自分の食い扶持を自分で

稼ぐということをやりたいとか、それも含めて

やろうと思うかどうかということじゃないかと

思いました。

　山田：ありがとうございます。先ほどの湯浅

さんのお話を聞いていても、そのおもしろさだ

とか、ベンチャー気質、まさにそうだなと思い
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ます。そこは結構、背後には大事な論点もある

ような気もしていて、要するに何もないときと

いうのはつくれつくれと要求していくことのお

もしろさ。やらないのだったら、自分たちでや

るぞという、それはある種のおもしろさで、こ

れが今度実現して、例えば制度化されたり、事

業化されたりしていくということになると、一

定の縛りだとか枠組みなどが出てきて、そうす

ると、その中でやらざるを得ないところが出て

きて、活動としての面白さみたいなものが、何

もない時代よりもちょっと薄れてしまったりだ

とか、実現できたことはいいことだけれど、ヒ

リヒリ感みたいなものは薄れていく。その辺り

にひょっとしたら髙良先生がお話しになってい

た社会福祉士の領域でのソーシャルアクション

の課題みたいなものもあるのかなという気もし

ました。ありがとうございました。

　フロアのほうからも先ほどの湯浅さんのご講

演、それから今のお三方の報告に対する質問な

どもあるかもしれません。この後、限られた時

間ではありますが、フロアも交えて少しディス

カッションできればと思いますが、何か質問、

ご意見、コメント等あれば挙手していただけれ

ばと思いますが、いかがでしょうか。どなたか

らでも結構です。

　髙良：湯浅先生、コメントありがとうござい

ました。お話しいただいたことはすごくよく分

かるんですが、でも、それと同時に、まず好きじゃ

なくても必要があれば、いまソーシャルワーカー

がやらなければいけないのではないかという気

がします。だからこそ専門職であり、国家資格

であると思います。そういった際に、もちろん

ソーシャルアクションがやりたいからとか、ソー

シャルアクションをやるから目立つからみたい

な形で始めるのは論外で、あくまでもさまざま

な支援をしていく中で、必要性があった。じゃあ、

ここはやっぱり動かなければいけないという状

況の中では、やっていくべきところだろうなと

思います。

　あと財源的なお金の話ですが、確かにソーシャ

ルアクション自体に対しての経済的な対価が出

てくるかというと、それは基本的にないと思い

ます。しかしながら、近年で言えば、組織とし

ての、例えば社会福祉協議会がそういった活動

ができる状況があるとか、また今後、社会福祉

法人の中でも地域における貢献をしていくよう

にみたいなことが出てきておりますが、そういっ

たものを活用していくということは可能だと思

います。

　行政職員が行うソーシャルアクションに関し

ては、どこまでがソーシャルアクションなのか、

それとも本当の自分の役割なのかというところ

が非常に微妙なので、その分類が非常に分かり

づらいのですが、行政職員の中のソーシャルワー

カー等が動いていくということが、実はそのま

まソーシャルアクションになっていたりとかと

いうふうな整理もできないわけではないと思い

ます。だから、そういった意識をもってやって

いくということは可能ではないかなと思います。

　湯浅：おっしゃるとおりだと思います。そう

いうことがないということを言いたかったわけ

ではないですけれど、ありがとうございます。

　山田：何かフロアの方からご質問等ございま

せんか。よろしいようでしたら、勝手にこちら

で進めていきますが、大丈夫でしょうか。また

何か聞きたいことがあったら口を挟んでいただ

いても結構です。では、お願いします。

　

　フロア：最近、ちょっとアート活動にはまっ

ていまして、ちょっと違うんですけれども、髙

良先生に、アートの話になってしまうとちょっ

とあれですけれども、アートは市民活動にもあ

ります。最近まちづくりとかそういう形でアー

トの活動、プロジェクトがあると思いますが、

そういったミッションというか、そういった必

要性ですかね、アートというのはソーシャルア

クションとして作用するということは言えると

思いますか。
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　髙良：どのようにお答えすればいいのか、

ちょっと戸惑っておりますが、ソーシャルアク

ションとしてアートが活用できるのかという理

解でしょうか。

　フロア：そうですね。それはあると思いますが、

法的に行政措置として実現を目指すことという

のがあったので、そういったものではなく、アー

トという形でまちづくりに働きかけて、そういっ

たことを目指すことはできるかと。

　髙良：アートといった形でまちづくりが……。

　フロア：まちづくりとかそういった形で、政

策主体というか、行政と共同しながら、協働モ

デルのほうではあったんですが、立法的、行政

的措置の実現を目指すことで当事者というか、

市民ですかね、そういった声を政策に反映して

いくということはできるのかなと思ったんです。

　髙良：今までソーシャルアクションに関する

研究にご協力いただいた方の中にはそういう方

はいらっしゃいませんでしたが、社会福祉関連

法制度の何らかの改善であるとか創設等を含め、

目指して行っていく中でアート活動みたいなも

のを入れ込みながらやっていくことはもちろん

できると思います。例えば、しあわせなみだの

中野さんのプロジェクト等は性犯罪の法律の改

正に導かれましたよね。あれもアートを取り入

れたりして、マスクにいろいろ描いたりとか、

いろいろなアートを入れ込んでやられたりして

いるので、いろいろな方法としては、アートは

有効だと思います。啓発をしていくとか、社会

構造の課題の共有であるとか、そういったとこ

ろの部分ではアート等を活用することはかなり

有効な手法だと思います。

　山田：今お答えいただいたところもそうです

が、啓発を進めたり、人々の意識を変えていく

というところの一つの手段としての活用可能性

があるのではないか、そういうお話で、そのほか。

どうぞ。

　フロア質問：今日はどうもありがとうござい

ました。藥師さんに質問ですが、LGBT の教育

というのは諸外国ではどんな形で進められてい

るのか。やっぱり先進国なんかはあると思いま

すが、参考になるかなと思いますが、そこら辺

の事情を聞きたかったということと、それから

仁藤さん、生き延びさせるためにいろいろなや

り方を考えてみえるということは素晴らしいこ

とですが、それを自立支援に結び付けていく方

策として、射程としてどんなことが考えられる

のかと思っています。その場では生き延びても、

その後、崩れていってしまったら困ってしまい

ます。例えば、そこで髙良さんの言う支援の制

度とか、そういったものがとても重要になって

くるのではないかと思うんです。

　例えば教育プログラムが諸外国ではどんなふ

うに支援としてソーシャルワークとして結びつ

いているのかなというようなところも、そういっ

たところの結びつきが見えてこないと、そこで

そうやっているね、そこでそうやっているね、

そこでそうやっているねで終わってしまうので

はないかというところをすごく感じているんで

すけれども、いかがかなと思って、もう少し詳

しくお話をしていただけるとありがたいです。

　山田：では、藥師さん。

　藥師：ご質問いただきありがとうございま

す。欧米の話の前に、まず日本の教育の現状を

手短にサクッとまとめさせていただきたいんで

す。現在、学習指導要領の中に LGBT のこと

は、入っていなくて、思春期になると異性を好

きになりというような、LGBT を想定していな

いと思われる文言があるという、大きく二つの

課題があります。一方で、2017 年から高校教科

書、2019 年４月からは中学校の教科書の一部に

LGBT が載ることになります。そういうような

状況の中で、いろいろな推進がされています。

　ただ、欧米を見ると、教科書等指導要領に入っ

たり、教材の中に LGBT について入るなど、教

育現場での体制が整っているところもたくさん

あります。また、あとはいろいろな実践としても、

例えば幼稚園の時代から絵本の中に多様な家族
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の事例として同性パートナーについて触れるな

どの実践も見られ教えるということも多くあり、

やはり幼少期から教えるということがスタン

ダードになりつつあるのかなとは思っています。

ただ、諸外国といいましても、まだ LGBT であ

ることで死刑になったり、禁固刑になる国も世

界にはありますので、世界の現状はさまざまで

あるというのが事実だろうと思います。

　山田：では、仁藤さん、お願いします。

　仁藤：ご質問ありがとうございます。今の質

問を聞いていて思ったのは、そもそも自立とい

うのが一人一人にとっての自立は意味が違うの

で、どこを自立とするかということも一人一人

違ってきてしまうんですけれども、私たちの支

援というか、関わりというのは問題解決型では

なくて、寄り添い続けるということなのかなと

思っているんですね。

　そんな家族の問題とかって、私も今でも親と

物理的な距離を取って生活はしているけれど、

やっぱり母と会ったりすると、心が荒れるみた

いな、すごくつらい気持ちになったりとか、ど

うしても傷つけられてしまったりとかというの

があるので、解決というのはそんなに簡単に、

そのポイントで解決というのは無理だと考えて

います。だからこそ、ごまかしの支援が必要だ

と思っていて、問題はすぐに解決しないけれど、

何となくいろいろな人と支え合ったり、関係性

をつくりながら、そのつらさをちょっと和らげ

つつ、何とか生き延びる。

　そのつながり続けるということを、私たちは

伴走者という言葉をよく使っているんですけれ

ど、つながり続けるということが、だんだん問

題が解決してきたり、もっとほかに頼れる人が

できたり、本当にいいパートナーができて同棲

することになりましたとかというと、だんだん

離れていきますけれど、支援に終わりというの

は決めていなくて、その中でまた妊娠したとか、

男と別れたとか、そういうタイミングがあった

ときに思い出してもらえる顔の一つになれたら

いいなというふうに思っています。

　それが Colabo だけではなく、ほかの団体の

人とか、例えば弁護士さん、お医者さん、役所

の方とかいろいろな人と最初の段階でいいタイ

ミングでつなげて、私たち以外にも頼れるとこ

ろを増やすということで、何か困ったときにい

ろいろな支援を使いながら、その子たち　が生

きていけるようになったらいいなということを

思っています。

　就労できない子もいて、生活保護を取りなが

ら、まずはシェアハウスに住むとか、一人暮ら

しを目指すとか、グループホームに入るとか、

そういう子もいますし、高校生を卒業するとい

うのを目標にする子もいますし、親との関係を、

あれはやっぱり虐待だったよねと自分で思える

ところまで来るかどうかとか、家を出ると思え

るまでに、性虐待を受けていても関係性をつくっ

て１年とか時間がかかるんですよ。

　だから、その子たちのタイミングが来るのを待

ちつつ、共に生きるというか、必要なタイミン

グで声かけてもらえる人を増やす。だから、ど

んなサポートが必要かということと同時に、ど

んな人をこの子に知り合わせたいかなというこ

ともいつも考えながら活動しているという感じ

です。なので、結構問題解決とか成果だとかと

いう感じではないので、なかなか理解されにく

いかもしれないですが、何かそういうことが必

要なのかなと考えています。

38 3938



　仁藤：ありがとうございます。

　山田：ありがとうございました。そのほかは

いかがでしょうか。お願いします。

　福地：中部学院大学の福地と申します。今日

は非常に先生方のお話を聞いて勉強になりまし

た。ありがとうございました。髙良先生に質問

です。社会構造の変革が必要だという話が何度

か言葉で出てきたように思いますが、社会構造

といったときに、これは何を示していらっしゃ

いますか。

　髙良：社会構造の定義は非常に難しく、正直、

社会学の中でもこれがそうだというものがない

状況なので、非常にざっくりと私はとらえてい

ます。

　結局、先ほどからお話ししているような制度、

政策というのはもちろん入るのですが、それだ

けではなく、それこそ人々の認識や価値観、も

しくは役割や関係、あらゆるものが相対的に安

定した状態であるものが全て社会構造であると

いうとらえ方なので、中でも社会福祉、ソーシャ

ルワークにおけるソーシャルアクションの場合

は、社会福祉関連法制度のほうを見ていますが、

先ほどもお話したように、それに関連するよう

な全ての価値観とか意識とか、そういったもの

も全部関係してくるという考え方です。

　福地：追加ですが、そうなると、社会構造を

変えるといったときの法制度のほうは分かりや

すいのですが、では、それ以外の意識をどうい

うふうに変えていくかというときに、その手段

が問題になってくると思います。ソーシャルワー

クの中のソーシャルアクションというのは、そ

ういった意識を変えることまで含みますか。

　髙良：どちらかというと、個々から始まる支

援の中でのミクロ、メゾ、マクロレベルのソー

シャルワーク実践の総体としてやっていく中で

の循環の中で意識の変革はなされていくと考え

ています。ですから、意識を変える手段は、例

えば福祉教育とかそういったものももちろん入

ります。

　つまり、ソーシャルワークにおけるソーシャ

ルアクションは人々の意識変革も含みますが、

それはソーシャルアクションに限定されるもの

ではないと思います。

　あくまでもソーシャルワークは、何を目的と

しているかというところが一番大切なところで

はないかなと思うのと、あとソーシャルアクショ

ンなのかどうなのか、ここまでがソーシャルア

クションで、ここまでがコミュニティソーシャ

ルワークというふうな分け方は、私はあまり意

味がないと思っていて、もちろん意識しながら

やっていかなければいけない部分もあるのです

が、あくまでも人々のウェル・ビーイングの増

進というところを目指していくというのが根底

にあれば、そこの中の一つの方法としてのソー

シャルアクションになるのだろうなと思ってい

ます。

　福地：ありがとうございます。

　山田：人々の意識をどういうふうに変えてい

くかというのは、ちょっとまた後で時間があれ

ば、ぜひ聞いてみたいと思っていますが、ほか

の方で質問などありますでしょうか。お願いし

ます。

　フロア：湯浅先生をはじめ藥師さん、仁藤さん、

本当にカリスマティックな魅力があっての社会

運動というか、そういう感じもあるのかなとい

う印象で伺っていたのですが、われわれソーシャ

ルワーカーに立ち返ってみると、カリスマ性と

いうのと専門職の技量とかスキルというところ

はちょっとまた違うかなと思っていて、そこは

髙良先生にちょっとお伺いしたいです。

　髙良：私は、ソーシャルワーカーはカリスマ

である必要はあまりないと思っています。むし

ろ、黒子であるべきだと思っています。やはり

主体となるべきは、社会構造の課題によってさ

まざまな支援を必要としている人々、社会的に

不利な立場にある人々であって、その方たちが

表に出たくなければ、もちろんソーシャルワー

カーが出るかもしれないが、ちゃんと声を出せ
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るような状態にエンパワメントできるという状

況であるならば、むしろ黒子であるべきで、カ

リスマは必要ないわけですよね。

　ただ、また一方で非常にカリスマ性の高い

ソーシャルワーカーの方がいらっしゃって、そ

れを武器にストレングスを活用して、ソーシャ

ルアクションをやっていくというのもありだと

思います。だから、むしろそこは状況に応じて

何がもっとも有効な活用ができるのか、結果が

もたらせられるのかというところが大きな判断

になっているのではないかと思います。しかし、

少なくともどのソーシャルワーカーも必要に応

じて、ソーシャルアクションを含めて実践でき

るだけの知識、技術はやはり持っておかなけれ

ばいけないだろうなと思います。

　仁藤：社会福祉士の専門性をもった方々に私

はいつもお願いしたいと思うのは、当事者が声

を上げるってすごい大変なことで、だから私も

講演させてもらったりするのは、本当に魂を削

りながらやっているという意識でやっているん

ですね。だから、正直同じような体験をした人

たちにこういうふうに活動しなよ、活動家にな

りなよみたいなことはあまりまだ私自身も言え

ないし、そこへの責任をもてないなと思うんで

す。ツイッターとかでウィキペディアで私のこ

とを調べたら変なことばかり書かれているし、

本当にレイプ予告とかそういうのも来たりとか、

すごく大変なことがいっぱいあるんですね。

　そんな中で、現場で、そういう困っている方々

とか子どもたちに出会っている当事者に接して

いる方々が社会福祉士の方々だと思うんです。

しかも制度にも詳しい。でも、制度のことが分

かっていても、実際それが使えないということ

とかにも皆さん、きっと直面されていて、知っ

ているはずなのに、知っているんだったら、大

人たち声を上げてよと、ずっとそういう思いを

もちながら私は活動してきて、活動を始めるま

で、そういう同じような思いを皆さんきっと持っ

てくれているからここにいて、そんな大人なん

て誰もいないと思っていたんですよ。

　だけど、実際、活動してみると、皆さんも私

たちが直面するようなことと同じ苦しみを現場

できっとされていて、児相に保護してもらいた

いけれど、なかなか動かないとか、でも児童福

祉士の方の思いも分かるみたいなこととか、そ

ういうことに気づいたときに、あきらめないで、

内側からとか、それぞれの立場から変えていく

ために、この問題だよねとちょっと言ってみる

とかでもいいから、一緒にしてもらえると本当

に変わっていくんじゃないかなと、それを本当

に期待したいと思っています。

　山田：ありがとうございます。時間的に、あ

と一つ二つくらいかなと思いますが、質問や発

言、言い残した方はいらっしゃらないでしょう

か。では、最後にしたいと思います。

　フロア：最後の質問で、恥ずかしいんですけ

れども、夢乃さんに質問ですが、聞いて、確か

に必要な感じで、すごいなと思いました。100

くらいそういう団体があったらいいなという話

を聞いて、やりたいけど、福祉の世界の人って

まじめというか、地味な人が多く、あまり親和

性が高くなさそうで、参入にちゅうちょすると

いうのもあると思うし、僕らみたいに男だと、

それはいろいろヤバいことが起こるんじゃない

かとか、またちゅうちょしてしまうということ

が、たぶん多くあると思うんですけれども、ど

ういう団体とか、どういう人たちに参入しても

らいたいというのが、もしありましたら教えて

ほしいと思います。
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　仁藤：いろいろな立場からいろいろな役割分

担で関わっていくことが大事だと思うので、こ

の会場にいらっしゃる方の中にも、たぶんキャ

ラを生かせば、いいアウトリーチ支援できるな

という方とか絶対発掘できる、私、自信あるん

ですけれど、たぶん皆さんとお話とかしてみた

り、高校時代を振り返ってもらったりすると、

結構その話は使えるとか、例えば私が爪をかわ

いくしているのとか、ちょっとアクセサリーを

付けたり、ピンクの服をよく着ていたりとかす

るのも、自分のキャラをみんなに分かってもら

えると、この人どんな人なのというのが分かっ

てもらいやすいので、そういうことをやってい

ます。

　相談者とか、対象にしたい層に合わせて、自

分をどう見せていくかとかということももっと

支援者は考えていくべきだと思います。ただ年

齢が上というだけで怖がられたり、親世代とか、

怒られるかなと思ったり、自分たちのことを変

な目で見ているんじゃないかなんて思われたり

すると思うんで、その見せ方の部分は本当に気

にしています。

　あと、見た目ということだけではなく、例え

ば初めて出会うときに、「あ、よかったらちょっ

とチョコでも食べる？」と言ってみるとか、そ

れだけでもだいぶ、「あれ、お菓子くれるの」み

たいな感じになって、ほかの相談員の人とは違

うなと思ってもらったり、何かそういうテクニッ

クがいくつかあるなと私は思っていて、相談す

るときに面と向かってしゃべるんじゃなくて、

ちょっと斜めにしてしゃべったりとか、ふんふ

んと言ってこうやってメモをとるんじゃなくて、

ちょっと開いた感じで、ラフな感じにしてしゃ

べってみるとか、何かそういうことだけでもだ

いぶその反応は変わると思います。

　私の場合は、今はそういう中高生世代の女の

子に対して、自分も得意だと思うし、やりたい

しというのもあって、特にやっていますけど、

やっぱりちょっとまだ若いっていうのもあるし、

若いちょっと荒れてる男の子とかには声かけて

も、あまり支援っていう感じでは効果が発揮で

きないんです。「なになに、ねえちゃん」みた

いな感じになっちゃうんで、泊めてくれるなら、

それはいいけどくらいな感じになってしまうの

で、いろいろな立場の人がいろいろな形で関わ

るっていうことができるといいなと思っていま

す。

　だから、バスのアウトリーチでは、そういう

人たちも入ってもらって、本当の支援の部分は

Colabo が受け皿の一つになるけど、出会いの部

分はいろいろな人たちが関わることで、私みた

いなチャラチャラした感じじゃあ、逆に信頼で

きない人もいると思うんですね。本当におとな

しめの子に会うときは、私ももうちょっと地味

な服で行ったりとか、派手なギャルの子に会う

ときはマスカラ濃いめにしたりとか、スタッフ

たちにも明日は化粧してきてね、みたいなこと

を言ったりしてやるんです。だから、自分の得

意とか、やりたい対象に対してどういうふうに

見えるのかというのを分析するのもいいかなと

思います。

　Colabo では、「街歩きのスタディーツアー」

とか、あと支援者の養成講座という研修をやっ

たりもしているので、ぜひそういうところに来

ていただくと、こういう話をずっとするという

こともありますので、もしよかったら来てもらっ

たらいいなと思いますし、皆さんお持ちの現場

の中でもきっとそういう子たちに、もうすでに

出会っていて、そういうときに支援者、ソーシャ

ルワーカーの方が自分だけで抱えないで、いろ

いろな団体を知っていることでつないでくれる

ということも、学校の先生とかでもあるんです

ね。学校に入っているスクール・ソーシャルワー

カーさんとかが、この子は Colabo が合うかもと

思って連れてきてくれたり、そういうこともし

てもらえるといいなと思ったりしました。あり

がとうございます。

　山田：ありがとうございます。時間がほとん
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どなくなってきましたので、もうちょっと議論

したいところがあるかもしれませんが、最後に

まとめに入りたいと思います。先ほどの質問の

中でも人々の意識を変える話が少し出てきまし

たが、湯浅さんの講演の中でも、社会活動家と

いいましたかね、その役割として個別の対応と

いうのと、社会に対する働きかけと、そして政

策提言というようなお話がありました。

　個別の対応に関しては今日のお二人の活動の

中でもやられていますし、それからまさにソー

シャルワーカーというのは、個別対応を主戦場

にやっていると思います。政策提言も従来ソー

シャルアクションの中で重視されてきたことだ

と思います。もう一つ社会への働きかけという

ところをどうしていったらいいのか。髙良先生

のお話の中では、人々の意識を変えていくとか、

世論を喚起していくというところが、ソーシャ

ルワーカーはちょっと弱いのではないかという

お話もあって、そこがソーシャルアクションの

あり方を考えるときには、大事ではないかと思っ

ています。

　最後、まとめのところでそれぞれシンポジス

トの方にご発言をいただければと思いますが、

今日のお話を振り返りながら、感想的なお話で

も構いませんし、特に藥師さん、仁藤さんに関

してはお二人とも人々の意識を変えていったり、

講座を開いたりしながら人々の意識を変えてい

くという取り組みもされていると思うんですけ

れども、何かそこで難しさを感じたり、どちら

もたぶん社会にはなかなか理解されにくい領域

だと思いますが、人々の意識を変えるというよ

うな点で何か難しさ、あるいはこんなことで成

果があったとか、その辺りの経験なども交えて

いただけるといいかなと思います。

　髙良先生には、ソーシャルワーカーの中で

人々の意識を変えていくというところが弱いの

かとか、その背景、では、どうしていったらい

いのかとか、その辺りを交えていただけるとい

いかなと思います。最後、湯浅さん、コメントで、

それらを含めて社会福祉におけるソーシャルア

クションへの助言、展望、提言をしていただけ

ればと思います。では、藥師さんから、よろし

いでしょうか。

　藥師：ありがとうございます。今日お話を伺っ

ていてソーシャルワークをしている人は、仕事

としてやっている人もすごく稀有だなと思いま

すし、仕事じゃない立場でやっていただいてい

る方も本当に稀有だなと思っていて、だからこ

そ本当に素晴らしい皆さんたちと今日、この議

論ができてうれしいなと思っています。

　子ども、若者のことをやっていると、やはり

市区町村との連携や、喫緊な事態の時にすぐ駆

け付けられる状況を構築することがすごく大事

だと痛感します。そんなときに、私たちのよう

な東京の一団体では「すぐそこに行く」ことが

叶わず、ソーシャルワーカーの皆さまと共に推

進をさせていただくことで、LGBT の本当に子

ども・若者の命も救うことができると考えてい

ますので、引き続き LGBT のことを知っていた

だきたいなと思っています。こと LGBT の課

題は、支援しないでおこうと思っているからで

はなく、シンプルに知らないということや、ど

う支援したらいいかわからないという知識の不

足が課題だと思うので、こういうふうに知って

いただけることはすごくありがたいことだなと

思っています。

　ソーシャルアクションのことがいろいろ議題

に上っている中で俯瞰して考えると、LGBT 同

様にこれまでないとされていたいろいろな課題

がどんどん可視化するなかで、やっぱり学び続

けることはすごく大事だなと思いましたし、そ

して学んだことを伝え続けることはすごく大事

だなと思いました。ソーシャルアクションとい

うと、すごく難しいように思うのですが、もし

よろしければ、今日感じたこととか持ち帰って

いただいて、少しでも誰に伝えていただいたら、

それがソーシャルアクションにつながるのでは

ないかとか、そんなことを思って聞いていまし
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た。今日はありがとうございます。（拍手）

　仁藤：今日、私は湯浅さんの話とかを聞きな

がら、私は 2011 年に活動を始めて、いま７年

くらいたったところで、湯浅さんも７年くらい

はすごいいろいろ戦ったりとか、役所にテント

を撤去されたりしながらやっていったと。でも、

そういうあまり強い言葉で言いすぎると責めら

れたと思っちゃうと、なかなか理解を広めるの

は難しいというお話があって、私はまさにそう

いうタイプだよなとか思いながら聞いていたん

ですが、やっぱりいま私たちが取り組んでいる

問題っていうのは、まだまだ本当に理解されて

いない問題だと思っていて、しかも子どもの非

行問題、子どもの自己責任論、子どもの問題と

いうことでも、いろいろなところで、そういう

視点が入った良かれと思って役所、行政、内閣

府とか東京都がつくった JK ビジネスの啓発の

ポスターが、少女たちに危ないところに甘い言

葉で行っちゃ駄目みたいなことを言うのばかり

で、いやいや、子どもは買わないようにしよう

よ的なキャンペーンをやってよとか思ったりし

て、いつもそういうことを言って、特にフェイ

スブックとかでも怒りの投稿ばかり最近してい

るんですね。

　だけど、そういうことをやっていると、やっ

ぱり東京都の会議とかにだんだん呼ばれなく

なって、すでに呼ばれなくなってきていて、昨

日も渋谷も偶然通ったら、JK ビジネスの啓発イ

ベントをやっていて、えっ、何で私、呼ばれて

ないのとか思ったりして、そうしたら私がめちゃ

くちゃ批判してた JK ビジネスの啓発のファイル

をまちで配っていて、それは呼べないよなと思っ

たりしたんですね。

　でも、私はこれからずっともしかしたらそう

いう感じでやるのかもしれないですけど、もう

しばらくはきっとこんな感じでやっていくのか

なと、戦わないと切り開けないような状況に今

あるということをすごく感じていて、だから児

相もこういうふうに変わるべきだとかというこ

とをすごくいつも発信したりしているんですけ

ど、でも、そういう発信の仕方じゃない仕方を

皆さんきっとできるし、もっと私が出会ってな

い方々と、日々出会われていて、同じような関

心の方にもたくさん出会っているだろうし、そ

うじゃない人たちにも、私が出会えない人たち

にきっと出会われているので、日常の中でそう

いうことに対して、ちょっとでも話せる機会を

増やしてもらうことをお願いしたいと思いまし

た。いろいろな役割分担をしながら、それぞれ

ができるときに、そのよさを生かしながら発信

できたりするといいのかなと思っています。

　そして、支援のことで言うと、きっと皆さま

は私が出会えない子どもたちにも出会っている

方々だと思うので、ぜひ何か気付いたとき、こ

の子、何かあるんじゃないかなと思ったときに

は、手を放さないで、できることがあれば、私

たちも一緒に考えますので、ご連絡いただけれ

ばいいなと。せっかくこのご縁を大事にしてつ

ながっていきたいと思います。あと、お金のご

支援もお願いします。今日はありがとうござい

ました。（拍手）

　髙良：どうもありがとうございました。人々

の意識の変革、非常に難しいことですが、昨年

度の社会福祉推進事業で地域共生社会に資する

体制構築を促進するソーシャルワークのあり方

について、研究事業をさせていただいたのです

が、報告書がありますので、また見ていただけ

ればと思いますが、日本社会福祉士会のほうで

す。そちらのほうで実際に地域住民や専門職の

方々の意識が変わったかどうかというアンケー

トを取りました。かなりの高い割合で、80％、

90％で変わったというのが出ました。

　これは何が変わったか、変えられたかという

と、直接、社会福祉士の方と協働した経験があ

る方がすごく変わっているんですよ。というこ

とを考えると、やはり一緒にやっていくという

協働の経験みたいなものが、意識を変えていく

というものにおいては非常に大きな要因になる
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のだろうと思います。そう考えると、日々の実

践をしっかりしていく。蓄積していくというの

が、ものすごく重要だと思います。

　ただ、一方で広がりがやっぱりないんです。

自分たちで関われるところというのが限られま

すので、そうしていくと、もっと広げていくた

めには、たぶんこの辺が一番苦手なのではない

かと思うのは、例えばマスメディアだったり、

SNS だったり、有名人にお願いしたりみたいな、

もっといろいろな形での発信の仕方をやってい

く必要性もあるのではないかと思います。そう

していくと、日々の中での蓄積みたいなものを

もっと言語化して伝えていくということも含め、

広がりが出てくるのではないかと思います。ど

うもありがとうございました。（拍手）

　湯浅：ありがとうございました。貧困の問題

について言うと、明確に世の中は変わりました。

平成 30 年、私は前期が 20 年、後期が 10 年と言っ

ていますが、街頭で３年たって誰も足を止めて

くれなかったときのことを思えば、いま私が目

の前で話しているのを、こうやって聞く人がい

るということ自体が、世の中が変わった証拠な

んですね。

　いま学生さんたちと付き合っていますが、学

生さんたちにとっては、子どもの貧困問題とか

日本の貧困問題はすでにあるものです。この間、

知り合いの NPO の人ですが、大学で、非常勤で

教えている人がいて、地域コミュニティと聞い

て思い浮かべるものを自由に書きなさいと、最

初の授業のときに言ったら、150 人いた中の４

人が子ども食堂と書いてきたんですよ。そんな

ことはあり得ない。私のときは、そんな貧困の

問題ということ自体がワードとして入っている

人がいなかったんです。そういう意味では、世

の中、変わっているんですよね。

　学生は 10 年前まで日本政府は貧困がないと

言っていたんだよと言うと、ぽかんとしますよ

ね。理解できない。えっ、どういうこと。何で

こんなにいっぱい言われているものがないと言

えていたの。大人のばかだったの？　そういう

感じですね。なので、信じられないと言うわけ

ですよね。世の中が変わるというのはそういう

ことです。もうその前のことは思い起こせなく

なる。だから、逆に変わってないような気もする。

前からこうだったような感じになっちゃう。

　そういうことですけれど、ただし、どこかで

ティッピングポイントがあるんだと思います。

臨界点があるのだと思うんですけど、臨界点の

渦中にいるときは気付かないですね。今ここで

変わったのだということはリアルタイムには分

からない。何かがいろいろなものが積み重なっ

て臨界点になって、変わったことを３年後、５

年後、もしかしたら 10 年後くらい後になって振

り返ったときに、あの辺りで変わったんだなと

いうふうに分かるという感じなので、ティッピ

ングポイントはリアルタイムには分からないと

いうのが私の認識で、その意味では実践的な教

訓としては、コツコツやるしかないということ

になるわけです。

　その場では分からないので、コツコツともが

き続けるしかない。だけど、そのときがどこか

の時点で、後から振り返ったときに、ああ、あ

の辺りで世論の意識は変わったねというふうに

言えるように見えるときがあるということが、

世論の意識を変えるということだろうと思いま

す。

　山田：ありがとうございます。きょうは社会

44 4544



福祉学会の企画ということで、社会福祉と関連

はしますが、ちょっと離れたところで活動して

いる方からお話をいただきました。今日報告し

てくれたお二人のような形で社会に向けて発信

していくということは、社会全体が変わってい

くということの一つのあり方だと思いますし、

社会福祉の運動もその辺りから学ぶことが多い

のではないかと思います。

　今日は社会福祉学会のプレ企画ということで

すので、ぜひ秋の大会ではさらにソーシャルワー

クという観点、社会福祉という観点から運動の

あり方を深めることになると思いますので、ぜ

ひそちらにも足を運んでいただいて、より議論

を深めていければと思います。今日は長時間に

わたりお付き合いいただいて、どうもありがと

うございました。シンポジストの皆さんにもう

一度拍手をお願いします。　（拍手）

　では、これで 2018 年度の春の研究例会全体を

終わりますので、皆さん、お気をつけてお帰り

ください。どうもありがとうございました。
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社会的困難を抱える青年への進路支援の取り組みから見た
｢ 専攻科 ｣ の役割と課題

Role and Task of the “Postgraduate course” seen from Career Support 

for Youth with social difficulty.

辻　和美

学校法人特別支援学校聖母の家学園  008712

Ⅰ．問題の所在と本研究の目的

１．問題の所在

　｢ 青年期 ｣ は、｢ 子どもから大人へ ｣｢ 学校か

ら社会へ ｣ の二重の移行期と位置づけられ（坂

井 2000）、数ある人生の移行期の中でも極めて

大きな意味を持つ時期である。近年では、時間

をかけて成長 ･ 発達していく知的障害青年に対し、

特別支援学校高等部（以下高等部）卒業後の

｢ 教育年限延長 ｣ を教育権として保障しようとい

う機運 1）が見られるようになってきている。

　高等部卒業生の主な進学先となるのが、学校

教育法の規定によって特別支援学校高等部や高

等専修学校等に設置された ｢ 専攻科 ｣ 及び ｢ 別

科 ｣ である（以下学校専攻科）。高等部と同じ後

期中等教育の階梯にあたるため、厳密には高等

教育への進学ではないが、｢ 教育年限延長 ｣ を具

現化するものとして、また、青年たちが主体性

を発揮し青春を謳歌する ｢ 中間的な学びの場 ｣

として貴重な存在となっている。現行の教育法

制下では、学校専攻科の数が少なく、進学先た

り得ているとは言い難い状況である。それを補

完する選択肢として、障害者総合支援法で規定

Abstract

This paper reviews the role and task of the ‘Postgraduate Course’ in education for 

youth with intellectual, seen from career support and 

follow-up service for youth with social difficulty.

The author carried out a survey by questionnaire and showed that ‘Postgraduate 

Course’has two roles and two tasks.

Two roles are follow-up service and supporting social difficulty youth.

Two tasks are searching for a realistic system of youth education,and improving 

curriculum of ‘Postgraduate Course’.
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Postgraduate Course, Intellectual disabilities, Youth with social difficulty,

Career support, follow-up service 
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された ｢ 自立訓練事業 ｣ や ｢ 生活介護事業 ｣ に

教育的機能を持たせた、いわゆる「福祉事業型

専攻科（以下福祉型専攻科）」が青年期教育の一

翼を担っている 2）。本研究においては、これら二

つの ｢ 専攻科 ｣（学校教育と福祉事業）を、青年

期の ｢ 中間的な学びの場 ｣ という同じ目的を持

つものとして同等に捉えている。

　その一方で、福祉型障害児入所施設（以下施設）

に暮らす子どもたちは、児童福祉法改正によっ

て 18 歳以降の措置延長が認められなくなる影響

で 3）、退所、すなわち成人の入所施設への移行や

グループホーム等を活用した地域移行の時期が

早まりつつある。筆者の勤務校である私立特別

支援学校（知的障害）では、高等部に専攻科が

設置されており、18 歳以降の中間的な学びの場

を経て社会に出ることが可能であるにもかかわ

らず、年度途中での退学者が増加している（2015

年度５名、2016 年度３名、2017 年度４名）。同

校は , 施設内養護学校として義務制以前に設立さ

れた経緯もあり、隣接する別法人の施設から通

学する児童 ･ 生徒が数多く在籍するが、そのうち

の何名かが退所に伴って退学している。先に挙

げた数字は、専攻科退学者数であり、これに高

等部退学者（18 歳未満）を加えると数字は更に

大きくなる。例えば、2017 年度には、専攻科生

４名に加えて高等部生３名が退学した。

　厚生労働省調査 4）によると、児童養護施設に

措置されている子どもの 28.5％に何らかの障害

が認められ、その多くが支援困難として障害児

入所施設に措置変更となっている。また、障害

程度が重度であったり、強度行動障害と判定さ

れたりして家庭養育が困難な子どもも入所措置

（または契約）となる。施設で暮らす子ども ･ 青

年は、障害程度の重さ、家庭基盤の弱さといっ

た社会的困難に直面していることが多いと言え

る。本来であれば、社会的な困難を抱えている

からこそ、じっくりと学び、力をつけて社会に

出ることが理想であろうが、退所に伴う退学に

見られるように、高等部在学中という年齢で福

祉と教育が同時に保障されにくい実態のあるこ

とが指摘できる。

　筆者は、高等部卒業後の青年期に、学校教育

またはそれを代替する福祉型専攻科などの ｢ 中

間的な学びの場 ｣ を経ることに教育的意義があ

ると考える立場であるが、実際には、専攻科ど

ころか高等部を学業半ばで退学 ･ 退所していく生

徒（入所児）たちが存在する。矛盾を感じつつも、

｢ 残念だね ｣ ではなく将来への展望を言葉にして

送り出している。しかし、心配は尽きない。日

常生活や学校生活を共にする現場の教職員の多

くもまた、日々心を砕き、彼らを社会へ送り出

すため、移行に向けての支援をおこなっている

と推察される。

２．先行研究の検討と本研究の目的

　先行研究を散見すると、知的障害青年の学び

に関するものとして、青年期特有の心理学的特

徴（白石 2006）や青年期が ｢子どもから大人へ ｣

｢学校から社会へ｣の二重の移行期であること（坂

井 2000）、それらを踏まえた ｢ 専攻科 ｣ での実

践報告（全国専攻科研究会 2008、三木裕和 ･ 鳥

取大学特別支援学校 2017、NPO 法人大阪障害

者センター 2017 等）があり、｢ 中間的な学びの

場 ｣ で生き生きと活動する青年たちの姿が確認

されている。また、青年期の移行支援教育を経て、

ゆっくりと社会に出ることの必要性や意義（渡

部 2009）、専攻科での実践の成果（小畑 2006）

が問題提起されている。伊藤（2004）は高等部

教育の課題に言及している。5）

　一方、施設に関しては、児童養護施設から措置

変更となった児童の増加と彼らの抱える愛着の

問題や不安定さ、支援困難な状況（木全 2013）

が指摘されており、卒園生に関しては、青年 ･ 成

人期の地域生活支援や退所後の地域移行に関す

る研究（平井 2015, 堀内 2008）がある。平井

（2015）の研究では、移行先までの追跡調査が実

施されており、堀内（2008）は具体的な支援内

容とプロセスを明らかにしている。しかし、い

ずれも ｢ 退所 ｣ は決定事項であり、退所や移行
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をどう捉えるかには言及されていない。加えて、

個別的な関わりを通して実施された支援であり、

教育機関あるいは ｢ 学びの場 ｣ といった集団の

中での相互作用についても言及されてはいない。

　教育と福祉における、これらの課題をつなぐ

視点として、小川利夫らが 1970 年代以降に提

唱した ｢ 教育福祉 ｣ の考え方がある。冒頭で述

べた福祉型専攻科は、教育福祉実践の新たな側

面として評価できる。その一方で、｢ 社会福祉と

りわけ児童福祉サービスのなかに、実体的には

きわめて曖昧なままに放置され、結果的には軽

視され剥奪されている子ども ･ 青年 ･ さらに成人

の学習 ･ 教育権保障の体系化をめざす概念 ｣（小

川 2001）とあるように、知的障害児の進学格差

や、退所、すなわち ｢ 生活の場の変更 ｣ に伴う

高等部退学の問題など、教育と福祉に関わる課

題は、今なお存在する。

　これらの先行研究から、障害程度が重い、家

庭基盤が弱いといった社会的困難によって ｢ 学

び ｣ につながりにくい層を取り上げて支援の実

態を探り、教育権を保障するための課題を考察

する必要があると考えた。ここで言う教育権の

｢ 教育 ｣ は、学校教育のみならず教育福祉実践

も含めたものを指す。本研究では、障害児入所

施設から特別支援学校高等部に通う生徒の支援

者を対象に、進路支援に関する調査を実施した。

その結果から、社会的困難を抱える青年への進

路支援の取り組みについて整理することを本研

究の目的の第一とする。更に、個別対応の支援

ではなく ｢ 中間的な学びの場 ｣ で教育的に支援

することを展望し、学びの場の一つである ｢ 専

攻科 ｣ に求められる役割と課題を明らかにする

ことを目的の第二とする。

Ⅱ . 方法

１．調査の目的

　本調査では , 社会的困難を抱え ｢ 学び ｣ につな

がりにくい層として、障害児入所施設で暮らす

子ども ･ 青年に着目している。その上で、福祉サ

イド、教育サイドそれぞれの支援者を対象とし

た質問紙調査を通じて進路支援の実態を探るこ

とを目的とした。ここでは、調査項目を、送り

出す前の取り組みとアフターフォローに限定し

たが、進路支援や移行支援の別の側面について、

また、支援者が高等部卒業後の進学や ｢ 専攻科 ｣

をどう捉えているかについても別途調査を実施

している。これらの結果については別項に譲る。

調査対象を支援者としたのは、障害程度が重い、

または軽度であっても家庭基盤が弱いという実

態や、高等部生という当事者の年齢から、自ら

の意見を十分に表明できる人ばかりでないこと

を考慮したからである。

２．調査の対象と調査期間

調査 A：東海北陸７県下で、障害児入所施設か

ら通学する生徒が在籍しているとホー

ムページ等で確認された公立特別支援

学校（以下 : 学校）23 校の進路指導主

事（23 名）と高等部教諭（各校５名ず

つ計 115 名）。有効回収数は、進路指

導主事アンケート９通（39％）･ 高等部

教諭アンケート 45 通（39％）。2016

年８月５日～ 26 日に実施。

調査 B：WAM　NET にて検索 ･ 抽出した（北か

ら都道府県別に通し番号をつけた奇数

番号の）福祉型障害児入所施設（以下 :

施設）124 箇所の施設長（124 名）と

児童指導員または保育士（各施設５名

ずつ計 620 名）。有効回収数は、施設

長アンケート 70 通（56％）･ 施設職員

アンケート 335 通（54％）。2016 年９

月９日～ 30 日に実施。

３．調査項目

　調査 AB を比較 ･ 検討するため、調査項目は共

通のものを用いた。進路指導主事、施設長といっ

た業務の責任者 ･ 管理者に対しては、社会へ送り

出すにあたっての心配を解消するために実施し

ていること、アフターフォローの有無と期間に

ついて、現場の教職員に対しては、社会へ送り

出すにあたって心配なこと、心配を解消するた
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めに必要だと思うこと、アフターフォローの実

施内容について各々質問した。また、近年の入

所理由を鑑み、｢ 障害程度が重い生徒 ｣｢ 障害程

度が軽く , 家庭基盤が弱い生徒 ｣ のそれぞれにつ

いて回答していただいた。

４．調査の方法

　郵送による質問紙調査。各学校 ･ 施設に対し、

管理者宛の調査協力依頼文とともに６部の依頼

状及び質問紙（進路指導主事宛１部と高等部教

員宛５部、施設長宛 1 部と現場職員宛５部）を

送付した。調査は無記名自記式回答でおこない、

学校 ･ 施設ごとに取りまとめて返信用封筒にて調

査者に郵送していただくように依頼した。回収

した質問紙は、Excel にて単純集計及び４件法

で解析したほか、自由記述欄については、カー

ドワークの手法を参考に筆者が類型化して分類

した。分析結果の妥当性を確保するため指導教

員と検討を重ねている。

５．倫理的配慮

　依頼状には、無記名調査であること、データ

は統計的に処理するため学校 ･ 施設名や個人名は

特定されないこと、研究報告書等への公表を予

定していることを記載し、調査票の返送をもっ

て対象からの同意を得られたと判断した。調査

にあたっては、日本社会福祉学会及び筆者が在

籍する大学院の倫理ガイドラインに配慮し、勤

務校の学校長の了承を得た。

Ⅲ . 結果と考察

　知的障害者福祉協会児童発達支援部会（以下

福祉協会）が実施した『平成 28 年度全国知的障

害児入所施設実態調査報告』（以下『実態調査』）

とも照らし合わせながら考察する。

１．社会へ送り出すにあたっての課題

（１）現場の教職員が心配だと感じていること（表

1 参照）

　相対的に、障害程度が重い人への心配よりも、

障害程度が軽く家庭基盤の弱い人に対する心配

の方が高ポイントである。障害の軽重に関わら

ず、移行先での新しい環境や人間関係に馴染む

ことが挙げられた。生活リズムの確立も両者に

共通して心配されていたが、障害程度が軽く家

庭基盤が弱い人の場合は、スキル面での自立に

加えて、グループホーム等、施設より制約の少

ない場で自律的に生活できることが課題となり、

重い人に対する心配の中身とは若干異なること

が推察される。

　障害の重い人については友人関係や相談相手

といった自発的な関わりへの心配は少なく、日

中活動や暮らしの場での与えられた関係に限定

される傾向にある。同様に、社会との接点の中

で生じる金銭管理や異性との関係（恋愛 ･ 結婚）

といった問題への心配も少ない。｢ 重い人なりの

発達 ｣ という視点に立つなら、本来、このよう

な課題が生じてしかるべきとも考えられる。

　逆に、障害程度が軽く家庭基盤の弱い人に対

しては、多くの教職員が社会と関わる中で生じ

る金銭管理、反 ･ 非社会的行動、異性との関係に

ついて心配していた。精神面で幼い部分がある

ことを懸念する意見も多く、支援者は、家族の

後ろ盾も少ないまま社会へ出ることのリスクを

感じている。

（２）学校及び施設で ｢ 心配を解消するための取

り組み ｣ として実施されていること

　現場の教職員が必要だと思う取り組みと、実

際に学校 ･ 施設で実施されている取り組みとの比

較から次の４つの傾向が読み取れた（図 1 －４

参照）。

50 5150



１）学校 ･ 施設ともに必要度が高く、よく実施さ

れている群（図１）

　学校 ･ 施設ともに最も必要度が高かったの

は、関係機関との連携会議であり、実施度も高

かった。グループホームの体験利用も同様であ

る。公共交通機関の利用は、生活の場に於いても、

また校外学習などの授業を通して学校主導でも

実施しやすい取り組みであろう。自己決定を促

す声かけは、学校での実施が若干少なく、先述

した伊藤（2014）の研究にある高等部の現状と

も関連して、学校生活の中で、そのような場面

が少ないことが推察される。

２）必要性は感じていても学校では取り組みに

くい群（図２）

　お小遣いの自己管理、自分の衣類の洗濯といっ

た生活に根ざした活動や、余暇活動の支援、単

独での買い物といった休日の活動は、学校より

も施設の方が取り組みやすいと言えよう。表１

で障害の重い人の余暇に対して施設職員が高等

部教員以上に心配していることも、これを裏付

けるものと読み取れる。このように、現場の教

職員にとって必要度が高いものであっても、教

育機関 ･ 福祉施設という各々の持つ特長や制約に

よって実施できるものと取り組みにくいものに

分かれる傾向にあった。

３）どちらかというと施設の方が取り組みやす

い群（図３）　

　友だち同士での外出や週末帰省の促進も、学

校では取り組みにくく、また支援者である教員

も、それほど必要性を感じていなかった。事業

所見学に関しては、取り組みにくいわけではな、

学校だと実習の位置づけになるのでカウントさ

れなかったとも推察できる。

４）実施度が低い群（図４）

　被虐待や ASD の児童が増加する昨今、『実態

調査』26 年度版では、心理面の支援が必要であ

ることが指摘されている。また 28 年度版では、

｢ 家庭の養育力の低下による規範意識の薄さや愛

着形成の不十分さ ｣ が推察されることから、｢ 個

人の生活歴に即して個別ニーズに寄り添ってい

く丁寧な支援 ｣ が求められると指摘されている。

その有効な手立てのひとつになるであろうアン
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障害の重い人については
友人関係や相談相手といっ
た自発的な関わりへの心配
は少なく,日中活動や暮ら
しの場での与えられた関係
に限定される傾向にある.
同様に,社会との接点の中
で生じる金銭管理や異性と
の関係(恋愛･結婚)といっ
た問題への心配も少ない.
｢重い人なりの発達｣という
視点に立つなら,本来,この
ような課題が生じてしかる
べきとも考えられる. 

逆に,障害程度が軽く家庭基盤の弱い人に対しては,多くの教職員が社会と関わる中で生
じる金銭管理,反･非社会的行動,異性との関係について心配していた.精神面で幼い部分が
あることを懸念する意見も多く,支援者は,家族の後ろ盾も少ないまま社会へ出ることのリ
スクを感じている. 
（２)学校及び施設で｢心配を解消するための取り組み｣として実施されていること 
 現場の教職員が必要だと思う
取り組みと,実際に学校･施設で
実施されている取り組みとの比
較から次の４つの傾向が読み取
れた(図1－４参照). 
１）学校･施設ともに必要度が高
く,よく実施されている群 

学校･施設ともに最も必要度が
高かったのは,関係機関との連携
会議であり,実施度も高かった.
グループホームの体験利用も同
様である.公共交通機関の利用は,
生活の場に於いても,また校外学
習などの授業を通して学校主導
でも実施しやすい取り組みであ
ろう.自己決定を促す声かけは,
学校での実施が若干少なく,先述
した伊藤(2014)の研究にある高
等部の現状とも関連して,学校生
活の中で,そのような場面が少な

図 １ 心配を解消するための取り組み① 

図 ２ 心配を解消するための取り組み② 

表 1 社会へ送り出すにあたって心配なこと  
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いことが推察される. 
２）必要性は感じていても学校では取り組みにくい群 

お小遣いの自己管理,自分の衣類の洗濯といった生活に根ざした活動や,余暇活動の支援,
単独での買い物といった休日の活動は,学校よりも施設の方が取り組みやすいと言えよう.
表１で障害の重い人の余暇に対して施設職員が高等部教員以上に心配していることも,こ
れを裏付けるものと読み取れる.このように,現場の教職員にとって必要度が高いものであ
っても,教育機関･福祉施設という各々の持つ特長や制約によって,実施できるものと取り
組みにくいものに分かれる傾向にあった. 
３）どちらかというと施設の方が取り組みやすい群  
 友だち同士での外出や週末帰省
の促進も,学校では取り組みにく
く,また支援者である教員も,それ
ほど必要性を感じていなかった.
事業所見学に関しては,取り組み
にくいわけではなく,学校だと実
習の位置づけになるのでカウント
されなかったとも推察できる. 
４）実施度が低い群 

被虐待やASDの児童が増加する
昨今,『実態調査』26年度版では ,

心理面の支援が必要であることが
指摘されている .また28年度版で
は ,｢家庭の養育力の低下による規
範意識の薄さや愛着形成の不十分
さ｣が推察されることから ,｢個人
の生活歴に即して個別ニーズに寄
り添っていく丁寧な支援｣が求め
られると指摘されている .その有
効な手立てのひとつになるであろ
うアンガ－マネジメントは，必要
と感じる度合いもそれほど高くな
いが,実際に実施しているところは
更に少なかった．施設での実施が少ない性教育も含めて,まだ十分にノウハウが確立されて
いない印象を受ける.カウンセリングについては,実施度は低いものの,必要と思っている
施設･学校では実施されているようである.感情のコントロールは必要だが,見方を変えれ
ば,怒りも含めた｢自分の感情｣を出すことの保障も必要である.基本的な人間の関わりや信
頼関係を築ける生活環境の整備が求められる.同じ児童施設でありながら障害児入所施設
には児童養護施設と違って心理職の配置が義務づけられていない.教育現場におけるスク
ールカウンセラーの配置も十分ではない.人的･制度的な不足が指摘できる. 

単独での調理に関しては,学校においては授業に組み込みにくいこと,施設においてはミ

図 ３ 心配を解消するための取り組み③ 

図 ４ 心配を解消するための取り組み④ 
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ガ－マネジメントは、必要と感じる度合いもそ

れほど高くないが、実際に実施しているところ

は更に少なかった。施設での実施が少ない性教

育も含めて、まだ十分にノウハウが確立されて

いない印象を受ける。カウンセリングについて

は、実施度は低いものの、必要と思っている施

設 ･ 学校では実施されているようである。感情の

コントロールは必要だが、見方を変えれば、怒

りも含めた ｢ 自分の感情 ｣ を出すことの保障も

必要である。基本的な人間の関わりや信頼関係

を築ける生活環境及び学習環境の整備が求めら

れる。同じ児童施設でありながら障害児入所施

設には児童養護施設と違って心理職の配置が義

務づけられていない。教育現場におけるスクー

ルカウンセラーの配置も十分ではない。人的 ･ 制

度的な不足が指摘できる。

　単独での調理に関しては、学校においては授

業に組み込みにくいこと、施設においてはミニ

キッチンの設置といった環境整備や、個別対応

のための時間の捻出に課題のあることが、この

結果につながっていると考えられる。『実態調査』

でも自活訓練事業に取り組む施設が減少傾向に

あることを指摘しており、一人ひとりのニーズ

に応じた実践をしていくことの難しさが感じら

れた。

２．アフターフォローについて　　

　卒後 ･ 退所後、学校では、一般的に１～３年の

アフターフォローを実施しているが、施設では、

フォローする期間がそれより短く、１年未満の

ところも 30％ある（表 2 参照）。実施頻度が

｢ 十分である ｣ と答えた教員は 14％で、十分と

は言えないまでも実施はできていた。一方、施

設職員の 20％は ｢ 実施できていない ｣ と考えて

いることがわかった（表 3 参照）。『実態調査』

では、退所後のフォローアップについて ｢ した

52.5％、していない 31.0％ ｣ となっているが、

現場の臨床感覚としては十分に実施できていな

いもどかしさがあることが窺えた。

　また、実際に支援した内容（表４）については、

障害程度に関係なく人間関係に関する課題と活

動の場での課題が多く、学校 ･ 施設ともに対応し

ていることが窺えた。

　また、先述した ｢ 心配なこと ｣ を裏付けるよ

うに、障害程度が軽く家庭基盤が弱い人への金

銭トラブルや異性関係に関する対応が多く、障

害程度の重い人に対しては、転職、異性関係、

金銭管理、近隣トラブルへの対応が少なかった。

これらは、社会との関わりの中で生じやすい問

題であるため、重い人ほど社会との接点が減っ

ている、つまり管理された生活を送っているこ

とが推察される。

　一方、障害程度が軽く家庭基盤が弱い人に対

しては、保護者との関係に関する支援が少ない

傾向にあり、保護者との関係を断っている人の

多さが窺える。反 ･ 非社会的行為が発生すると、

関係機関を巻き込んで大きく動かざるを得ない

ためインパクトが強いが、実際の対応は、さほ

ど多くはなかった。
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での課題が多く,学校･施設ともに
対応していることが窺えた. 

また,先述した｢心配なこと｣を
裏付けるように,障害程度が軽く
家庭基盤が弱い人への金銭トラブ
ルや異性関係に関する対応が多く,障害程度の重い人に対しては,転職,異性関係,金銭管理,
近隣トラブルへの対応が少なかった.これらは,社会との関わりの中で生じやすい問題であ
るため,重い人ほど社会との接点が減っている,つまり管理された生活を送っていると推察
される. 

一方,障害程度が軽く家庭基盤が弱い人に対しては,保護者との関係に関する支援が少な
い傾向にあり,保護者との関係を断っている人の多さが窺える.反･非社会的行為が発生す
ると,関係機関を巻き込んで大きく動かざるを得ないためインパクトが強いが,実際の対応
は,さほど多くはなかった. 
３．自由記述欄に見るアフターフォローの課題と支援者の思い 
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３．自由記述欄に見るアフターフォローの課題

と支援者の思い

　質問紙の自由記述欄には、アフターフォロー

に関する記述が 73 あり、今後、求められる課題

を、①制度の充実（13）、②移行先との連携の充

実（19）、③学校 ･ 施設の機能の充実（26）、④

個別対応の充実（11）、⑤保護者対応の充実（４）

の５つの類型に分類できた（表５参照）。

　移行後の生活を支援する制度そのものが乏し

く、移行先との連携も取りにくい実態が窺え

た。措置児童の場合は、児童相談所（以下児相）

との関わりが途絶えることも心配材料の一つと

して捉えられている。特に家庭基盤が弱い人は、

児相によって守られていた部分もあり、移行後、

どの機関が児相の担っていた役割を引き継ぐの

かを懸念する支援者が多い。

　教職員は、時間外の個別対応も含めて支援し

ているが、現場の人手不足や専門職員の配置が

ないことから、十分な対応ができないもどかし

さを抱えている。自由記述からは、支援者の切

実な思いが伝わり、現場の声を制度に反映させ

ていくことの必要性を強く感じた。

４．考察

　学校でも施設でも、一人ひとりの課題に応じ

た細やかなフォローができにくい実態が浮き彫

りになった。特に、｢ 人間関係 ｣ に関する心配の

ポイントが高いこと、障害程度の重い人の社会

参加が困難なことが特徴的である。｢ 仲間ととも

に学ぶ ｣ という専攻科のような場があれば、障

害の軽重に関わらず、青年たちのニーズに合っ

た集団での取り組みを通じて、社会とつながり

を持てるし、個の課題に迫ることもできる。また、

専攻科は、教育や福祉の法律に依拠し、社会的

に認められた機関である。児相の役割を担うこ

とはできないが、関係機関に連携を呼びかける

要となることで、社会的な責任を果たせるので

はないかと考える。

Ⅳ．結論

　本研究の目的は、社会的困難を抱える青年へ

の進路支援の取り組みについて整理し、｢ 中間的

な学びの場 ｣ としての ｢ 専攻科 ｣ に求められる

役割と課題を明らかにすることである。以下、

｢ 送り出し ｣ と ｢ アフターフォロー ｣ の側面から

支援の現状と今後の展望について述べる。

１．進路支援の現状

　注目すべき点は三つある。

　第一は、学校及び施設で ｢ 社会へ送り出すに

あたって心配なこと ｣ に対して実施されている

具体的な取り組み内容の違いを整理できたこと

である。各学校 ･ 施設で、それぞれに工夫されて

いるのだが、必要だと思う支援と実際に取り組

んでいる内容に若干の乖離が見られた。それは、

日中の学びの場である学校と、暮らしの場であ

る入所施設の、教育及び支援の目的や活動時間

帯の違いからくる特長でもあり、施設 ･ 設備や職

員配置等、依拠する法律 ･ 制度によって異なる公

的な補助の面での制約の表れでもある。

　第二は、アフターフォローについて不十分だ

と感じている支援者が多く、現行の制度では限

界があることである。予測された結果ではある

が、今回の調査では、福祉協会が実施した『実

態調査』には記載されない現場の切実な声から、

支援していきたいという強い思いと、不十分さ

を解消するための課題を整理することができた。

　第三は、障害程度が軽く家庭基盤が弱い人の

課題が大きいことである。障害程度の重い人と

比較して、心配度もアフターフォローの実施度

も高かった。児相の管轄から成人の障害福祉サー

ビスへと移行するにあたり、児童福祉では重視

される ｢ 家庭基盤 ｣ の問題が、成人のサービス

では、児童ほど考慮されない実態がある。それ

が移行後の生活に影響を及ぼしていることも、

自由記述欄から整理できた。

　これら三点を踏まえ、青年期に必要な支援の

在り方として、教育と福祉の更なる連携を図る

ことが求められる。学校（教育）と施設（福祉）

が連携すれば、お互いの得意分野を活かして更

に有意義な活動の展開が期待できる。また、そ
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の成果を、各々の組織に持ち帰って日々の実践

にフィードバックできるし、その中で、生徒 ･ 入

所児の育ちを尊重した活動になっているかどう

か検証し合うことも可能である。ケース検討や

懇談会、進路支援などで連絡を取り合っている

と推察するが、｢ できるところを担う ｣ という形

で補い合う現状を一歩進めて、教育的機能の面

で連携し合う関係に高めたい。当事者にとって

のよりよい支援にもつながると考える。また、

｢ 教育と福祉の連携 ｣ を、特定の学校と施設の連

携といった狭い範囲にとどめず、新たな教育福

祉実践を生み出す原動力につなげていくことが

重要であると考える。

２．今後の展望－「中間的な学びの場」として

の ｢ 専攻科 ｣ に求められる役割と課題

　役割の第一は、｢ 専攻科 ｣ などの ｢ 中間的な学

びの場 ｣ を、アフターフォローを集団でおこな

う場と捉え、不足しがちなアフターフォローを

教育的に担っていくことである。

　第二は、第一の課題を踏まえた上で、学校教

育に限定されない、より現実的な ｢ 学びの場 ｣

を模索し、実践することである。筆者による別

の調査では、特に、障害程度が軽く家庭基盤の

弱い人たちに対し ｢ 中間的な学びの場 ｣ があれ

ばと願う支援者は、学校 ･ 施設ともに多かった。

その分析は別項に譲るが、本来なら、もっと時

間をかけて、ゆっくりと移行させたいところを、

諸事情で急がせているのが現状であろう。

　これらを踏まえ、今後の課題として二点が考

えられる。一つは、家庭基盤が弱くても利用で

きる形態での ｢中間的な学びの場 ｣の設置である。

学校教育を補完する教育福祉実践として ｢福祉型

専攻科 ｣が発生したように、工夫の余地はあると

考える。一例として、｢宿泊型自立訓練事業 ｣に教

育的機能を持たせ、２年間の教育プログラムを

確立することを提案したい。渡部（2013）は、

｢文教行政として学校型の高等部（高校）専攻科

を増設整備するという政策を採っていない

現時点では、学校型専攻科と『福祉事業型専攻科』

ないし『学びの作業所』の双方を連結させた『ハ

イブリッド方式』によって、ここしばらくは『障

がい青年の自分づくりと二重の移行支援』の実

践と仕組みを作っていく必要があろう ｣ と述べ

ているが、暮らしも巻き込んだ形でのハイブリッ

ドを模索してもよいのではないかと考える。

　学校専攻科の数は少ないが、措置延長が可能

であれば、施設入所を継続したままで通学でき

るとよい。また、福祉型専攻科が近くにあれば、

グループホームや成人の入所施設で暮らしなが

ら、高等部卒業後の日中活動の場として活用し

てほしい。報酬単価等を鑑みれば、日中と夜間

で同じ経営母体の事業所を利用することが望ま

しい場合もあろうが、専攻科在籍期間は、日中

の生活介護事業の部分に地域からの利用者を迎

え入れるなど、入所施設の側にも工夫の余地が

あるのではないだろうか。障害基礎年金の支給

は 20 歳からなので、家庭基盤が弱い人の場合、

グループホーム等の利用料を賄うために生活保

護を受給するケースもあるが、筆者の知る範囲

では、いくつかの自治体で生保受給者が高等部

卒業後、上級の学校に進むことが認められてい

なかった。しかし、福祉事業の利用であれば問

題はない。

　二つは、アフターフォローの実施内容から、

専攻科などの ｢ 中間的な学びの場 ｣ における教

育内容を見直していくことである。『障害者権利

条約』に謳われているように、知的障害があっ

ても、他の者（障害のない人たち）との平等を

基礎として高等教育を受ける権利がある。専攻

科は、仲間とともに楽しい青春時代を過ごす場

であるという強みを活かして、よりよい成人期

につなげるための力をつける場でもある。その

力には、心の成長、生活面でのスキルアップな

ど様々な側面があると推察されるが、本研究の

結果も反映できればと考える。

３．今後の研究課題

　本研究では、支援者を調査の対象としたが、当

事者から見たニーズという視点の調査も必要で
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あると考える。進路支援の在り方について、青

年期の学びについて、社会的困難を抱える当事

者、特に障害程度が軽い人たちがどう考え、ど

のような希望を持っているか、当事者の主体性

の発揮を促進する意味でも、本人への聞き取り

調査などを通して探っていきたい。

謝　辞

　調査にご協力いただきました障害児入所施設

および特別支援学校の皆さま方に、この場をお

借りして感謝申し上げます。貴重なご意見を聞

かせていただき、ありがとうございました。

＜参考文献＞

平井　威（2015）｢ 施設を出て地域で暮らすた

めに必要な支援とは何か２｣『明星大学研究紀

要－教育学部第 5 号』111 ～ 125

堀内浩美（2008）｢ 知的障害児施設における地

域移行支援に関する研究 ｣『社会福祉学第 49

巻第 2 号』58 － 69

伊藤修毅（2014）｢ 選抜式知的障害特別支援学

校高等部の現状 ｣『障害者問題研究第 42 巻第

1 号』10 － 17

喜多一憲他（2009）『児童養護と青年期の自立

支援　進路 ･ 進学問題を展望する』ミネルヴァ

書房

木全和巳（2013）　｢ 児童養護施設等から措置

された事例にみる知的障害児施設児童の実態

と実践課題 ｣『障害者問題研究 41 －１（通巻

153）』，74 － 79

公益財団法人日本知的障害者福祉協会ホーム

ページ（最終閲覧 2018 年８月 15 日）

厚生労働省ホームページ（最終閲覧 2018 年８

月 15 日）

小畑耕作（2006）｢ 養護学校高等部の現状と進

路実態から見た専攻科の意義 ｣『障害者問題研

究 38-2』92-99

丸山啓史（2015）｢ 知的障害のある青年の ｢ 学

びの場 ｣ としての自立訓練事業の役割 ｣『京都

教育大学教育実践研究紀要』抜刷

三木裕和 ､ 鳥取大学附属特別支援学校（2017）『七

転び八起きの ｢ 自分づくり ｣ ～知的障害青年

期教育と高等部専攻科の挑戦』今井出版

文部科学省ホームページ（最終閲覧 2018 年８

月 15 日）

小川利夫他（2001）『教育福祉論入門』光生館

2-9

坂井清泰（2000）｢ 養護学校高等部教育とトラ

ンジション ､ キャリア教育 ｣『特殊教育学研究

38（２）』83 － 93

白石恵理子（2006）｢18 歳から 20 歳へ - 青年

後期の発達 ｣『障害者問題研究 34-2（通巻

126）』110-117

田中良三（2006）｢ 障害児の教育年限の延長と

今後の展望 ｣『障害者問題研究 34-2（通巻

126）』8

渡部昭男（2009）『障がい青年の自分づくり　

青年期教育と二重の移行支援』日本標準

渡部昭男（2013）「障がい青年の自分づくりと

二重の移行支援」『福祉事業型 ｢ 専攻科 ｣ エコー

ル KOBE の挑戦』クリエイツかもがわ ,183

－ 209

全国専攻科（特別ニーズ教育）研究会編『もっ

と勉強したい！　障がい青年の生活を豊かに

する学びと ｢ 専攻科 ｣』クリエイツかもがわ

1）第一 ｢ 養護学校義務制 ｣（～ 1979 年）、第二

｢ 高等部全入 ｣（1980 ～ 1990 年代）に続き、

｢ 教育年限の延長 ｣ が、特別支援教育の第三の扉

として障害児の教育権保障運動に位置づけられ、

2000 年代以降 ｢ 全国専攻科（特別ニーズ教育）

研究会 ｣ を中心に実践 ･ 研究 ･ 運動の側面から取

り組みが進められている。田中（2006）は、こ

れらの扉について「三つの歴史的発展段階とし

て捕らえることができると」と述べている。

2）　「福祉事業型専攻科」は独自の表現で , 正確

には障害者総合支援法によって定められた第２

56 5756



種社会福祉事業である。

3）児童福祉法 63 条２項の撤廃により、障害児

入所施設における 18 歳以降の措置延長が認め

られなくなった。18 歳以上の障害者については、

大人としてふさわしい支援を提供するため障害

者施策で対応されることとなった。ただちに成

人施設の指定基準を満たすことが困難な場合も

あるため、入所している 18 歳以上の人が退所さ

せられることのないよう平成 30 年 3 月末日まで

は ｢ みなし規定 ｣ の期間となっていた。その後、

障害福祉サービスでの支援提供の場が不足して

いることを鑑み、平成 29 年３月開催の障害保健

福祉関係主管課長会議において ｢ みなし規定 ｣

の期間が平成 33 年 3 月末まで延長されている。

4）児童養護施設入所児童等調査結果（平成 27

年 1 月 ､ 厚生労働省雇用均等 ･ 児童家庭局）

5）特別支援学校高等部の抱える課題として、軽

度児の増加、選抜式 ･ 職業準備教育重視の教育課

程、そのことによって生じる ｢ 発達上のゆがみ ｣

を挙げている。

56 5756



5858 5958



0 日・0 か月死亡事例の未然防止に関する一考察

Consideration of prevention in a case of infant mortality in the first day 

or month of life.

眞口　良美

聖隷クリストファー大学大学院　社会福祉学研究科　博士後期課程　眞口良美　008965

１　研究の背景

　なぜ、自ら産んだ子を、その直後に殺さなけ

ればならなかったのだろうか。どのような事情

からそのような惨事に至るのか、筆者の経験か

らは、到底想像がつかない。新生児遺棄事件は、

現在に始まったものではなく、近年は未然防止

への取り組みが進められている中で、事件は繰

り返されている。直近の事件では、2018 年 6 月

にコインロッカー内で新生児の遺体が発見され

ている１）。加害者となる母は、漫画喫茶店内で出

産したが、産声があがると周囲にばれると思い

殺したと供述している。

　周知のとおり、我が国は世界で新生児死亡率

が最も低い国である。先端の医療機器が発達し、

妊婦健康診査等の地域保健医療、資金面での公

的支援制度もある。そうした社会にありながら、

なぜ母親は危険な場所で独りで出産し、直後に

周囲の目を気にして子を殺し、遺棄してしまう

のだろうか。事件の加害者となる母親のうち、

それらの社会の動きや制度を知りながらも事件

に至る者もいる。問題は医療の充実や経済的な

制度では解決しないところにあるのではないだ

Abstract

This study analyzed the background to a case of infant mortality in the first day or 

month of life to identify associated factors. This was done with the aim of elucidating 

preventive measures against such deaths, as well as measures for helping the affected 

family with difficulties encountered in the community.

The community and supporters need to have an in depth understanding of the woman’

s background for prevention.

Keywords

嬰児殺し neonaticide，児童虐待 child abuse．

論　文
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ろうか。

　本研究の出発点は、再び事件を起こさないた

めに、母親の背後には何があったのかを把握し、

社会福祉は何をしなくてはならないかを考える

ところにある。

　ちなみに厚生労働省は「子ども虐待による死

亡事例等の検証結果等について（以下検証委員

会報告２）」、第 1 次報告（厚生労働省 2005）か

ら第 13 次報告（厚生労働省 2017）を公表して

いる。新生児殺は、検証委員会報告の中で、0 日・

0 か月児死亡事例について（心中以外の虐待死）

として毎年報告されている。第 1 次から第 13 次

からみいだせる実態としては、虐待死亡事例全

体に対する 0 日・0 か月児死亡事例の割合は約 2

割をしめている。

　厚生労働省は、この実態から「妊婦等自身か

らの相談を待つだけでなく、支援を要する妊婦

等に積極的にアプローチすることが必要であり、

その前提として、そうした妊婦等を把握しやす

い機関等からの連絡をうけて、市町村がその状

況を把握し、妊娠期からの必要な支援につなぐ

ことが重要である。このため、支援を要する妊

婦等に日ごろから接する機会の多い、医療機関、

児童福祉施設、学校等が、支援を要する妊婦等

を把握した場合には、その情報を市町村に提供

するよう努めることとする３）」とした。

　また、「地域のつながりの希薄化等により、妊

産婦・母親の孤立感や負担感が高まっている中、

妊娠期から子育て期までの支援は、関係機関が

連携し、切れ目のない支援を実施することが重

要となっている４）。」とし、「子育て世代包括支援

センター」の法定化を盛り込み、2016 年児童福

祉法の改正５）が行われたところである。

　実際、検証委員会報告で、実母の妊娠期の問

題について、母子手帳の未発行が 75％（第 9 次

報告　2013 ～第 11 次報告　2015 の累計より

算出）、妊婦健康診査未受診は 79％（前述と同様）

という高い割合で報告されている。加えて、0 日

児死亡事例については、医療機関での出産が過

去 0 例、0 か月児死亡事例についても 11 例となっ

ている。これは医療機関への受診自体が行われ

ていない状況を示している。現状から考えると、

今般の児童福祉法改正による、医療機関、地域

の公的機関からの情報提供の明言は効力を発揮

するかどうかは、今後の課題と言える。

　加えて、0 日・0 か月児死亡事例は児童虐待で

あるとともに、刑事事件である。特に、検証委

員会報告からの実態からも加害者が実母である

事例は 9 割を超える。それに対して、実父とな

る男性はその 7 割の存在が確認できない。これ

は明らかにその特殊性から女性たちが犯罪者と

いう犠牲者になっている問題であると換言でき

よう。事件の未然防止には、実態から事件の要

因を捉える必要があると考える。

　

２　研究目的

　本研究の起点は、X 年 X 月 Q 県 Q 市で、新生

児 5 遺体がみつかった事件にある。メディア等

の報道によると、警察に対し近隣住民から「臨

月ほどの大きさだった女性のおなかが急にへこ

んだのに赤ちゃんの姿が見当たらない」と、情

報提供があり事件が発覚した６）。約 10 年の間に

5 人の子どもを出産、遺棄していた事がのちの調

査で判明した。事件前に複数の公的機関が加害

者 A（以下 A さん）に対し面会、訪問し、妊娠

の有無を確認していたが、A さんは妊娠の事実

を否定していた。A さんは新生児を遺棄した理

由について、「いらない子だったから」、公判で

は「出産前から殺害するつもりだった」という

趣旨の供述をしていることが報じられている７）。

　この事件は一見すると反社会的な事件として

捉えられるが、それは本質ではないと考える。

確かに事件は悲惨で、殺害され遺棄された複数

の子の人権を甚大に侵害した。当時多くのメディ

アでもとりあげられ、強く母 A さんを非難した。

　だが、刑事罰だけではこうした事件は防止で

きない、既存の法制度でも防止に至らない事か

ら、事件を再考する必要があると考える。特に
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この事例については、子育て中の A さんが、複

数回遺棄をしていることから、同様の事件の縮

図であると言える。また、過去に遺棄が複数回

ある事例は、検証委員会報告第 1 次報告～第 10

次報告のうち、0 日児事例 94 人に対し 13 人、0

か月児事例 17 人に対し 1 人であり、件数として

は少ないが、決して「特殊な事例」とまでは言

い切れないのである。

　本研究では、前述の 1 事例を分析し、発生要

因を捉え、事件を未然防止する要因の検討及び、

行政、福祉をはじめとする支援者の在り方につ

いて考察する。また、A さんとその家族が地域

生活を送るうえで予想される困難の防止・対策

を検討することを目的とする。

　

３　０日・０か月児死亡事例の歴史的変遷

　近世において嬰児殺は、「間引き」として行わ

れてきた。対象となった子の多くは、難産や早

産双子等、脆弱性を持つ存在であり、女性の労

働力の確保と「家」の存続を目的に「間引き」

が行われてきたのである。それには、夫、家族

が生かすかどうかの選択に関わっていた。また、

産婆をはじめとする共同体の関与があった。対し

て公権力は人口増加政策の観点から、妊娠、出

産管理政策をとるようになった。間引きは家の

存続、子孫の将来に関わると説き、罪であると

した。それは、女性に出産の責任を持たせ、共

同体による間引きの選択を解体させることに繋

がったのである。

　明治以降の生殖統制は出生の増強、富国強兵

を図ることを目的に行われた。近代医療が導入

され、女性と共同体が管理していた出産が、他者・

国家の管理下に置かれるようになり、子の生存

の意思決定は「妻」が担うようになる。

　昭和期以降は、「母性」の概念が出現し、女性

は「母性」に基づいた母という役割が形成され

ていく。それは、自分を犠牲にしてでも「子」

への世話を優先するという価値観である。その

価値観が定着していくにつれ、嬰児殺は、「母性

の欠如」に問題が焦点化され、男性たち（父親

たち）の責任は問われなかったのである。

　近代から現代までの嬰児殺に関する変化は、そ

の事件に関わる人が変化したと言える。「命」の

管理は共同体から「妻」という個人にその責任

が課せられ、「母性」をキーワードに男性の関与

が希薄になった。0 日児・0 か月死亡事例に男性

の関与がなく、多くは女性が加害者になってい

ることと関連性を持つのではないだろうか。　

４　先行研究の状況

　我が国における先行研究を概観すると、①実

態把握の研究、②精神医学・精神保健領域から

の研究、③社会学・社会福祉学領域からの研究、

④母子保健領域からの研究に大別できる。

　①実態把握の研究について、戦後からこれまで

に行われてきた、嬰児殺について統計的解析の

可能な事例数を集めた研究は 4 件（植松 1951；

厚生省・児童家庭局  1974；土屋・佐藤  1974；

田口　2007）である。

　②精神医学・精神保健の領域からは精神医学

的問題を整理した研究（稲村　1975）、嬰児殺の

動機に関する研究（福島　1976；作田　1980）

がある。また、子の人権に対する意識の低さに

言及した研究（長谷川寿・長谷川眞　2000）、精

神疾患に起因した嬰児殺の研究（新井　1989）

がある。

　③社会学・社会福祉学領域からは、子ども虐

待死過程には、家族と地域社会の連帯の希薄さ

が背景にあることを指摘している（鈴木ら　

2008）。

　④母子保健領域からは、（澤口ら　2015）が諸

外国妊娠期からのケアを比較し、里親や養子縁

組の理解促進、妊婦を孤立させない支援体制が

必要であるとしている。

　以上から、嬰児殺に関する研究は、戦後より

焦点が当てられてきた問題である。これまでの

研究では、30 代までの若い女性が主に父となる

男性との関係の破綻、又は経済問題を抱え、中
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絶不可能な状況に陥ったときに事件が起きる傾

向がある。女性の特徴としては、学歴が低いも

のが多く、有職者であっても非正規雇用のサー

ビス業等の不安定で低賃金労働者が多い。家族

内に成員の欠損を抱えている者が少なくなく、

妊娠を身内にさえ隠し通し、出産前から犯行を

計画している場合もある。父となる男性の特徴

も同様に概して学歴が低く低賃金労働者が多い

ことが明らかとなった。

　また、ほとんどの先行研究で、社会制度の活

用、ケースワーカーを中心とする相談支援の拡

充、周知が事件対策として挙げられている。そ

うした内容は、国、自治体、NPO 法人などによ

り現時点も取り組まれている。それでもなお一

定数の新生児殺・遺棄事件が起こっている。尊

い子の命は尊重されず、女性は加害者という被

害者に陥っている。望まない妊娠にある女性が、

相談場所はあっても相談できない理由が明らか

にされていないのである。本研究では、望まな

い妊娠をした女性が相談できない理由について

究明する。

５　研究方法

　研究対象は、すでに刑事事件として判決が確

定し、メディアで報道された 0 日・0 か月児死

亡事例として公表されている 1 事件８）を対象

とする。分析に用いたデータは次の通りである。

裁判記録閲覧９）、新聞報道記事 10）、インターネッ

ト情報 11）によりデータを収集した。分析方法は、

A さんの家族を一つのシステムとしたとき、A

家の家族成員にどのような相互作用が起きてい

たかについて、家族システム論の階層・パワー

の概念を用い分析した。また、A さんと地域社

会との関係性を明らかにするために、全体の構

造を、生態学的システム理論を用い分析した。

　分析にあたり、「いらない子」「殺害するつも

り」のことばの背景を中心とした「A さんの理

解」、なぜ A さんが地域社会から孤立し、社会関

係が欠如した中で生活していたかを踏まえた「地

域の役割」の検討、そして、A さんの家族が事

件後地域で生活するうえで予想される困難の防

止・対策を中心とした「家族の将来」の 3 点に

着目する。

６　事例概要

（１）本人歴

　2 同胞中の第 1 子長女として出生する。小学

校時に両親が離婚し、両親の離婚後は母と弟と

同居する。中学時にいじめを経験し、人を信頼

することができなくなる。高校時に母が他界し、

父と弟と同居を開始する。高校卒業後、就職の

ために一度離家するが、3 か月後に退職し、弟と

父と再度同居する。再就職後、20 歳時に交際相

手との間に長男を妊娠する。結婚後も夫とは別

居し、長男出生後も実家で生活を継続する。4 年

後実家で夫と同居生活を開始する。1 年後離婚し、

収入が途絶えたため、日払いの仕事に勤務する。

次第に生活費の補てんのため、出会い系サイト

を通じ収入を得ていたことが推察される。

（２）家族歴

父：A さんと同居。勤務していた会社の倒産後、

仕事を探すも見つからないまま生活する。A

さん長男の育児、A 家の家事を中心となって

行う。

母：A さんが小学生時に A さんの父と離婚する。

離婚後は A さんと弟と生活する。A さんが高

校時に死亡している。

弟：A さんと同居。仕事をしていない期間があっ

たが、A さんの離婚後就労するが、A 家から

独立し生活したことがない。

長男：中学生（特別支援教育が必要と思われる

状態と推察される）。

（３）虐待までの背景と虐待の状況

　4 年間の別居を経て、A さん家族と夫が同居

を開始するが、当時収入を得ていたのは、A さ

んの夫のみであり、夫が A 家を養う形になった。
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夫と父の間で金銭管理や生活形態に疑問が生じ

約 1 年後離婚となる。

　離婚時に、A さんは父と子、弟を養うと決断

する。幼少期に両親の離婚を経験した A さんは、

今回自分も離婚してしまい、自分の子どもに自

分と同じ思いはさせたくない、家族 4 人で暮ら

していくのが一番だと考えた。

　当時の生活費は、養育費、母子手当、児童手

当合わせて 10 万円弱。生活費が足りないため、

短時間で高収入が得られる日払いの仕事に就く。

家族に対して、その仕事に従事していることは

家族が「悲しむから」という理由で伝えていな

かった。

　夫の離職を機に養育費の支払いが無くなり、A

さんの給与も下がった為、福祉事務所に相談。

弟が就労しているため、弟に面倒を見てもらう

よう助言を受ける。公的制度に頼れないと感じ、

日払いの仕事の勤務に加え出会い系サイトを通

じ収入を得るようになったと推察される。

　しばらくして、妊娠したため、中絶の予約を

するも金銭の工面が出来ずに自宅で出産し、遺

体を物置に遺棄した。27 歳から 31 歳頃まで

合わせて 4 度妊娠し、遺棄することを繰り返す。

33 歳時再度妊娠する。この際、近所の通報を

受けた保健センター等の公的機関が妊娠の可能

性を把握するため家庭訪問を実施したが、A さ

んは妊娠の事実を否定する。しかし同月、女児

を出産し、殺害する。遺体を押し入れに隠して

放置した。その後再度保健センターの訪問を受

け、A さんの様子の変化を把握し、その後、警

察が A さん宅を訪問し、事情聴取をしたことか

ら、虐待が発覚した。

（４）地域の様子と対応

　Q 県 Q 市は人口 4 万人弱の市であり、農業、

水産業、それに関連する製造業を主要産業とし

ている。Q 市内には就職口もさほど多くなく、

正社員でも月収 10 万円代のものが多い。町の経

済は低水準であるが、海と山に囲まれ温暖な気

候に恵まれた穏やかで静かな場所である。報道

では、近隣住民が、A さんが何度か妊娠してい

る可能性を疑問視する声があったことが伝えら

れている。

　事件前、地区の児童委員より保健センターに

連絡が入る。内容は、「おなかの大きな女性がい

るが、妊娠しているのではないか」という話で

あった。同様の通報は、A さんが 3 回目の出産

前にもあった。その時は、「おなかの大きい女性

がいたが、最近会うとお腹が小さくなっていた」

という内容であった。保健センターは、A さん

についての最初の通報時に無戸籍の可能性を考

え、長男の学校を通じ A さんに妊娠の有無を確

認した。しかし、A さんは妊娠の事実を否定した。

「病気のせいでお腹が膨らんでいただけ」と説明

があった。それ以上はプライバシーの関係上詳

しい調査を行うことはできなかったようである。

　A さんが妊娠の事実を否定していることから、

保健センターは Q 市で開催されている要保護児

童対策地域協議会に報告する。各機関を交えて

対応方法を検討したが、具体的な解決案は出ず、

行政側から強制的に A さんに介入することはで

きないという結論に至った。そのため、保健セ

ンターとして、検診の案内という名目で、A さ

ん宅を訪問。A さんと接触することを試みた。A

さんに妊娠の有無を確認する質問をするが、A

さんは不機嫌そうな様子で否定した。保健セ

ンターは妊娠の可能性が大きいと捉えていたが、

この時点で A さんとの関係が切れてしまうのを

防ぐため、再度訪問の実施を提案したという。

　10 日後、保健センターが再度 A さん宅に訪問

した際、A さんのお腹は明らかにへこんでいた

ことを確認した。保健センターより、要保護児

童対策協議会に出席していた児童相談所や警察

に経過を報告する。警察が A さん宅を訪問、事

情聴取を行い事件の発覚に至った。
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７　事例分析

（１）A さんの生育歴から見る家族構造の変化

a．幼少期（両親の離婚前）

　A さんは小学校の頃に両親が離婚している。

二者間の中で緊張が高まると、第三者を巻き込

むことで、二者間の情動的緊張の緩和が起こる

ために三角関係化が起こりやすい。三角関係化

に巻き込まれた子どもは、親の感情の揺れに曝

され、他の対人交流の機会を奪われる結果、分

化度の低い社会化の経験を欠いた成長を遂げや

すい。

　幼少期の A さんの両親は葛藤を抱えていたた

め、A さんを巻き込んだ三者関係を形成してい

た可能性が高い。このころから A さんは自分に

ついて葛藤を抱えるようになったと思われる。

b．幼少期（両親の離婚後）

　母は、離婚後、子どもを 2 人引き取っている

ため、就労などで不在がちであった可能性が高

い。そのため、A さんが、弟の世話を焼く代理

親として機能していたと考える。

　親は代理親には権限は持たせないが、トラブ

ルが起こったときには、代理親を非難する。

　母と A さんとの関係は、融合的敵対関係にあっ

たと考える。このころから A さんは家庭内で重

要な人物に内緒で重要な問題を処理することを

体得していったと考える。

c．父との再同居

母が他界後、A さんは強い不安にさらされた

であろうことは容易に想像できる。一度は、別

居した父に対し、受け入れてもらうことができ

るかどうかわからない。高校生の自分と弟のこ

の先の生活を思案し、過度の恐れを抱いていた

と考える。だが、しばらく疎遠にしていた父が、

受け入れてくれることにより、安定した三者関

係が形成される。継続して代理親の役割を取っ

ていたが、母と違い、多くを求められることも

なく、この時 A さんはやっと葛藤のない、自分

を受け入れてくれる、安定した家族を手に入れ

たと感じたと思われる。

ｄ．結婚

　A さんは高校卒業後 2 回家を離れて生活する

が、2 回とも職場に定着し、原家族を離れて自己

を分化していく経緯をたどれなかった。

相手の両親との同居が嫌で、夫が家を借りると

言ってくれたのでそれを待っていたが、　同居ま

でに 4 年かかっている。そこから A さんは、夫

にとって、生活を共にするほど A さんと子ども
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そこから A さんは，夫にとって，生活を
共にするほど A さんと子どもは必要では 

ないというメッセージを感じたのではないだろうか．  
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は必要ではないというメッセージを感じたので

はないだろうか。　

　そのような中、A さんと父の関係は徐々に自

我の境界を失っていった。父も A さんと息子の

安定した暮らしに安堵していたのではないだろ

うか。また、弟の自立もめどが立たず、父は A

さんがいなくなると、家庭が維持できないと考

えていたのではないだろうか。

e．同居

　A 家の同居が開始。一番権力を持っているの

は、唯一収入のある夫である。しかし、A さん

は父と融合する関係にあり、4 年間離れて暮らし

ていた夫との関係は疎遠と考える。父と夫との

間で権力争いがあり、父と A さんの間で世代間

連合が組まれている。本来、A さんと夫が連合

を組み、子どもに対してお互いに親密な関係を

持つ事で、家族が機能するが A さんは新たに夫

と家族を築くステージに移行できなかったと考

える。

ｆ．離婚後から事件当時

　離婚後の A 家のパワー構造は、人に頼らず、

自分で収入を得ると決めた、A さんが権力を持

つ。夫に受け入れられなかった体験をもち、こ

れまで代理親の役割をとり続けてきた A さんは、

自己分化度が低く、父を助け、家族 4 人の生活

を維持したいと考えるようになる。家族内で階

層が上になることは、自分の価値を高めること

になる。

　また、収入がある限り、家族から見放されな

いという安心感が得られる。A さんはこの安定

した関係をどうしても維持したかったのではな

いだろうか。

　この関係は新しい成員が加入することによっ

て崩れる可能性が高い。よって意識的に無意識

的に新たに参入しようとする成員（赤ちゃん）

を抹殺した可能性はなくはないと考えられる。

（２）A さんと地域の関係性について

　ここでは、環境の中心に A さんを据え、環境

が A さんに与えていた影響を分析する。事件当

時の A さんと直接関係がある環境をマイクロシ

ステム、マイクロシステム間の関係をメゾシス

テム、A さんと直接関わりはないが、間接的に

影響を与えていた関係をエクソシステムとして

捉え、以下に得られた結果を示す。

　マイクロシステムは「家族」、「仕事」、「特別

な支援を要する長男の学校」、「近隣住民」、「福

祉事務所・市役所」とした。そこから見出され

た A さんへの影響は『自分は無価値である』、『役

割や条件を満たさないと認めてもらえない』を

主軸とした円環的因果関係である。
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る。エクソシステムは「保健センターと近隣住

民」「保健センターと特別な支援を要する長男の

学校」「保健センターと福祉事務所・市役所」と

した。そこから見出された A さんへの影響は『監

視』である。A さんと家族は近隣や行政から守

られると言うよりも、監視され非難される対象

であり、それゆえに家族の凝集性を強めざるを

得なかった背景が示唆される。

8　考察

（１）事件を未然防止する要因　A さんの「いら

ない子」「殺害するつもり」に込めた意味

　これまで何度となく A 家の家族システムは解

体し、再構築を迫られた。A さんは母から代理

親を要求され（でなければ見放されるメッセー

ジを感じ取り）、夫からは見放された。家族シス

テムが変化するたびに周囲の大人から自分は「い

らない子」と思われているのではないかと感じ

取ってきたのではないだろうか。　

　A さんの「いらない子」「殺害するつもり」は、

A 家の中に存在するためには、母親であっては

ならない、女性であってはならない、あるいは

娘であってはならない自己認識から生まれ出た

言葉ではないか。その自己認識は A さんを一家

の主であり、稼ぎ頭であり、家族の意思決定の

中心にした。A さんは A さんのままでは存在で

きず、A 家を維持していく強固な自意識を持っ

ていたことがしのばれる。それは母となる者と

は真逆の様態であり、それに戸惑い、苦しんだ

のは他でもない A さん自身ではないだろうか。

　事件の未然防止には、混乱のない家族組織の

階層が必要であり、家族成員が安定した生活が

営める家族機能が必要である。

（２）行政・福祉をはじめとする支援者の在り方

についての考察　地域の役割について

　A さんは第 2 子妊娠の際、中絶を希望して産

婦人科に訪れている。費用がなく中絶はできな

かったが、問診時に産婦人科は A さんの困窮し

た状態を捉える機会はなかったのだろうか。ま

た、離婚から生活苦になったとき A さんは生活

保護の申請に行っている。その際、福祉事務所は、

A さん家庭の生活状況を的確に判断したのだろ

うか。経済的に生活が苦しく、家族の世話に負

担感を抱えていた A 家にとって、子育ては無理

な状況であったと考える。その中で、地域が提

供可能な社会資源、例えば、経済的支援の制度

利用や長男の福祉サービス利用に向けた支援、A

さん、弟に対する若年者向けの就労支援サービ

スの提案ができたのではないだろうか。A 家を

地域で支えるための対応が得られなかったこと

に対し、A さんは地域社会に対し怒りと同時に

見放されたと感じたのではないだろうか。

　A さんは逮捕直前の妊娠時、妊娠を周囲に打

ち明けても良いのではないかと考え始めていた。

しかし、保健センターの訪問の際、自分を取り

巻く環境から『監視』のメッセージを感じ、現

実に戻ったのではないだろうか。過去の行いが

発覚し今の生活を失うことは、A さんにとって

殺害されるに等しい苦痛だった。なぜなら父も

弟も長男も、犠牲にした 5 人の子らも、そして

自分自身も、地域にとって「いらない存在」で

しかなかったことが、現実のものとなるからで

ある。

（３）A さんの家族が事件後地域で生活するうえ

で予想される困難の防止・対策

　A 家は事件後、報道関係者からの追求により、

住んでいた家を出て別々の生活を余儀なくされ

た。一度事件として報道されると、その情報は

全国に広がり、加害者の家族は職を失い住居を

失い社会での居場所が縮小されてしまう。イン

ターネットはそれを強化し、事件を風化させる

ことを許さない。それを変えていくには、A さ

んが経済的に困窮し、他者との関係を何度も喪

失し、地域の価値観の枠組みから外れ、排除の

対象となり、無気力な状態にあったことを深く

理解しなければならない。必要なのは「監視の目」
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ではなく、「関わりの芽（目）」をわれわれ関係

者が意識して持とうとすることではないか。A

さんの苦しみを、支援者が言葉にできれば違う

結果があったのではないだろうか。

９　結論

　本研究では、公的機関の関与がありながら 0

日児死亡事例が発生していることが明らかと

なった。現行の公的機関の関与次第で、事件を

未然防止できる可能性があるといえる。新たに

制度を設けても、相談者への理解がなければ機

関は機能しないことに繋がると考える。

　本来女性である母親は産むことと育てること

は連続しており、それが不連続の状況は、母親

であることを社会的・家庭的に許されない環境

に生きていると考える。女性として、母親とし

て「産み・育てる」ことを社会的・環境的条件

を整えていく必要があると考える。今後は、子

の福祉を優先する母子支援の新たな枠組みの検

討が求められるのではないか。子を殺さなくて

もよい社会にすることこそが求められていると

考える。

10　研究の限界と今後の課題

　本研究の限界は分析対象が 1 事例であり、本

研究で得られた知見が他の事例と同様であると

言えない点にある。また、具体的な未然防止策

への検討に至らなかった。これらを今後の課題

とし、0 日・0 か月児死亡事例の未然防止に対す

る研究を深めていきたい。

付記：本研究は、聖隷クリストファー大学大学

院社会福祉学研究科 2017 年度修士論文の一

部を再構成したものである。
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者の皆様、執筆にご助言をくださいました聖
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ソーシャルワークにおける「スピリチュアルペイン」への接近方法－
「スピリチュアリティ」を鍵とする援助における二つの流れの対比から

A Study of Approaching to Spiritual Pain in Social Work, 

Based upon a Comparison of Two Trends on Spirituality-oriented Helping．

森川　和珠

日本福祉大学　福祉社会開発研究科　社会福祉学専攻　博士課程　009464

Ⅰ．本研究における問題意識、目的と方法

１．問題意識

　スピリチュアリティをケアや支援の鍵とする

福祉実践について、深谷は「スピリチュアリティ

を志向する援助」と呼び、現時点で二つの流れ

があるとする（深谷 2013:127）。ひとつはホス

ピス・緩和ケアへの関心から導入された医療・看

護におけるスピリチュアルケアからの流れであ

る。もうひとつは北米ソーシャルワークにおけ

るスピリチュアリティ復興の流れを受けたもの

であり、その代表はカンダらによる Spiritually

　Sensitive　Social　Work（スピリチュアリ

ティに配慮したソーシャルワーク、以下 SSSW）

である。

　両者はそのアプローチに違いがあり、医療的

なスピリチュアルケアはスピリチュアルペイン

のケアを重視し、SSSW はスピリチュアリティ

を尊重したエンパワメントを重視するという特

徴がある。日本ではいずれも導入期ながら、医

療的なスピリチュアルケアの方が優勢であり、

福祉分野でも高齢者のターミナルケアや認知症

ケアで応用されているが、SSSW については

ほとんど知られていないのが現状である（深谷

2013:127）。

Abstract

There are two trends in the spirituality-oriented helping. One is Spiritual Care 

introduced into the medical care from the increasing interest onto the palliative care. 

The other is Spiritually Sensitive Social Work (SSSW) as a resulting movement of the 

spirituality in North America. Spiritual care focuses on the spiritual pain, while the 

SSSW emphasizes the spirituality. This study clarifies the possibilities and challenges of 

Approaching to Spiritual Pain in Social Work through an examination of the assessment.

Keywords

spirituality,   spiritual care,  spiritual pain,  spiritually sensitive social work,   assessment

論　文
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　しかし、ソーシャルワークにおいてもスピリ

チュアリティを鍵とした支援は必要である。筆者

は日本スピリチュアルケア学会認定の専門資格

を持つスピリチュアルケア師だが、介護支援専

門員として高齢者福祉に携わりながら、同時に

スピリチュアルケア師の養成やホスピスボラン

ティア、スピリチュアルケア普及のための NPO

代表などを務めている。これらを通じて出会う

人々の多くは、病や死だけでなく、老いや介護、

貧困や孤立、差別や障がいなどソーシャルワー

クが対象とする問題を抱えており、その奥には

生きづらさというスピリチュアルペインがある。

こうした状況に対し、主に終末期を対象として

きた医療的なスピリチュアルケアの文脈では限

界がある。困難を抱えながら「それでも生きて

いく」ために、その人が生きる力を自ら培って

いけるような支援が求められている。ストレン

グス視点とエンパワメントアプローチを重視す

る SSSW は、こうした要請に応えるひとつの方

法であり、これをスピリチュアルペインへのケ

アを重視する医療的なスピリチュアルケアと合

わせて検討することで、新たな実践への道筋も

拓けるのではないか。

　本研究では、医療的なスピリチュアルケアと

SSSW では、その強みと弱みが補完関係にある

と考え、それぞれの強みを生かしたソーシャル

ワークの実現について考察する。この点について

は、藤井や深谷が理論的な先行研究を展開して

いるが、本研究ではもう一歩進め、より実践的

な段階に近づけたいと考えた。そのため本研究

では、医療的なスピリチュアルケアにおいては

重視されるが、SSSW では顧みられないスピリ

チュアルペインの概念に注目し、これを SSSW

に取りいれる必要を考察する。その方法として、

スピリチュアルケアにおいても SSSW において

も共通するプロセスで、かつ、ケアや支援の方

向づけに重要な役割を果たすアセスメントを手

がかりとして提案し検討する。

２．目的と方法

　本研究の目的は、スピリチュアリティを鍵と

する援助における二つの流れを整理し、その特

徴をスピリチュアルペインに注目して考察した

上で、それぞれの特徴を生かしたソーシャルワー

クの実現について、アセスメントを手がかりに

検討し、その可能性と課題を明らかにすること

である。

　方法としては文献研究による概念整理を行う。

現時点でスピリチュアリティを鍵とする援助に

おける二つの流れについての先行研究は少なく、

SSSW の周知も進んでいない。よって、まずは

本研究にて文献研究から概念整理を行うことが

必要と考えた。

　主な検討課題は 3 点ある。第 1 に、スピリ

チュアリティを鍵とする援助の二つの流れであ

る、医療的なスピリチュアルケアと北米ソーシャ

ルワークからの SSSW について、それぞれの系

譜を時代的な背景とともに整理する。第 2 に両

者のアプローチの違いを主にスピリチュアルペ

インから整理し、SSSW におけるスピリチュア

ルペイン視点の重要性を明らかにする。第 3 に、

スピリチュアルペイン視点を備えた SSSW の実

現について、アセスメントを手がかりにして考

察し、その可能性と課題を整理する。

Ⅱ．「スピリチュアリティ」を鍵とする援助にお

ける二つの流れ

１．医療的なスピリチュアルケア

　医療的なスピリチュアルケアはホスピス・緩

和ケアへの関心の高まりとともに始まる。これ

は 1960 年代にソンダースが、がん末期の患者

の苦痛を「全人的苦痛 / トータルペイン」と表

したことに端がある（Saunders1964）。日本で

は柏木が 1970 年代からがん末期の患者のニー

ズを「精神的必要」「社会的必要」「宗教的必要」

と呼び、独自のチームアプローチを始め、1984

年には柏木のいた淀川キリスト教病院で日本最

初のホスピスが設立された（柏木 1978:5）　（島
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薗 2007:20）。

　この背景には、20 世紀科学の発展がある。ス

ピリチュアルケアはもともとキリスト教におけ

る臨終のケアが基であり、病気や死とスピリチュ

アリティは近しい関係にあった。客観的かつ合

理的な近代科学的アプローチはスピリチュアリ

ティを切り落とし、医療技術は目覚ましく進歩

する。それはやがて、いわゆる延命治療の是非や

尊厳死といった問題を惹起するとともに、近代科

学的思考では人の死生をとらえきれない状況を

生み出し、死にゆく者へのケアとスピリチュアリ

ティへの関心を再起した（島薗 2007:280-284）。

その流れのなか、WHO は 1999 年の総会で健康

の定義に「spiritual」と「dynamic」を加え「健

康とは、身体的に、精神的に、スピリチュアル

に、社会的に完全に良好な動的状態であり、単

に病気でないとか弱っていないということでは

ない。」とする案を提出し、これによりスピリチュ

アリティはより一層注目されるようになったの

である（訳傍線筆者）1）。　

　宗教的ケアとしてのスピリチュアルケアは、

この間もパストラルケアとして病院チャプレン

等によりキリスト教系病院等で実践されていた。

しかし、医療的なスピリチュアルケアは宗教的

関心を経由せずホスピス・緩和ケアに導入され、

医療者によるケアのひとつとして広まっていく。

宗教的な感受性と重なるスピリチュアリティで

はなく、ソンダースのトータルペインから入り、

ケアの対象を患者のスピリチュアルペインに焦

点化する傾向も強まる。こうして医療的なスピ

リチュアルケアは、スピリチュアルペインのケ

アをアプローチの特徴として、後述の村田理論

を代表に強化されていく。

２．スピリチュアリティに配慮したソーシャル

ワーク（SSSW）

　ソーシャルワークはもともとキリスト教会に

よる慈善活動や牧会的訪問活動から出発し、ス

ピリチュアリティと深い関わりを持っていた（深

谷・柴田 2008:10）。しかし、ソーシャルワー

クもまた近代科学的なアプローチの影響を受け、

1920 年代以降、社会主義やフロイト主義、行動

主義などによる世俗化と専門化が進んだ。この

時期は科学的なエビデンスから実践基盤を得る

ことが期待されると同時に、宗教を基盤とした

ソーシャルワークへの疑問と政教分離への関心

が高まり、スピリチュアリティは隅に追いやら

れる（Canda&Furman=2014:161-164）。

　ところがその後、ここでも科学的な専門深化

に対する反動が起こり、1980 年代に入ると、よ

りジェネリックでホリスティックなソーシャル

ワークが求められるようになり、スピリチュアリ

ティへの関心もここで復活する（木原 2003:36、

Canda&Furman=2014:164-165）。1990 年 に

はカンダらが「スピリチュアリティとソーシャ

ル ワ ー ク 学 会 」（Society for Spirituality and 

Social Work）を設立し、SSSW の研究や実践

が増加する（Canda&Furman=2014:165-168）。

日本ではカンダと親交のあった木原がこれを紹

介し、カンダらの主要著作を翻訳出版している

（木原 2003）（Canda&Furman=2014）。

　WHO の健康概念との関連で言えば、近代科学

における心身二元論的思考の限界を克服する形

で登場したバイオ・サイコ・ソーシャルモデルに

ついて、これにスピリチュアリティを加えた４

側面モデルをカンダが展開している（Canda&Fu

rman=2014:164-165）。スピリチュアリティは人

を全人的に理解するための鍵概念であり、カン

ダのモデルの場合は、医療的なスピリチュアル

ケアにおけるペインへの焦点化のような現象は

なく、ホリスティックな観点で SSSW を展開し

ていく。SSSW の特徴はスピリチュアリティに

対するストレングス視点とエンパワメントを支

持する点にあり、スピリチュアルペインのケア

という観点はない（Canda&Furman=2014:27）。

３．スピリチュアリティの役割と関係性

　ここまで、スピリチュアリティを鍵とする援
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助における二つの流れの系譜を確認したが、こ

こでスピリチュアリティの概念と、スピリチュ

アルペイン、医療的なスピリチュアルケアと

SSSW の関係性を押さえておく。そもそもスピ

リチュアリティは、これを使用する領域によっ

て意味や文脈に幅があり標準化が難しい概念で

ある（安藤 2006：293-294）。その上で取り上

げれば、例えば窪寺は、スピリチュアリティを「人

生の危機に直面して『人間らしく』『自分らしく』

生きるための『存在の枠組み』『自己同一性』が

失われたときに、それらのものを自分の外の超

越的なものに求めたり、あるいは自分の内側の

究極的なものに求める機能」と定義する（窪寺

2004:8）。また、カンダは「人間存在とその文化

の普遍的特質を指し示すものとして、すなわち、

意味、目的、道徳性、超越、ウェルビーイング

の探求や、自分自身、他者、究極的実在との深

遠な関係の探求にかかわる特質を指し示すもの」

（Canda&Furman=2014:5）と定義する。「機能」

と「特質」など違いはあるが、共通するのは生き

るうえでの「意味」と「関係性」である。藤井

はスピリチュアリティについて、意味と関係性

を鍵に接近できる概念であるとして「人間存在

に意味を与える根源的領域であり、同時に、人

がその意味を見出していくために希求する、自

己、他者、人間を超えるものとの関係性、また

は機能と経験」と定義する（藤井 2015:54-58）。

より文脈を選ばない点で、筆者は藤井の定義に

概ね同意する。その上で、本研究ではスピリチュ

アリティについて、人に「生きること」への意

味と、そのいのちが超越的存在を含む自他との

関係性によって「生かされている」ことを感じ

させる「人を生かす力」であると理解する。

　スピリチュアリティが「人を生かす力」であ

るとして、それが脅かされた状態はスピリチュ

アリティの危機である。医療的なスピリチュア

ルケアの文脈では、それは病気等によって健康

を喪失したり死に直面したりする状態である。

ソーシャルワークの文脈では、貧困や格差、障

害や孤立といった容易には解決しない種々の生

きづらさを抱えた状態である。そうしたスピリ

チュアリティの危機的状態にあって、生きる本

質と向き合わざるを得ない苦しみのなかで感じ

る実存的な痛みがスピリチュアルペインである。

　そこから、スピリチュアルに健康な状態へと

回復するためには、スピリチュアルペインへの

手当てと痛みのリリーフに加え、当事者本人が

主体的にその生を捉え直し自らの力で意味を再

構成して生きていけるようになることが必要で

ある。強い痛みを抱えたままでは歩けず、痛み

が取れても歩き方が分からなければまた転ぶだ

ろう。本研究では、スピリチュアルペインのケ

アとともに、エンパワメント視点でもってスピ

リチュアリティにストレングスを見出し、内的

な生きる力を獲得していくことが真の回復であ

ると考える。

　だが、現時点では、医療的なスピリチュアル

ケアは前者に注力し、一方 SSSW は後者に焦点

を当て、両者は連携・連結していない。医療的

なスピリチュアルケアではそれが終末期を意識

したものが多いことも手伝って、患者が「その

後を生きる支援」への視点が弱い。一方カンダ

の SSSW はスピリチュアリティへの信頼の強

さゆえに、それが危機に瀕することで現に当事

者が苦しんでいる痛みそのものへの共感的アプ

ローチが欠けている。したがって本研究では両

者の特徴の違いをスピリチュアルペインから整

理し、両者の強みを生かしたソーシャルワーク

の実現へとつなげていく。

Ⅲ．二つの流れにおけるスピリチュアルペイン

の役割

１．医療的なスピリチュアルケアにおけるスピ

リチュアルペインのケア

　ソンダースの「全人的苦痛 / トータルペイ

ン」は身体的ペイン・精神的ペイン・社会的

ペイン・スピリチュアルペインで構成される

（Saunders1984:232）。がん疼痛などの身体的
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な痛み、病状に対する不安等による精神的な痛

み、病気により家庭や仕事にもたらされる社会

的な痛み、そして、スピリチュアルな痛みである。

病によって体も心も社会性も傷つくなかで「死」

を意識する時、生きる目的や意味が大きく揺ら

ぎ、実存的な問いに直面する。こうした、生き

ることの本質と向き合う苦しさがスピリチュア

ルペインである。これらのペインは分離独立す

るのではなく、それぞれが関係しあい、時に入

り混じる。

　窪寺は、スピリチュアルペインを「人生を支え

ていた生きる意味や目的が、死や病の接近によっ

て脅かされて経験する、全存在的苦痛」と定義

する（窪寺 2004:43）。窪寺はスピリチュアリティ

の構造には超越的・究極的存在との関わりがあ

るとした上で、「既存の宗教に無関心で信仰心の

ない人にも、スピリチュアリティは潜在的にあ

る」として、宗教を含んだより広い概念として

スピリチュアリティを捉える（窪寺 2004:9-11）。

　一方村田は、スピリチュアルペインに焦点を

当て、スピリチュアリティは扱わない。2）　スピ

リチュアルケアを「スピリチュアルペインをケ

アすること」と定義し分かりやすく明解なもの

として示し、宗教と区別する（村田 2012:3）。ス

ピリチュアルペインは「自己の存在と意味の消

失から生じる苦痛」と定義され、時間存在・関

係存在・自律存在という 3 つの次元から構造化

されてアセスメントの理論的枠組みとなる　（村

田 2012:1, 6 -10）。　

　時間存在のペインは、死の接近により将来を

喪失することで、現在の生を無意味に感じてし

まう痛みである。関係性のペインは、それまで

築いてきた人間関係が崩れ、支えを失い孤独に

苛まれる痛みである。自律性のペインは、病気

の進行とともに暮らしの自律性が失われ、自己

を無用で迷惑な存在と感じる痛みである。実践

においては、患者の語りに表れるスピリチュア

ルペインが時間性・関係性・自律性のいずれに

該当するかをアセスメントにより複合的に類別

し、そこに対応するコミュニケーションによっ

てそれぞれのマイナスにプラスの回復を試みて

いく（村田 2011:6-7）。

　村田の方法は村田理論として看護教育等でよ

く用いられるなど「理解しやすいスピリチュア

ルケア」として支持されているが、その目的は

痛みの緩和と除去にある。村田にとって「ケ

ア」とは「関係性の力で苦しみを和らげ、軽くし、

なくする援助」である（村田 2012:4）。その先

で患者が生きる力を獲得していく過程は、痛み

が除かれた先に続くものとしてはもちろん期待

されるが、村田理論の中心的技法には含まれな

い。しかし、余命わずかであっても患者は死ぬ

その時までそのいのちを生きていく。スピリチュ

アルペインの除去がスピリチュアリティの回復

ではない。スピリチュアリティの危機状態が続

く限り、スピリチュアルペインは存在し、ケア

により一次的に緩和・除去できたとしても、ス

ピリチュアリティを危機状態から回復させる支

援の必要性も継続する。　

２．SSSW におけるスピリチュアルペインへの期待

　カンダはスピリチュアリティについて、バイ

オ - サイコ - ソーシャルモデルに加わるもう 1 側

面であると同時に、「すべてのものと関係してい

る人間の全体性としてのスピリチュアリティ」お

よび「人間の中心としてのスピリチュアリティ」

であるとして、個別性と超越的全体性、および

中心的内在性という 3 視点からホリスティック

に把握する（Canda&Furman=2014:132）。こ

の理解に基づき、カンダはスピリチュアリティ

をソーシャルワークの中心概念と捉え、「ストレ

ングスとエンパワメントの支持」を含む 7 つの

原則を指針として、あらゆる点でスピリチュア

リティに「配慮する（sensitive）」ソーシャルワー

クを説く（Canda&Furman=2014:2, 13）。3）

　SSSW はスピリチュアリティを信頼したス

トレングス視点のエンパワメントアプローチに

よって、クライエント自身が生きる力を得てい
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くことをめざす支援である。例えば、カンダは

「介入（intervention）」を「耕す（cultivation）」

と表し、クライエントが抱える問題（雑草）を

刈り取り既存の規範に合わせようとするのでは

なく、ソーシャルワーカーが「植物を有機的に

育てる庭師」となってクライエントのスピリチュ

アリティに全方位的に配慮し、クライエントに

内在する自然な成長の可能性が開発されるよ

う、創造的かつ調和的に支援することを説く

（Canda&Furman=2014:337-339）。それは例え

ば、障がいのある人に就労支援を行う際、既存

の社会ルールに沿って、自分を押し込め窮屈に

適応することを目指すのではなく、その人自身

とその周囲がその個性を認め、生まれた意味を

肯定し、生きることを愛し生き抜く力を見出し

ていけるようにすることである。　

　一方、カンダにはスピリチュアルペインのケ

アという観点がない。そもそもスピリチュアル

ペインという概念が存在せず、あるのは「ス

ピリチュアル・エマージェンシー（spiritual 

emergency）」である（Canda&Furman=2014:3

65-367）。これは、超越的なスピリチュアリティ

の発現（スピリチュアル・エマージェンス）が、

その人の経験や価値観を急速かつ劇的に上回っ

て起こることで陥る危機状態を指すが、あくま

で付属的な形態であり中心的な概念としては扱

われず、アセスメントでも重視されない（Canda

&Furman=2014:386-396）。これはストレングス

視点自体に困難におけるレジリエンスや強みを

見出す力が含まれるからでもあるが、生きる意

味を見失った時、レジリエンスやストレングス

へたどり着く道のりの長さを思うと、クライエ

ントのスピリチュアルペインそのものに深く接

近しようとするアプローチがないのは残念であ

る。

　藤井は SSSW を「スピリチュアルな領域に感

受性をもちスピリチュアルペインに敏感なソー

シャルワーク」と表し、スピリチュアルペインに

目を向ける必要を強調する（藤井 2013:13）。藤

井は、SSSW により「人間の根源的痛みへのア

プローチが可能になった」と考え、カンダでは

扱われなかったスピリチュアルペインを、SSSW

にとって必要な概念と捉える（藤井 2013:13）。

スピリチュアルペインは「死にゆく人に限らず

誰にでも見られるものであり、ソーシャルワー

クの対象となる人は「身体的問題や、心理社会

的問題を抱えているだけではなく、その根底に

人間の尊厳や自己存在そのものを脅かすような

苦しみがある」として、スピリチュアルペイン

をソーシャルワークの支援対象とする（藤井

2013:4-6）。

　その上で藤井は、ソーシャルワーカーがクラ

イエントをスピリチュアルペインも含め丸ごと

受け止め、その困難な状況に無力さや限界を覚

えながらも、ともに歩んでいくことの大切さ

を説き、ソーシャルワーカーに「深い人間理

解に根差した価値観」の涵養を求める（藤井

2013:15-16）。ソーシャルワーカー自身が自分の

スピリチュアリティに向き合うことで、クライ

エントのスピリチュアルペインに近づくことも

可能になる。ソーシャルワーカーがそこまで近

づいてこそ、クライエントは生きづらさの只中

において、関係の力をもって自らの価値観の再

構成と新たな生きる意味を見出すことができる。

SSSW にスピリチュアルペインへのアプローチ

を取り入れることで、ソーシャルワーカーはク

ライエントの生きる痛みに接近することができ、

より深いところから道のりをともにすることが

できる。

Ⅳ．「スピリチュアルペイン」のアセスメントに

よる接近方法

１．スピリチュアリティとスピリチュアルペイ

ンに配慮した実践

　ここまで、医療的なスピリチュアルケアと

SSSW の特徴をスピリチュアルペインから整理

しその役割を確認した。医療的なスピリチュア

ルケアはスピリチュアルペインへの焦点化が強
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く、スピリチュアリティは弱い。一方、　SSSW

はスピリチュアリティを軸にするがスピリチュ

アルペインは弱く、その分スピリチュアルペイ

ンへのアプローチが期待される。

　SSSW にスピリチュアルペインへのケアと

いう視点を取り入れたとして、実践においては

どのような運用が可能になるだろうか。深谷は、

高齢者介護事業所における利用者へのインタ

ビュー二事例から、スピリチュアリティ・スピ

リチュアルペイン両者を支援の視野にいれ、ケー

スに合わせた方向性を提示する（深谷 2013）。

　事例１のクライエントは、死を告知されてい

るが、まだ自分の暮らしをコントロールできる

状況にある。死の実感はまだ薄く、痛みや悲嘆

よりも、大陸からの引き揚げなど人生の危機を

生き抜いた経験からくる自律を価値とする人生

観を特徴とする。この「自律のスピリチュアリ

ティ」がクライエントの「強み」であるとして、

この事例ではスピリチュアリティを尊重したエ

ンパワメント中心の支援が位置づけられる（深

谷 2013:132-139）。

　事例 2 のクライエントはキリスト教にスピリ

チュアリティ基盤をもつが、配偶者を失った悲

しみと役割の喪失、認知症による記憶の喪失と

いう痛みを感じている。信仰から人生にスピリ

チュアリティに基づいた肯定的意味づけをする

支援も検討されるが、認知症の進行と現在の主

訴である喪失を考慮して、このケースではスピ

リチュアルペインに寄り添った支援が示される

（深谷 2013:139-144）。

　深谷は、この二事例を通して、支援において

スピリチュアリティとスピリチュアルペインを

用いる有効性と、ケースによってそれぞれの方

向性を提示できる可能性を示した。また、心身

の機能低下につれ様々な喪失が避けられない高

齢者のスピリチュアルペインに目を向ける必要

性に触れる。またその場合も、医療的なスピリ

チュアルケアに見られるような、スピリチュア

ルペインのアセスメントだけでなく、人生の意

味づけや世界観などスピリチュアリティに関わ

る点を踏まえて見ていくことが必要とする（深

谷 2013:146）。

　深谷の試みと藤井の指摘を合わせると、SSSW

にスピリチュアルペイン視点を取り入れること

で、クライエントとより深い関係構築ができ、支

援の方向性にも厚みが増す。これを具体的に実

践へ落とし込むにはどうするか。手がかりのひ

とつはアセスメントである。深谷のインタビュー

事例でも分かるように、ソーシャルワーカーは

クライエントの様子から、その焦点がスピリチュ

アリティかスピリチュアルペインかを、見出す

必要がある。そのためにはアセスメント段階で

のクライエントの状態像把握が重要であり、そ

の時点からスピリチュアリティとスピリチュア

ルペイン両者のアセスメントが求められる。

２．アセスメントの現状と限界　

　スピリチュアルペインのアセスメントに関し

ては医療的なスピリチュアルケアにおいて既に

かなり活用されている。村田は、先に述べたよう

に、スピリチュアルペインを時間存在・関係存在・

自律存在の三次元で構造化することでアセスメ

ントの枠組みを示す。これをもとに作られたの

がスピリチュアルペイン・アセスメントシート

（SpiPas）である。SpiPas は、まず患者のスピ

リチュアル状態をスクリーニングし、次に関係

性 4、自律性 5、時間性 5 からなる 14 項目につ

いて、質問例をもとに患者に聞き取りして分類

する　（田村・前滝・今井ほか 2012:32）。この

際、患者自身が該当するものにチェックするシー

トもありツールとして公開されている（緩和ケ

ア臨床・研究・教育ツール HP　2008）。これは

終末期がん患者を対象として作られているため、

そのままソーシャルワークに取り入れるにはそ

ぐわない表現等もあるが、患者側の表現例もか

なり詳細なため、何がスピリチュアルペインな

のかを掴みやすい設計になっている。社会福祉

での活用事例としては深谷のものがあり、これ
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は介護場面でケアマネージャー等が使うための

スピリチュアルケア・フェイスシートで、スピ

リチュアルペインの構成要因 13 項目の有無や強

弱を記入する（深谷・柴田 2008:43）。この場合

は村田理論的な次元分類はなく、「生きる意味の

喪失」「悲嘆」「孤独感」といった項目から全体

を把握するものである（深谷・柴田 2008;43）。

　一方、スピリチュアリティのアセスメントと

尺度も既に様々なものがある。岡本はパスト

ラルケアにおけるスピリチュアリティのアセ

スメントに関する研究のなかで、1920 年代か

ら 1990 年代の動きとして、宗教的なテーマに

限定された項目から、より広義で多元的かつ機

能的なスピリチュアリティ理解へと変化してい

ることを指摘する（岡本 2010:89-97）。その後

も、アメリカでは Expressions　Spirituality　

inventory（ESI）（MacDonald2000）など多く

の尺度が開発されている。日本でも同様の研究

はいくつかあるが、スピリチュアルペインの状

況をその項目に含むものはほとんどない。4）

　カンダの場合は、スピリチュアリティに関し

て 3 段階のアセスメントを提示する（Canda&Fu

rman=2014:386-399）。第 1 は、クライエントへ

の侵入を極力抑えた暗黙的（implicit）アセスメ

ントであり、「あなたがいちばん大切にしている

理想はなんですか」など侵襲性を抑えた質問例

が 22 あ る（Canda&Furman=2014:392-394）。

第 2 は、簡易的・明示的アセスメントであり、「あ

なたにとって、スピリチュアリティ、宗教、信

仰は、重要ですか。それはなぜですか。そう

でないなら、それはなぜですか。お話しくだ

さい」など、より直接的で短時間化を意識し

た質問が 6 例挙げられている（Canda&Furma

n=2014:394-396）。第 3 は、詳細で明示的なも

のであり、クライエントがスピリチュアリティ

や宗教について詳しく語れるよう 11 側面から

なるガイドライン的質問項目があり、得られた

語りから人生のタイムラインを描くものである

（Canda&Furman=2014:397-399, 569-574）。

また、スピリチュアル・エマージェンシーにつ

いては、「困難や危機をくぐり抜けるとき、あ

なたにとっていちばん重要な、ストレングスと

援助の源は何ですか」という聞き方がされ、エ

マージェンシーそのもののアセスメントはしな

い（Canda&Furman=2014:393）。

　こうして見てみると、現段階ではスピリチュ

アリティとスピリチュアルペインの両者をアセ

スメントするという発想はあまりなく、どちら

かに特化したものが多いことが分かる。ソーシャ

ルワークではクライエントを無力化する「問題」

ベースのアセスメントではなくストレングス視

点のアセスメントが求められ、スピリチュアリ

ティもストレングスのひとつに数えられている

（大谷 2014:16-18）（Saleebey2002:84-87）。し

たがってスピリチュアルペインをクライエント

が抱える「問題」と捉えると、ストレングス視

点でのアセスメントとは矛盾する。しかし、ク

ライエントが抱える生きづらさの痛みを深く知

ることは、スピリチュアリティにストレングス

を見出すために必要な接近であり、よりホリス

ティックなアセスメントアプローチとして、ス

ピリチュアルペインのアセスメントは必要であ

る。現時点では両者をアセスメントするツール

等はないが、これができればスピリチュアルペ

イン視点をもった SSSW の実現に向けた一歩と

なるのではないか。

　とはいえ、そこには限界もある。アセスメン

トの絶対視はスピリチュアルペインやスピリ

チュアリティの矮小化につながり、ホリスティッ

クなアプローチを再び分断する危険がある。適

正なアセスメントを経ても、クライエントのス

ピリチュアリティやスピリチュアルペインは

完全には把握できない。スピリチュアリティに

は外へ向かう超越性と内へ向かう究極性があり、

言葉で表せない領域や分析しきれない次元を常

に含む。スピリチュアリティにおける定義しき

れなさを支援の有効性に対する批判へと安易に

つなげず、かえってそこに可能性を見出し希望
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につなげていくことが重要である。限界を承知

した上で、できる限り知ろうと努め続けること

は、ソーシャルワーカーが自分自身のスピリチュ

アリティを問うことへと自ずとつながる。その

繰り返しがスピリチュアリティに配慮したソー

シャルワークを形作り、クライエントが抱える

問題の奥にある生きづらさへの接近を可能にし、

「それでも生きていく」ための力を見出す支援に

結びついていく。

Ⅴ．結論と今後の研究課題

　以上の考察により、3 点が整理された。第 1

に、スピリチュアリティを鍵とする援助におけ

る二つの流れである。ともに 20 世紀の近代科学

的なアプローチの影響を受けてスピリチュアリ

ティと袂を分かち、その限界とともにまた再接

近の時期を迎えている。医療的なスピリチュア

ルケアは主にホスピス・緩和ケアで実践されス

ピリチュアルペインに焦点化される傾向を持ち、

SSSW はホリスティックなアプローチのなかで

スピリチュアリティを軸としたストレングス視

点とエンパワメントを重視する形で展開されて

いる。

　第 2 は、両者のアプローチの違いである。前

者はスピリチュアルペインのケアを特徴とする

がスピリチュアリティが弱く、後者はスピリチュ

アリティを尊重したエンパワメントに特徴があ

るがスピリチュアルペインが弱い。その上で、

ソーシャルワークにおいてスピリチュアリティ

を鍵とした援助を実現するには、SSSW にスピ

リチュアルペイン視点を取り入れる必要がある

ことを藤井の指摘を踏まえ展開した。　

　第 3 に、スピリチュアルペインへの接近を取

り入れた SSSW 実践の検討である。深谷の試み

を参考に、スピリチュアリティ・スピリチュア

ルペイン両者のアセスメントについて検討した。

現時点でそれぞれのアセスメントは分離してい

るが、SSSW にスピリチュアルペインアセスメ

ントを取り入れることの意味と可能性は確認で

きた。スピリチュアリティとスピリチュアルペ

イン両者へのアプローチが可能になれば、クラ

イエントが抱える生きづらさに寄り添うことで、

生きる力というストレングスを見出し、困難な

状況を生き抜く力をクライエント自身が見出し

ていくための支援につながるのではないか。

　そこにはもちろん課題もある。スピリチュア

リティが定義困難であるために、アセスメント

も支援の指針も常に不完全さを抱えなければな

らない。スピリチュアリティやスピリチュアル

ペインを扱うには、ソーシャルワーカー自身が

常に内省し、無力さや限界と向き合う事も求め

られる。しかしそれを踏まえた上でなお、踏み

込んでいくその先にこそ深い人間理解に基づい

た実践がある。SSSW におけるスピリチュアル

ペイン視点の重要性とこれを取り入れたアセス

メントの有効性を明らかにするための調査の実

施と指標の開発に向け今後も研究を進めていく

必要がある。

注　釈

1）“Health is a dynamic state of complete 

physical, mental, spiritual and social well-

being and not merely the absence of 

disease or infirmity.”（日本 WHO 協会 HP

2010）この提出案はスピリチュアリティをめ

ぐる各国の理解の違いにより採択はされてい

ない。

2） 初期にはフィッチェットによるスピリチュ

アル定義を引用した上で「まさに人間は身体

的、心理的、社会的存在であると同時に、自

己の存在の意味を問いかけ、聖なるものを求

めるスピリチュアルな存在である」という表

現もある （村田 1998:129）。

3）7 つの原則とは、①価値観を明確に示す、②

多様性を尊重する、③省察的であること、④

ストレングスとエンパワメントを支持する、

⑤ホリスティックな観点をとる、⑥最良の実

践を用いる、⑦スピリチュアリティと宗教に
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ついてさまざまな地点から比較をする、であ

る（Canda&Furman =2014:13-35）

4）例えば生田は、配偶者を亡くした高齢遺族の

スピリチュアリティ研究のなかで、スピリチュ

アリティ尺度を開発しているが、そこでは 26

項目中の 1 項目「死にたいと考えることがあ

る」がスピリチュアルペインを表すものとし

て残っている（生田 2016）。
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エリザベス・ウォーレン著（大橋　陽訳）

『この戦いはわたしたちの戦いだ  ーアメリカの中間層を救う闘争ー』
（2018 年、蒼天社出版）

NPO 法人「ウイメンズ・ボイス」

杉本　貴代栄

１）はじめに

　評者は、昨年出版された本研究誌第９号の書

評として、J.D. ヴァンス著、関根光宏・山田文訳

『ヒルビリ－・エレジ－：アメリカの繁栄から取

り残された白人たち』（光文社、２０１７年）を

取り上げた。その書評で私は、トランプを支持

した人々とは、アメリカの東部を南北につらぬ

くアパラチア山脈、その南側の地域の山中に住

み着いた「スコッチ・アイリッシュ」で、「ヒル

ビリ－」と呼ばれる人々であったこと、中西部

のラストベルト（さび付いた工業地帯）で、脱

工業化に置き去りにされた白人労働者たちであ

ること、大統領選挙を左右した政治的争点とは、

人工妊娠中絶や性的少数者の権利擁護、人種差

別撤廃運動などという民主党のリベラル派が重

視した争点ではなくて、労働者の雇用と賃金と

いう、経済的問題だったと述べたが、今回の書

評はその「続編」とも言えるものである。なぜ

ならヴァンスの本の原書は２０１６年６月に出

版されたものなので、トランプ大統領の実現

（２０１６年１１月）や、その出現の理由や経過

については触れていない。しかし本書（原書は

２０１７年に出版）は、トランプ大統領が出現

した経過と「その後」のアメリカについて書か

れている。また、ヴァンスの書はアメリカの繁

栄から取り残された白人たちの実像を生活者の

視点から描いたものであるが、本書は政治家で

あり政策研究者である著者の目を通して、いわ

ば政策側からアメリカの中間層の崩壊について

書かれている。評者の興味を引くには十分な設

定である。早速、本号の書評に取り上げた次第

である。

　著者のエリザベス・ウｵーレンは、元ハーバー

ド大学ロースクール教授であり、現職のマサチュ

セッツ州選出の上院議員であり、長きにわたっ

て労働者階級と中間層を擁護してきた進歩派政

治家のひとりである。２０１６年の大統領選挙

時には、民主党の候補者として名前が挙がった

こともある（本書によると本人は、上院議員と

いう仕事にやりがいを見いだしているので、辞

退したと記述されている）。私生活では２人の子

どもの母、３人の孫の祖母でもある。訳者の大

橋陽は、金城学院大学国際情報学部の教授である。

２）トランプ大統領の出現

　本書のはじめの部分、プロローグは、２０１６

年１１月８日、大統領選挙の選挙結果を唖然と

してみていた著者の驚きと嘆きからはじまる。

夫と一緒にソファに座り、ポップコーンを食べ、

ビールを飲みながらテレビを見ていたのだが、

結果は望んだこととは違っていく。つまずきの

最初の兆候は、いくつかの上院議員選挙で、あ

まりにも早く共和党候補が当選確実となったこ

とだった。インディアナ州。フロリダ州。勝つ

書　評
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と思っていた候補者が、突如苦戦し始めた。そ

れに続いてヒラリー・クリントンも窮地に立た

された。まるでスローモーションで大惨事を見

ているようだった。１台の自動車がトラックに

衝突し、別の車がそこに突っ込み、火が出て爆

発が起こり、車体があちこちに吹き飛ばされる。

テレビは祝ったり悲嘆に暮れたりしている候補

者と支持者の黒だかりを映していたが、著者の

心に去来したのは、数千万人のアメリカ人の生

活が一層厳しいものになるということだった。

　政治の世界に足を踏み入れる前、著者は教師

で研究者だった。数年かけ、アメリカの中間層

に何が起こっているのか、働く人々、働きたい

けれども働き口がない人々に何が起こっている

のかを追跡していた。それは素晴らしく、そし

て恐ろしい物語だった。アメリカの人々は大恐

慌から抜け出て、自らのハードワークと政府の

ツールを使って、数百万もの人々に多くの機会を

切り開き、自分たちの手で最高の中間層を築い

た。しかし今、新しい世紀の異なる時代に、最

高の中間層は打ちのめされている。今日この国

は、トップにいる人々にとっては素晴らしく機

能しているが、それ以外の人に対してはもはや

うまく機能していない。これは最も危険な腐敗

だ。この腐敗はアメリカの中間層を空洞化させ、

民主主義を解体している。２０１６年、この不

安のさなかに、大いなる約束をしたエンターテ

イナーが登場したのだ。ヘドロを掻き出すと誓っ

た男は今、ヘドロをつくり政府の有利な計らい

を手にしたロビイストと億万長者に囲まれてい

る。アメリカを再び偉大にすると約束し、移民、

マイノリティ、女性への攻撃を徹底した男。選

挙の夜に著者は、この男が次期アメリカ大統領

になるのだと、身につまされる思いでテレビを

じっと見つめていた。

　開票速報は続き、夫とソファーに座りなが

ら、ドナルド・トランプが政権について語るこ

とを見ていた著者は、私たちの国がこれほどま

で根本的に誤ってしまった経緯と理由を理解す

ることが必要なのだと主張する。私たちには元

の軌道に戻る計画が必要で、早速計画に取りか

かり実現させなくてはならない。一握りの人の

ためでなく、すべての人のための機会に投資す

る国家、という我が国の価値観を再生しなくて

はならない。ホワイトハウス入りするトランプ

は、既に窮地に追い込まれている中間層を圧迫

し、ノックアウト・パンチを放つ力を持っている。

もし戦うべき時があるのなら、今がその時だ。

　以上のような理由によりウｵーレンは、｢ 私た

ちの戦い ｣ を開始することを宣言する。その理

由と目的についてさらに詳細に記述したものが

本書である。以下、そのなかから彼女の主張を

紹介することにしよう。

３）アメリカの中間層の創出と崩壊

　大恐慌から抜け出たアメリカは経済大国に

変貌し、史上最高の中間層を作り上げたのだ

が、その中間層が崩壊しつつあることを、ウｵー

レンは自分の人生を引き合いに出して説明する。

１９４９年生まれのウｵーレンは１０代の頃、父

親が心臓発作で長期間入院したため、ステーショ

ンワゴンを失い、家から放り出される寸前に陥っ

た。それでも家族がばらばらにならずにすんだ

のは、母親がシアーズのカタログ販売の仕事を

得られたからだった。最低賃金だったがフルタ

イムで働くことによって、一家は貧困状態に陥

らずにすみ、自宅を失うこともなかった。家計

に余裕はなかったが、全額支給奨学金でウｵーレ

ンは大学へ進学することができた。さらに結婚、

出産を経て、子育てをしながら公立のロースクー

ルで学び、弁護士を開業し、大学で教鞭を執る

までになった。いくつかの大学を経てハーバー

ド大学の教授を務め、２０１３年に上院議員に

なった。アメリカが教育、インフラ、研究に投

資してきたからこそ実現したことだ。ウｵーレ

ンが育った時代には誰にでも機会があり、失敗

してもやり直すチャンスがあった。しかし現在

チャンスはほとんど消えてしまった。ウｵーレン
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の母親がシアーズで働いていた１９６０年代に

は、最低賃金の仕事で３人家族がなんとか暮ら

すことができた。母は高卒で職歴もなかったが、

シアーズが電話応対をする者を必要としたとき、

法律の定めにより、会社はウｵーレンの家族３

人が自立するのに必要な時給を支払ったからだ。

１９６５年に３人家族を養い住宅ローンを払う

ことができたとすれば、今でも最低賃金によっ

て家族は、例えば住宅や自動車を買うことがで

きて、おそらく痩せた娘の大学出願のためのわ

ずかなお金くらいは持っているはずだ。果たし

てそうだろうか？違う、完全に間違いだ。今日

の母親はフルタイムで働いても、最低賃金であ

れば、アメリカのどこへ行っても２つの寝室の

ある平均的なアパートの家賃を払えない。イン

フレを調整すれば、今の最低賃金は１９６５年

より２４％も低いのだ。今日、家族の転落を食

い止めようとする母親は、ウｵーレンの母親と同

じ枝をつかむことができない。またその子ども

たちは一生懸命学ぼうとしても、州立大学の学

費は高騰し、また営利大学の授業料はさらに高

額で、学生ローンの返済に目処が立たない。そ

の結果、金持ちと権力者が勢力を伸ばし、他の

人々は後ろに追いやられていく。こうした政策

が数十年積み重ねられた結果、アメリカの中間

層は空洞化し、アメリカは国家として弱体化した。

　ゲームは仕組まれている、と著者は主張する。

ゲームは、金持ちをもっと金持ちに、権力者を

もっと強力にするように、意図的に、永続的に、

攻撃的に仕組まれてきた。政策がどう推進され

ようと、その政策決定がどういうものか、それ

が誰を助けようとしてるのかが重要なのだ。

４）戦うための「基本原則」とは

　政治家であるが政策研究者でもあるウｵーレン

は、大恐慌からアメリカを立ち直らせたローズ

ベルト大統領の政策を高く評価する。ローズベ

ルト大統領は以前にはなかった方法で、大手銀

行と大企業を抑制した。政府は市場を誠実に維

持する上で積極的に行動し、経済安定と経済成

長を築き上げたのだ。しかし１９８１年に大統

領となったロナルド・レーガンは、金持ち減税

のトリクルダウン・エコノミーと規制緩和に着

手した。このレーガノミックスは、ニューディー

ル政策体系からの大転換を図ったものだ。規制

すべきは企業国家アメリカではなく、肥大化し

た政府だというわけだ。中間層が守られなくなっ

たため、レーガン政権以降、所得格差が拡大し、

民主党の大テーマは中間層再生となった。

　多くの研究で、所得格差の大きな原因は技術

革新だとされている。また、グローバリゼーショ

ンも産業空洞化、雇用喪失のわかりやすい原因

だ。こうした ｢ 市場 ｣ の力の結束に対し、｢ 市場

と国家（政府）の相補性 ｣ を打ち出したビル・

クリントン以降の民主党政権は、衰退産業から

成長産業への労働者の移動を促進するため、一

時的なセイフティーネットを整備し、教育・職

業訓練へ支出するという対策を取ってきた。だ

が、格差拡大は止まらなかった。

　それに対しウｵーレンは、上述したように、す

べての人のために機能する政府を提唱する。そ

れによって、例えば最低賃金引き上げや労働組

合の復活を実現するのだ。最低賃金引き上げや

労働組合の復活には ｢ 政府 ｣ の役割が不可欠だ。

｢ 市場 ｣ のルールを形成するのは ｢ 政府 ｣ だから

だ。だが、その政府は一握りの金持ちと権力者

に牛耳られ、中間層は攻撃を受けており、ゲー

ムは仕組まれている。お金によって ｢ 政府 ｣ が

支配され、企業、議会、政府の回転ドア、ロビ

イスト、雇われ専門家、政治献金によって競争

条件は歪められている。

　これに密接に関わっているのが ｢ 偏見 ｣ だと

いう。２０１６年大統領選でドナルド・トラン

プは ｢ アメリカを再び偉大にする ｣ と宣言し、｢

忘れられた人々 ｣ の心に訴えかけた。｢ 忘れら

れた人々 ｣ とは、白人労働者階級のことである。

トランプが人種差別や女性差別など偏見をあお

ることで、金持ちと権力者がますます有利にな
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ることから国民の目がそらされてしまうと著者

は強く警告する。著者は史上最高の中間層を作

り上げたニューディールの政策体系を現代に生

かしていくことを提唱している。

　トランプ大統領の政策は、レーガン大統領の

政策の焼き直しであり、その強大化であると批

判する。トランプ大統領は、すべてのアリカ人

に対して競争条件を平等にするために政府とい

うツールを用いるのではなく、人々が自由に采

配を振るえるように政府を放任するのである。

今、私たちに必要なのは、私たちが大惨事に

まっすぐ向かっていることを認識している人た

ち、政府というツールを取り戻し、国民の利益

を銀行の利益よりも優先し、破滅的状況のリス

クを減らすためにできることを何でもすること

だ。ローズベルトが示したように、市場が金持

ちと権力者だけに奉仕することが許されてはな

らない。市場は私たちすべてに役立たなくては

ならないのだ。

　この戦いをリードするために、私たちの価値

観を明確にしなければならない。著者の考えで

は、戦いの基本原則は次の３つだという。

①　偏見と戦うこと

　私たちの戦いの第１の原則は、いつでも、ど

こでも、何であれ、偏見と戦うことであり、こ

れは妥協できない原則である。多様性が私たち

をより強くするのであり、この原則のために戦

う価値があることに疑問の余地はない。

②　機会を創出すること

　第２の基本原則は、トップ１０％のためでな

く、すべての人々のために経済を機能させると

明確に宣言することである。

③　民主主義を求めること

　私たちは個人レベルで立ち上がり、反撃する。

本書の読者にも同じことを言いたい。個人的に

何かをはじめることが重要である。あなたに対

しても他人に対しても憎悪を伴わないような、

あなた自身の果敢な抵抗を選ばなければならな

い。

５）マイケル・ムーア『華氏１１９』の主張

　トランプがまさかの大統領になってから２年

がたち、トランプ批判も様々メディアに出現して

いる。ここではそのなかでも最も新しく、かつ

ウｵーレンの主張と共通するところが多いものを

紹介しておこう。２０１８年１１月に公開され

た（日本でも、同時期に全国で公開された）、マ

イケル・ムーア監督による映画、『華氏１１９』

である。ブッシュ政権を批判した『華氏９１１』

（２００４年）や、コロンバイン高校銃乱射事件

を取り上げた『ボーリング・フォー・コロンバ

イン』（２００２年）の映画で知られるムーアは、

実は２０１６年７月に ｢ 大統領選挙にトランプ

が勝利する５つの理由 ｣ というエッセイを書き、

この驚愕の事態を予測していた。止められなかっ

た未来を迎えてしまった今、２０１８年１１月

の中間選挙に一撃を与え、次の再選を阻止する

ためにこの映画を製作したという。映画のタイ

トル『華氏１１９』とは、大ヒットした『華氏

９１１』と、トランプが大統領の勝利宣言をし

た１１月９日からつけられた。

　映画は、トランプが大統領に立候補した端緒

となったエピソードから始まる。NBC放送のギャ

ラが、自分よりも女性歌手のグエン・ルネイ・ス

テファニーの方が高いことを知ったトランプが、

偽物の大統領選出馬会見を開いて自分の人気を

見せつけようとしたことが始まりだった。大群

衆の歓声に気をよくしたトランプが、実際に出

馬を決意したことが紹介される。当初は、本人

だって本気ではなかったのだ。ましてや各種の

予想は、クリントン候補が圧倒的に有利だった。

２０１６年１１月８日大統領選挙の朝、ニュー

ヨーク・タイムズが出した勝率は民主党のヒラ

リー・クリントンが８５％、共和党のドナルド・

トランプが１５％。トランプが大統領に当選す

るとは、当のトランプ自身も予測していない事

態だった。どうしてこんなことになってしまっ

たのか？トランプ勝利を予言していた数少ない

一人であるマイケル・ムーアが、映画のなかで
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その経過を考察していく。

　ムーアが投票日前からヒラリー敗北の要因に

なると訴えていたのは、五大湖周辺のペンシル

ヴァニア、オハイオ、ミシガン、ウイスコンシン

の４州での選挙活動の少なさである。この地域は

鉄鋼、金属、自動車産業の中心で、１９３０年

代からアメリカの発展を支えてきた。この４州

には人口が集中しているので、国勢調査で人口

に合わせて各州に振り分けられる「選挙人」数

も多かった。大統領選では各州で過半数を獲得

した候補がその州の「選挙人」を総取りできる

システムなので、この４州の支持を集めること

が結果につながるのだ。トランプはこの４州で

精力的に演説した、「あなたがた忘れられた人々

を救う」と。大統領選でトランプに６３００万人、

ヒラリーに６６００万人が投票しながらトラン

プが勝ったのには、上記のような「選挙人」に

よる選挙のシステム上の問題もあったのだ。

　ミシガン州フリントに生まれ、ラスト・ベル

トの申し子でもあるムーアは、トランプの労働

者救済は口だけだと主張する。その例としてト

ランプに支援されたミシガン州知事リック・ス

ナイダーがムーアの故郷フリントにしたことを

告発する。トランプと同じく実業家から転身し

た政治家であるスナイダーは、自動車工場閉鎖

で市の財政が逼迫したフリント市の自治権を停

止して州の直接統治とし、フリントの水道に安

い鉛管を使用したため、飲料水に鉛が混入した

のだ。ムーアはまた、フリントと同様な白人労

働者の土地、ウエストバージニアを訪れる。産

業の中心となる炭鉱は廃れ、失業者であふれて

いる土地である。ここで活動している同州議会

上院議員のリチャード・オジェンダの活動を紹

介する。彼は民主党員だがトランプに期待して

投票したのだ。だがトランプは何もしなかった。

彼は２０１８年の中間選挙で連邦下院に出馬し、

トランプと戦う。ムーアはオジェンダのような

民主党の改革者たちに希望を見いだしているの

だ。同様な理由で、ニューヨーク州の下院議員

に立候補したアレクサンドリア・オカシオ＝コ

ルテスにも注目する。彼女はプエルトリコ系の

女性で２８歳である。さらにムーアは、教員組

合のストライキや、銃乱射事件で１７人の被害

者を出したパークランドの高校の生徒たちの銃

所持の規制強化を求める運動を紹介する。この

ように映画のなかで描かれるムーアの足跡は多

岐にわたり、いささか支離滅裂のようではある

が、２０１８年の中間選挙あるいは２０２０年

の大統領選挙を視野に入れていることは明白で

ある。銃規制の行進に参加した高校生たちは、

それまでには成人して投票に行けるようになる

のだ。彼らがトランプ再選を阻止するのだろう

か？

６）戦い続けるために

　昨年１１月の中間選挙で、共和党は上院で過

半数を維持したが、下院では野党・民主党に大

敗した（この選挙結果が、ムーアの一矢がもた

らしたかものかどうかは不明ではあるが）。上

院では共和党、下院では民主党が過半数を握る

「ねじれ議会」となったのだ。トランプ大統領は、

２０１９年１月に任期の折り返しとなる就任⒉

年を迎えた。２０２０年の大統領選挙で再選を

目指すトランプにとって、２０１９年は正念場

である。中間選挙の敗北がもたらした「ねじれ

議会」をどう乗り越えるのかが注目されている。

　トランプ陣営への批判として、期せずしてウ

ｵーレンもムーアも ｢ ファシズム ｣ に言及して

いることを指摘しておきたい。ムーアの『華氏

１１９』は、彼の他の作品同様に様々な物議を

もたらしたが、最も物議を醸したのは、トラン

プの現在の姿をアドルフ・ヒトラーに重ねて描

いたシーンである。トランプをめぐる驚愕の真

実を暴いていくうちにムーアは、トランプの言

動が狂気に突き進む直前のヒトラーに重なるこ

とに気づき、ドイツがナチスによる独裁に至っ

た歴史の研究家でエール大学教授のティモシー・

スナイダーを登場させる。彼はナチスとトラン
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プ政権との類似性を指摘する。ムーアはトラン

プ政権の移民取り締まりのニュースをナチスに

よるユダヤ人強制収容の映像にかぶせる。ムー

アはインタビューに答えて言う。「２１世紀の

ファシズムは、２０世紀とは全く違うものにな

る。強制収容所や鉤十字ではなく、TV 番組や笑

顔で支配する。２１世紀のファシストは、TV や

ブランディングを利用して、人々に自身の利益

や自由を手放すことを納得させるんだ。対抗す

るためには、常に現実を直視することを恐れて

はいけない。」

　一方で、ウｵーレンの本書の終章は、２０１７

年１月２０日、ドナルド・トランプが第４５代

アメリカ大統領として宣誓をする日の出来事を

描いている。宣誓式に出席するためにワシント

ンＤＣにいたウｵーレンは、早朝に起きて窓の外

を見た。ナショナル・モールへ向かう通りは群

衆で一杯だった。その群衆の上に巨大な横断幕

が広がっていて、両端にいる人がそれを高く掲

げるポールを支えていた。横断幕に書かれてい

るのはたったひとつの単語、「ファシスト」だっ

た。喧噪が激しくなり、その横断幕を支えてい

る人のまわりで小競り合いが起こった。ウｵー

レンは冷たい窓に額を押しつけた。ファシスト。

ここアメリカで、大統領の就任に抗議をする人

たちが、大統領をファシストだと断じているの

だ。人生でこのような日を目撃することになろ

うとは思いもしなかった。大統領として宣誓し

ようとしている男は、公然の人種差別を自分の

魅力とした。女性のことを侮辱的に話し、障害

を持つ記者を笑いものにした。その男はたくさ

んの国民を立ち止まらせて、ここアメリカでファ

シズムがまだ生きているのではないかと思わせ

た。そしてその翌日、準備されていたボストン

でのウイメンズ・マーチを実行したウｵーレンは、

集まった群衆に向かって大統領就任式に目にし

た光景について語ったのだ。就任式の光景はウ

ｵーレンの脳裏に焼き付き、決して忘れることは

ないだろう。忘れたくはなかった。ドナルド・

トランプが好む人たちのためだけでなく、国民

すべてのために機能するアメリカを目指し、よ

りしぶとく戦い、より情熱を持って戦う意味を

思い出すために、ウｵーレンはその光景を心に刻

んだのだ。　　　　　　　　　　　　　　　　

（２０１９年１月２０日）

付記：2019 年２月 11 日にウォーレンは、2020

　年の大統領選に民主党の候補者として立候補

　することを正式に表明した。（2019 年２月９

　日 NewYorkTimes, 朝日新聞２月 11 日号）

＜参考文献＞

マイケル・ムーア監督作品『華氏１１９―＜

２０１６年１１月９日＞ドナルド・トランプが

米大統領選の勝利宣言をした日』２０１８年

１１月 GAGA

https://www.nytimes.com/topic/person/

elizabeth-warren

　　　　　

（NPO 法人「ウイメンズ・ボイス」理事長）
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高井隆一著

『認知症鉄道事故裁判　―閉じ込めなければ、罪ですか』
（ブックマン社、2018 年 4 月）

介護保険の隙間を埋める会社「よろず屋」

伊里　タミ子

はじめに

　本書は、JR 東海道線共和駅（愛知県大府市）で、

2007 年 12 月 7 日に発生した認知症の男性（当

時 91 歳）が電車にはねられ死亡した事故をめぐ

り、認知症患者の在宅介護の実態と事故の損害

賠償責任裁判について書かれている。JR 東海は

認知症男性の家族に約 720 万円の損害賠償をも

とめた。訴訟の上告審判決で最高裁第三法廷は、

2016 年 3 月 1 日「介護する家族に賠償責任が

あるかは生活状況などを総合的に考慮して決め

るべきだ」とするはじめての判決を示した。そ

のうえで、今回の認知症男性の妻（93 歳）と長

男（65 歳）は監督義務者に当たらず賠償責任は

ないと結論づけた。争点は、誰が監督義務者か？

であった。判決は賠償リスク論に終始した。し

かし、ことの本質は JR 東海と当家族の個別の問

題ではない。超高齢社会のなかで、人命、人権、

老いの尊厳から社会の現状に法律や制度、社会

慣行が適していない課題を浮き彫りにしている。

　認知症の人は増加し続けており、2025 年には

約 700 万人と推計されている。認知症の人が不

幸にして鉄道事故で亡くなるケ－スが後を絶た

ない。毎日新聞は、2014 年 1 月 12 日付で認知

症またはその疑いがある人が列車にはねなれる

などの鉄道事故が 2012 年度までの 8 年間で少

なくとも 149 件あり、115 人が死亡していると

報じている。事故後、複数の鉄道会社がダイヤ

の乱れなどで生じた損害を遺族に賠償請求をし

ていたことも判明した。

　著者である高井隆一は、2007 年 12 月 JR 東

海道線共和駅事故で亡くなった認知症の男性の

長男である。著者は「残念ながら、不幸な事故

の後で鉄道会社などから家族が損害賠償請求を

受けるようなケ－スは、今後も発生してくるも

のと思われる。止むを得ず、訴訟を受けて立た

ざるを得ない方も出てこようかと思う。そのよ

うな方々の一助になれば」との思いで、介護や

裁判の状況を記録に残すべく本書を執筆したと

言う。

１　本書の内容

　家族は父、母、長男（隆一は信託銀行勤務で

横浜在住）、幼いころ養女にいった姉（そののち

結婚・大府市内在住）、妹（結婚・大府市内在住

　特別養護老人ホ－ム勤務）、弟（当時ドイツの

ミュンヘン在住）である。なお、本文中の「私」は、

すべて長男である私（隆一）のことで、その他

の登場人物は私から見た関係で記されている。

１）　家族介護

　父は 2000 年、84 歳で認知症を発症、当時父

母は自宅で二人暮らしていたが、母はすでに 78

歳、ひとりでは父の介護が難しい状態となって

いた。私たち夫婦は横浜に住んでいた。そこで母、

書　評
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私、妻、介護実務に精通した妹 4 人で今後の対

応について相談した。その結果 2002 年 3 月よ

り妻が私と別居して単身父母の自宅の近くに住

んで、父の介護に加わることになった。

　2002 年 7 月に父の介護保険申請をする。その

翌月の 8 月自宅で脚を滑らし、転倒して右腕上

腕のつけ根を骨折入院、持病だった心不全を悪

化させ、命も危ぶまれる状態となった。ところが、

父は自分の置かれている状況を理解できず、環

境の変化に大混乱、自分の生命を支えていたは

ずの挿管を嫌がり、管を自ら外したり、点滴の

針を強引にとり、血だらけになるなどの混乱が

続いた。1 か月後、万一を覚悟して退院した。住

み慣れた自宅に戻ると父は嘘のように落ち着き

を取り戻した。しかしながら入院をきっかけに

認知症の症状は一段と進んでしまった。

　退院した翌月の 10 月、我が国の認知症治療

の専門医として有名な遠藤秀俊医師の勤務する

国立療養所中部病院（現・国立長寿医療研究セ

ンタ－）へ連れていき、遠藤医師に診察を受け

る。アルツハイマ－型認知症と診断された。以

降、月に一回程度受診し介護方法の指導を受け

た。一例をあげると、父は度々焼酎を飲みすぎ

泥酔した。遠藤医師からは焼酎の代わりに最初

から水を入れておくよう助言された。「まさか水

では気づくのではないか」と思ったが、気づか

ず「今日の酒はうまいな―」と飲んでいた。そ

れからは泥酔することなく体調を保つうえで有

益な助言であった。2004 年 2 月頃、遠藤医師よ

り症状が落ち着いているので今後は自宅近くの

医師に診察を受けるように指示があり加藤内科

胃腸科に転医した。

　父の介護認定結果は、入院中に要介護 1 とされ、

退院 2 か月後の 2002 年 11 月には要介護 2 にな

る。その後、2007 年 2 月に要介護 4 となり認知

症の症状は着実に進行していた。デイサ－ビス

を最初は週 1 回通い、次第に回数を増やし事故

当時は週 6 回であった。

　今後、父の介護をどうするか家族で相談した

結果、在宅で介護していくことにした。

　在宅介護を選択した理由は、以下の５点である。

①　特別養護老人ホ－ムに入れば混乱して認知

症は悪化する。

②　食事は箸で食べ、ひとりで着替えもでき、

トイレに行き用を済ませるなど日常生活を送

ることができる。

③　自宅兼事務所が最も落ち着ける場所、見知っ

た人から声をかけられると嬉しそうに挨拶を

する。安心できる場所である。

④　家族総動員ながら在宅で過ごせる体制を構

築している。

⑤　すぐに入所できる特別養護老人ホ－ムはど

こもない。早期入所は無理である。

　父が自宅で可能な限り安全かつ快適に暮らせ

るよう、介護保険を使って、手すりを新設し、

トイレに一番近い位置に介護用ベットを置いた。

廊下に置いてあった家具をすべて撤去するなど

安全対策を実施した。また外出願望が強いので

上着・帽子・靴に父の名前や連絡先を記入した。

　妹は 2004 年 3 月介護福祉士の資格を取る。

妹より介護保険制度の情報、介護のことについ

て学ぶ。学びの例として、妻は父に写経をさせ

たり、家族旅行のビデオや古いアルバムなどを

見せたりして昔のことを思い出させる回想法を

試みる。散歩は一緒に出かけたり後方から見守

りつつ付き添って歩いた。母自身も 2005 年要介

護 1 となった。

　父がいつもいる事務所は、もともと不動産業

をしていた仕事場で「たばこ」や「バスの回数券」

「切手」の小売りを併設していた。事務所には現

金が置いてあったので、防犯対策で出入り口に

人感センサ－とチャイムが設置されていた。し

かし古いタイプでけたたましい音で鳴り父は緊

張した。また誰かが移動するたびに鳴る。すで

に小売り販売を辞めているので防犯上必要がな

い理由で電源は切ってあった。

　父は 2 度、私たちが気づかぬ間にひとりで外

出して行方が分からなくなったことがある。
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1 度目は 2005 年 8 月未明、パジャマを着たまま

ひとりで散歩に出かけ帰れなくなった。幸いコ

ンビニの店長が気づき午前 5 時ごろ連絡してく

れた。2 度目は 2006 年 12 月深夜タクシ－に乗っ

たものの行き先が告げられず、運転手は父が認

知症と気づき警察に連絡しパトカ－で帰ってき

た。

　外出防止策として父が自宅玄関に近づくと人

感センサ－が感知して母の枕元でチャイムが鳴

るようにした。そのため、夜間でも父が自宅玄

関に近づくと母が起きて父に付き添えるように

なった。そして、最寄りの東海警察署大府幹部

交番に出向き父の症状を説明し、万が一外出し

てしまった時に備えて連絡先等を詳しく伝えた。

大府市役所の担当課と相談したが GPS は当時、

まだ、大きさや重さ制度の点から実用的ではな

いということだった。重ねて警備会社に父のみ

まもり相談をしたが個人を監視するような業務

は取り扱っていないということだった。

　2007 年 12 月 7 日午後 4 時半ごろ父はデイサ

－ビスから帰宅後、母と妻と三人でみかんを食

べお茶を飲み団らんのひと時を過ごした。その

後、妻は父が玄関先で排尿してしまったダンボ

－ル箱を片付けに立ち、そばにいた母（85 歳）

がほんの一瞬まどろんだ間に、父は外へ出ていっ

た。父の不在に気づき近所を探すも姿はなかっ

た。17 時 47 分共和駅から事故の連絡があり、

父は即死だった。7 年間に及ぶ介護が突然終わっ

た。JR 鉄道の乗客にはけがはなかった。上下 34

本の運休・部分運休で最大 2 時間 1 分の遅れが

出た。

２）JR東海鉄道事故の損害賠償裁判

　事故から半年後、2008 年 5 月 19 日付け JR

東海が遺族に損害賠償を請求。

　JR 東海の訴えは、

①　父には意思能力があり、父の不在行為によ

り損害が発生、民法 709 条（不法行為による

損害賠償義務）に該当する。父の損害賠償義

務を承継した法定相続人は法定相続割合に応

じて賠償。

②　父が意思能力を喪失していたとしても、家

族には民法第 714 条（責任無能力者の監督義

務者等の責任）があるのだから，①と同様に

法定相続割合にて賠償。

姉・妹・弟も法定相続人ということで提訴さ

れた。

　第一審判決（2013 年 8 月 9 日　名古屋地方裁

判所民事第 6 部　裁判長　上田哲）

　「全面敗訴」の判決だった。

　判決では認知症男性の妻と長男の「責任」を

問い、他の三人の子供の責任は却下した。

　判決では認知症男性の妻と長男に約 720 万円

全額支払を命じた。

判決の主たる根拠として、

・父が他人の敷地内に侵入したり、公道上に飛

び出して交通事故を惹起したりなどして第三

者の権利を侵害する可能性があることを予見

しえたのだから、注意義務があった。

・にもかかわらず父と二人だけになっていた際

に、まどろんで目をつむり父から目を離して

いたのであるから注意義務をおこたった過失

がある。

私に対しては

・重要な財産の処分や方針を決定する地位が事

実上引き継がれた。よって私は法定監督義務

者や代理監督と同視し得る父の事実上の監督

者といえる。

・常に目を離すことができない状態とされる父

が、他人の生命・身体・財産に危害を及ぼす

危険性を具体的に予見することは可能であっ

た。

・それにもかかわらず、事務所出入り口のセン

サ－を切ったままにして、音量を調節できる

物に取り換えるなどしなかった。また妹に訪

問頻度を増やすように依頼したり、民間ヘル

パ－を依頼したりするなどの措置も何ら講じ
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ていない。よって賠償責任がある。

JR 東海については

・そもそも認知症の男性がどのようにして　事

故現場に至ったかは不明であるし、原告に対

し線路上を常に原告職員が監視することや、

人が線路に至ることができないよう侵入防止

措置をあまねく講じておくことなどを求める

ことは不可能を強いるもので相当ではない。

　判決は監督義務の免責の可否にも全く踏み込

んではいないばかりか、介護保険法の精神のか

けらも見当たらない。国の地域で支えるという

方針に沿って、介護保険法や虐待防止法の精神

などを厳守し、どんなに一生懸命介護をしたと

しても、一旦他人に損害を与えるということに

なれば、民法が優先しほぼ無過失責任を負担し

なければならない。認知症の人たちを危険な存

在としか見ていない。判決は認知症の人に携わっ

ている人たちにとって最悪の結果となった。私

は「こんな判決を確定させてはいけない。後の

世に残してはいけない、判決に対しては判決で

取り消すしかない」と判断し直ちに控訴した。

第二審判決（2014 年 4 月 24 日　名古屋高等裁

判所民事第 3 部　裁判長　長門栄吉）

「同居の認知症男性の妻には 360 万円の賠償責任

控訴審　長男への請求棄却」との判決

判決の主たる根拠

　夫婦の同居、協力及び扶助の義務（民法 752 条）

とし、配偶者は身上監護の義務があったとして

妻にはその責任を求めた。同判決では、妻の「責

任」を問い、長男の「責任」は不問とした。ま

た賠償金は半額に減額すると「変更」をしている。

二審判決は一審判決を以下のように変更した。

　JR 東海の管理体制について「過失とはいえな

いが不法行為における損害の公平の分担の精神

に基づき裁判所は総合的に勘案して賠償すべき

額を損害の一部とすることができる」との考え

を示した。

　そのうえで、「鉄道事業にあっては社会的弱

者も安全に利用できるように列車の発着する駅

ホ－ム、列車が通過する踏切等の施設・設備に

ついて、人的な面も含めて一定の安全の確保で

きるものとすることが要請されているのであり

鉄道事業者が一層の安全向上に努めるべきこと

はその社会的責務でもある。しかるところ認知

症の男性は大府駅から列車に乗車して共和駅に

至ったものであるが、大府駅及び共和駅での利

用客に対する監視が十分になされておれば、ま

た共和駅が先端のフェンス扉が施錠されておれ

ば、本件事故発生を防止することができたと推

認される事情があった」として「諸事情を総合

考慮すれば、損害額の 5 割賠償が相当である」

と判示した。

　JR 東海がすぐさま上告した。JR 東海の上告を

受け私たちも意見を述べる機会が得られるとの

ことで上告することにした。

最高裁判決（2016 年 3 月 1 日最高裁判所第 3

小法廷　裁判長裁判官岡部喜代子　裁判官大谷

綱彦　大橋正春　木内道祥　山崎敏充）

最高裁は高裁判決を取り消したうえで「監督義

務者に該当するが、その義務を怠っていないの

で免責され賠償義務なし」「家族に責任なし」と

の判決。

判決内容

・母（93 歳）に対しては、「成年後見人や同居す

る配偶者だからといって直ちに法定監督義務者

にあたらない。私にも同様に、法廷義務者にあ

たる法令上の根拠はない」とした。

・次に「法定監督義務者に該当しなくても第三者

に対する加害行為の防止に向けて監督義務を引

き受けたとみるべき特段の事情が認められる場

合には、法定監督義務者と同視して法定監督者

に準ずべきものとして損害賠償責任をおう場合

がある」。

特段の事情（例示）

・その者自身の生活状況や心身の状況など

・精神障害者との親族関係の有無・濃淡
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・同居の有無その他の日常的な接触の程度

・精神障害者の財産管理への関与の状況などその

者と精神障害者とのかかわりの実情

・精神障害者の心身の状況や日常における問題行

動の有無・内容

・これらに対応して行われている監護や介護の実

態

　以上の「諸般の事情を総合考慮して判断すべ

きである」とした。私も母も特段の事情がない

とされ 8 年間にわたる苦悩の裁判は終わった。

２　判決後の JR 東海の対応・私の思い

１）JR東海の対応　

　JR 東海は判決後のコメントでは「真摯に受

け止めたい」としつつも「従前から基本的な考

え方は首尾一貫しており今後も変わるところは

ない。株式会社だから、会社の財産をきちんと

守る観点から法令にのっとって適切に対処する。

責任の所在や事実関係など個別の事情を十分精

査して弁護士とも相談して損害賠償を請求する

のが基本。加えて当事者間での話し合いをさせ

ていただくことに今後も変わりはない。」と発言

した。そして、「今回の判決では、一審、二審同様、

当社の安全配慮義務、安全確保義務に問題があっ

たとはされていない」とも発言している。JR 東

海は「すべての案件で損害賠償請求を行い、ほ

とんどのケ－スにおいて相続人は、請求に応じ

て賠償をします」としている。

　国立研究開発法人国立長寿医療研究センタ－

老年内科部長遠藤英俊医師は「JR 東海の主張は、

認知症に対する無知と無理解を露呈するもので

あり認知症の専門医とし看過することはできな

い。このような患者さんの尊厳からかけ離れた

対応は犯罪的であるとすらいえると思う。今後、

法曹界の方たちがより認知症について学び自分

のこととして裁判を運営することを期待する」

と述べている。

２）私が裁判で戦って感じたこと

　父を亡くした 6 ヶ月後、JR 東海からの損賠賠

償請求が始まり、いち個人として、手探りで巨

大企業との戦いが始まった。直接裁判に関わっ

ていただいた弁護士はじめ、陳述書・意見書・

電話聴衆報告書作成等に協力していただいた人

たち、その他多くの人に支援していただいた。

そして「父の死を無駄にしたくない」強い思い

があり裁判で戦えたと考えている。

　私は父の葬儀後、共和駅の事故現場を見に行っ

た。父は一般乗客が電車を降りて駅を出るため

に向かう方向とは逆のホ－ム端の駅構内の線路

で亡くなった。ホ－ム端の扉は付ていたが施錠

はされていなくて、軽くノブを回せば開く状態

であった。父は排尿する場所を求めて階段を経

由して線路に降り事故にあったと確信した。父

は亡くなったとき「ズボンのチャックが開いて

いた」と東海警察署の警部の発言が蘇った。父

は必ず自分がトイレと判断した場所で排尿する。

まだ、周りを意識する羞恥心は残っていたので、

線路に降りてトイレと判断したのが裏目に出た

のだ。下車したホ－ムで駅員は、逆方向に向か

う父の行動を目撃したはず、どうして呼び止め

てくれなかったのか、また、扉に施錠さえして

あれば父は線路に降りることはなかったはず。

JR 東海も認知症の人がどうして駅構内の線路に

入り込んだのか、原因を調査し再発防止策を早

急に検討してくれるべきだと思った。私は多く

の乗客に迷惑をかけてしまったと一人煩悶した。

　今後、認知症の方が不幸な事故で家族に損害

賠償請求訴訟を受けて裁判にたたざるを得ない

方も出てくるかもしれない。そのために挙げた

いことは、①裁判には正々堂々と事実をありの

ままに正直に戦う。②詳細な陳述書を作成する

ためには、「介護日記」や備忘録を書き残すとよ

い。③万一の対策として定期的に指紋・掌紋を

作っておくことも必要。④企業側の立場も考え

てみる。⑤証拠の保全、施設管理責任（映像の

保全・職員の聴衆）なども考えておくとよい。

　「徘徊」とは、無目的で歩きまわるようなニュ

アンスであるが、そうではなく一人で外出した
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ものの道がわからなくなって帰れなくなったに

過ぎない状態だと私は 7 年間の介護を通して思

う。「徘徊」の言葉も「一人あるき」とか「はい

かい」とひらがなで書いたらどうであろう。

３　認知症鉄道事故で報道のもたらしたもの

　2013 年 8 月 10 日、まず日本経済新聞が初

めて第一審判決内容を報道した。その報道を皮

切りにメディア各社が取り上げ、認知症に対す

る認識や理解が一気に広まった。認知症は「誰

でもなりえる病気である」と広くゆき渡った点

はプラス面である。考えてみると世界のトップ

リダ－だったレ－ガン元大統領やサッチャ－元

英国首相も認知症である。日本の認知症医療の

第一人者で認知症診断検査の開発者と知られる

長谷川和夫氏（88）が自ら認知症であることを

発表した（読売新聞 2017 年 11 月 16 日）。一審判決後、

認知症に関するメディアの記事や報道などが明

らかに増加した。記者が判決内容に憤慨し、判

決や JR 東海の対応を批判し、大半の報道機関が

判決内容に疑問があるとの内容を報道した。社

会学者の上野千鶴子氏は「裁判は認知症の人は

拘束状態に置けと言っているのと同じ。高齢者

介護の全責任が家族にあるという考え方そのも

のが問題だ」と指摘した〈中日新聞　遺族に賠償命令波

紋を呼ぶ　2013 年 8 月 29 日より抜粋〉。2013 年 12 月

11 日には、公益社団法人認知症の人と家族の会

は「認知症列車事故、名古屋地裁判決に対する

見解」として、「認知症の人の徘徊は防ぎきれな

い、家族に責任を押し付けた一審判決は取り消

すべき」と「家族会」の見解を発表した。二審

判決後、2014 年 5 月 14 日「家族会」は再び下

された非情な判決について時代錯誤、家族を責

めず社会的救済制度を提起すべき認知症列車事

故・名古屋高裁判決に対する見解を出した。メ

ディアからは「介護の実態を理解せず」、「閉じ

込めるしかないのか」という批判もあった。最

高裁後、介護体験をもとに著作活動を行う日本

福祉大中央福祉専門学校の専任教員の渡辺哲雄

氏は「徘徊を完璧な監視、監督は不可能だと認

められた点で意義のある判決だ。一方で、地域

社会の努力だけで徘徊を防止するには限界があ

り、起きてしまった損害は賠償される必要もあ

る。被害者が JR のような大企業でなく、個人や

町工場なら賠償は死活問題。国が介護保険の一

部を活用するなどして、認知症患者による事故

の損害を補償する仕組みづくりを進めるべきだ」

と述べている。〈中日新聞　損害補償の仕組み必要　2016

年 3 月 2 日より抜粋〉、公益社団法人認知症の人と家

族の会顧問の高見国生氏は「賠償金を全額公費

で救済できるような制度を作ってほしい」と訴

えた。〈中日新聞　温情判決家族ら「救い」　2016 年 3 月 2

日より抜粋〉

　堤修三氏は（元厚生省介護保険制度実施推進本部事務局長、

厚生労働省老健局長、社会保険庁長官など務め 2003 年退官　

現在長崎県立大学特任教授）市町村が行う任意事業とし

て介護保険の中に見舞金を支給するようにした

らどうかと提案した。これを受けて 2016 年 5 月、

厚生労働省や、国土交通省など関係省庁が参加

して連絡会議が開催され、認知症の人による過

失行為について家族がどこまで責任を負うべき

か、また、被害救済策について議論された。し

かしながら、12 月 13 日に開催された連絡会議

は「救済範囲や財源などを含めた議論が必要で、

直ちに制度的対応することが難しい」との結果、

公的救済制度の創設は見送られた。

　認知症 JR 東海鉄道事故裁判の最高裁の判決を

受け、認知症の事故を公費で賠償制度を成立し

た自治体がある。神奈川県大和市では 2017 年

11 月「はいかい高齢者個人賠償責任保険事業」

を開始した。市に住民登録をしている「はいか

い高齢者等 SOS ネットワ－ク」登録者を対象に、

被保険者が法律上の損害賠償責任を負った際に

保険で最大 3 億円を保証する。（被保険者の保証

料の負担はない）。このほか、兵庫県神戸市では

2018 年 3 月「認知症の人にやさしいまちづくり

条例」を制定、認知症の高齢者らが起こした事

故など家族の被害弁償を公的に補償する救済制
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度を可決した。愛知県大府市と栃木県小山市は

2018 年 6 月から、福岡県久留米市では 2018 年

10 月から民間保険を活用した支援事業を開始す

る。民間保険会社では 2016 年 3 月に太陽生命（東

京）が認知症保険を始めた。その後他の保険会

社も相次いで登場している。

４　認知症 JR 東海鉄道事故裁判で残された課題

　本裁判の争点は損害賠償をめぐり監督義務者

はだれかという法解釈が争点であった。監督責

任について家族の介護力にゆだねるばかりの国

策に法律論は立ち入らない。損害賠償の責任問

題までが法の限界であろうか。「24 時間の見守

りが必要な場合にどんな体制が可能か」、「徘徊

やそれに伴う事故への対策を社会全体で講じる

べき内容とは」については語られていない。こ

の裁判は単なる鉄道事故ではない。高齢社会到

来に伴い在宅介護を担う家族に与える影響は大

きかった。社会の中では「認知症になると何も

できなくなる」といった偏見も根強い。認知症

になっても、喜怒哀楽、プライド、羞恥心、ユ

－モア、優しさなどは変わらない。心は認知症

になる前と同じである。認知症の症状を正しく

理解し認知症本人を尊重する介護が必要である。

本書で書かれている高井家は家族総動員で献身

的に介護していたことが書かれている。

　社会全体に認知症の理解を一層深めるために、

厚生労働省は 2015 年 1 月には「新オレンジプ

ラン」（認知症施策推進総合戦略）を発表した。

新オレンジプランとは「認知症の人の意思が尊

重され、できる限り住み慣れた地域でよい環境

で自分らしく暮らし続けることができるために

必要としていることを適格にこたえていくこと」

旨としているが「認知症患者が安心して住める

街」への道のりは遠い。

　厚生労働省によると認知症患者は 2025 年には

700 万人を越えると推計値を発表した。これは

高齢者のうち５人に１人が認知証に罹患する計

算となる。他人事ではない。自分が、親が認知

症になったら漠然と不安を抱えている人も多い

だろう。介護保険制度が始まって 18 年高齢化が

急速に進み財政が厳しくなり、サ－ビスは縮小、

自己負担は引き上げの方向に進み、介護職の人

手不足も深刻である。しかも、在宅介護中心の

施策は国家的課題である。介護を単に家族の扶

養強化で片付けられない時代である。これから

の我が国は核家族、少子高齢化社会、単身化に

顕著なように、家族形態の変化は大きい。高齢

化が進み介護が当たり前になった時代に、在宅

での介護を基本に、地域が認知症患者や家族を

支える仕組みをどうやって作っていくのか。公

的補償の広がりこそが急務であるとともに、安

心して在宅介護ができる介護保険制度の充実を

進めることも大事な課題である。

伊里タミ子（介護保険の隙間を埋める会社「よ

ろず屋」代表）
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犯罪を起こした軽度知的障がい者の就労の受け入れに関する
福祉事業所の管理者の意向

－ビニエット法を用いた質問紙調査の解析－

Intention of the Management of Welfare Centers in Accepting Employment 

of Persons with Mild Intellectual Disabilities Who Committed Crimes 

：Analysis of Questionnaire Survey Using Vignette Technique 

社会福祉法人くるみ会　就労移行支援事業所 Link　008487

Ⅰ．研究の背景と目的

（１）　研究の背景

　我が国では、2009 年に国連の障害者の権利

に関する条約に署名した後、障がい者に関わる

種々の法律の整備を進め、2016 年 4 月から障害

者差別解消法が施行された。この法律にもとづ

き、社会生活を営む上で障壁となるような社会

における事物、制度、慣行、観念などのいわゆ

る「社会的障壁」により継続的に相当な制限を

受ける状態をもつ障がい者に対し、合理的配慮

を提供する義務が生じることとなった。本研究

では、その中で従来から手が付けられにくかっ

た問題として、犯罪を起こした障がい者を対象

として、今回、犯罪を起こした軽度知的障がい

者（以下、当事者という）の「就労」を取り上げる。

　犯罪を起こした知的障がい者が直面する「社

会的障壁」に関する問題は、元衆議院議員の山

本譲司氏が、自身が服役していた経験をもとに

書いた『獄窓記』（山本 2008）等を通して、矯

正施設に収容されている受刑者の中に多数の知

的障がい者がいることをもとに世間に知らしめ

た。法務省の統計によれば、平成 27 年の新受刑

Abstract

A questionnaire using two fictional cases of persons with mild intellectual disabilities 

who have a criminal history was given to managers of work-related welfare centers.  It 

was found that the applicants’ work abilities were overshadowed by their criminal 

past; there is a correlation between the centers’ experience in accepting and likelihood 

of hiring the applicants.  The results indicated the necessity of education to promote the 

acceptance of such people along with the cooperation of other organizations.

Keywords

person with mild intellectual disabilities

crime, vignette technique, welfare centers, employment

瀧川　賢司

研究ノート
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者 21539 名の内、ＩＱが 69 以下の知的障がい

を有する者は 4270 名（約 20％）であった（法

務省 2015a）。また法務省の調査によれば、矯正

施設内の当事者はＩＱが 50 ～ 69 の「軽度」で

あり、出所後 1 年以内に半数以上の者が再犯に

より再入所していた（法務省 2013）。また木村

（2013）は、出所した当事者は、福祉の支援を十

分に受けられないままに困窮化し、そして社会

の中で孤立することで精神的な自立が得られず、

結果的に再犯に至ってしまうと述べている。

　次に当事者の就労実績については、刑務所出

所者等を雇用し更生に協力する「協力雇用主制

度」を進めているが、登録した約 18000 の企業

の約 4％程度（法務省　2015b）にとどまって

いる。ましてや知的障がいを有する者の雇用は

更に厳しいであろう。また、小野ら（2011）の

全国調査において、当事者を通所および入所と

して受け入れた経験のある障がい者支援施設は

23.1％足らずであった。積極的に受け入れをし

ない理由として、「他利用者への悪影響の可能性

がある」、「支援プログラムがない」、「施設の責

任が問われる可能性がある」などが挙げられ、「社

会的障壁」として福祉事業所の受け入れ態勢が

不十分であることに加え、地域の理解も進んで

いない。さらに、当事者の受け入れに必要な研

修として「福祉施設が支援する意義」を挙げて

おり、福祉事業所は当事者の受け入れが進まな

い危機感を抱き、当事者支援の意義を認識する

ための研修を求めていることが示されている。

　また現状の国の制度等として、内閣府（2011）

や法務省（2016）によれば、協力雇用主への

就業奨励金支給制度や就労支援等を行うハロー

ワークの職員の増加、雇用ニーズに応じた就労

訓練が実施されているが、これらの施策の主な

目的は「再犯防止」であり、就労の受け入れ側

に配慮した制度である。そして、生活困窮者自

立支援法の「中間的就労」は就労を開始するた

めの訓練を提供する事業であり（厚生労働省　

2015）、就労後の継続支援は重視されていない

と思われる。このように現状の制度では、瀧川

（2016）が指摘するような当事者の就労への適性

や思いが十分に反映されているとは言えないだ

ろう。結果として、「犯罪を起こした者」に対す

る「社会的障壁」は解消されることなく、あら

ためて再犯防止の視点のみならず、当事者の視

点をも十分にくみ取る制度の必要性が問われて

いる。　

　以上、当事者の就労を軸とした生活自立に向

けた就労の受け入れ側の課題として、当事者の

就労を受け入れる福祉事業所は当事者の就労を

模索しつ、彼らの働く可能性や思いなどの主体

性を十分に考慮に入れていない可能性がある。

（２）　目的

　以上より、本研究は犯罪を起こした軽度知的

障がい者（当事者）の就労を受け入れる就労系

福祉事業所の管理者が考える受け入れの意向と

その際に考慮する当事者に関連する特性（本人、

職場、地域等）を調べ、今後の就労を促進する

示唆を得ることを目的とした。

Ⅱ．方法

（１）対象

　調査対象は、知的障がい者の福祉的就労の場

である就労系福祉事業所（就労移行支援事業所、

就労継続支援事業所Ａ型、同Ｂ型）とした。各々

の事業所は、ＷＡＭ - ＮＥＴを用いて、各都道府

県にある事業所等の数に応じて無作為に抽出し、

総数 767 ヶ所（就労移行支援事業所：264 ヶ所、

就労継続支援事業所Ａ型：237 ヶ所、同Ｂ型：

266 ヶ所）を選定した。

（２）手続き

　事業所には管理者宛て依頼文と無記名自記式

質問紙を郵送した。回答者には、受け入れ等の

判断について権限を有すると考えられる各々の

事業所の管理者を指定した。調査実施期間は、

平成 27 年 10 月から 12 月上旬であった。

（３）調査内容

1）質問紙の特徴
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　調査には架空事例を用いたビニエット法を用

いた質問紙法を採用した。ビニエット法は、回

答者に具体的な事例を読ませて、その上で質問

に回答してもらう方法である。北野（2002）に

よれば、ビニエット法の利点は、プライバシー

が侵害されないため倫理的なジレンマが少ない

こと、回答者によって想起される場面を、ある

程度一定にコントロールすることが可能である

こと等が挙げられる。従来の質問紙調査では、「障

がい者が起こした犯罪」という一括りにして質

問することが多かったが、回答者にとって「障

がい者が起こした犯罪」のイメージが統一され

ているとは限らない。そこで、本研究では軽度

知的障がい者が起こした犯罪を具体的にイメー

ジしやすくする架空事例を創作した。架空事例

の罪名は、罪名別件数の構成比の多い順（法務

省　2013）ならびに１年以内の再犯率（染田　

2007）をもとに傷害、窃盗、風営適正化法違反

を挙げたが、本論文では傷害、窃盗の 2 つの犯

罪事例を取り上げた。そして、各々の架空事例

は、相田ら（2013）の事例や複数の相談支援事

業所の管理者らの意見を参考に、生い立ちや友

人関係、学歴や職歴、支援の状況などを具体的

に設定した。また、架空事例に登場する当事者は、

就労能力があり、犯罪を起こしたことを反省し、

福祉や家族の支援を受けていることとし、犯罪

を起こした点以外の不利な境遇の影響をできる

限り排除した。（表１参照）
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架空事例１ （窃盗） 架空事例２ （傷害）
性別 男性 男性
年齢 20代後半 50代前半
学歴 高校卒 中学卒
家族 両親・弟・祖父母 両親・兄
主な支援者・機関 障害者就業・生活支援センター 兄
再犯経験 再犯経験あり 再犯経験あり
犯罪への反省 反省している 反省している
就労能力／意欲 あり／あり あり／あり
就労経験や資格 パソコン検定,   レジ経験

ホームヘルパー２級 ビル清掃

表１　  2つの架空事例に登場する当事者の属性等
属性

個
人
属
性

犯
罪
・
就
労

関
係
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2）具体的な質問 

就労系福祉事業所において，架空事例における当事者の就労の受け入れに関する管理者
の意向等を調査するにあたり，以下の3つのリサーチクエスチョン（ＲＱ）と具体的な質問
項目を立てた． 

ＲＱ１は，「当事者の就労の受け入れに関する管理者の意向について，①当事者が起こし
た犯罪種別や②3つの就労系福祉事業所の種別により違いはあるか」とした．ここで，ＲＱ
１に関する具体的な質問項目として，①，②について管理者が考える当事者の就労の受け
入れの意向を尋ねた．その際，「1．可能性なし」，「2．あまり可能性はない」，「3．やや可
能性あり」，「4．可能性あり」の4件法を用いた． 

ＲＱ２は，「架空事例における当事者の就労の受け入れに関する管理者の意向について，
就労系福祉事業所別に過去に受け入れた当事者の経験人数により違いはあるか」とした．
ここで，ＲＱ２に関する具体的な質問項目は，ＲＱ１と同様に 4 件法を用いて尋ねた． 

そして，ＲＱ３は，「就労系福祉事業所別に，管理者は過去に受け入れた当事者の経験人
数により，当事者の特性，管理者の属する事業所や地域社会の現状をどのように評価して

Ａさん（20 代後半，独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性．  

家族は，両親と 2 歳下の弟，母方の祖父母の 6 人家族で裕福ではなかった．小学校は普通学級であった
が，中学校は特殊学級，高校は特別支援学校に通った．支援学校卒業後は，専門学校にてパソコン検定と
ホームヘルパー2 級を取得した．卒業後は，スーパーにて簡単な事務処理に就き，当初の勤務態度は真面目
であった．しかし，就職後半年後に父親が心筋梗塞により急死，さらに 5 か月後に母親が交通事故のため
死亡し，両親の借金の返済に迫られることとなった．またスーパーにて上司から業務について叱責されて
以降，関係がうまくいかず自ら退職した．その後，両親の借金返済のため持ち家を手放し，アパートに住
み，近くの木工所で働き始めた．技術習得に励んでいたが，ここでも仕事のやり方が原因で上司との関係
が悪くなり退職した．しばらくして，生活が苦しくなり，食料の万引きや無銭飲食を繰り返したことや仲
間とともにバイクを盗んだことにより，20 代半ばで刑務所に入った．  

刑務所を出所後は，保護観察を受けながら，自治体の福祉課を通じて障害者就業・生活支援センターを
通して，グループホームの利用につながり生活は安定しつつある．20 代後半になり，本人は犯罪を起こし
たことについて反省し，将来の自立を考えて，専門学校で得た技術や体力を生かして，就労を目指したい
と意欲を持っている．  

Ｂさん（30 代前半，独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性．  

家族は，両親と 5 歳上の兄と 4 人家族であった．小学校は普通学級，中学校は支援学級に通ったが，そ
の間はひどいいじめを受けた．中学校卒業後は，家具工場に就職して加工技術を習得し，20 歳の頃には将
来の親方候補となっていた．ある日，暴力団の組長が家具を買いに来た時，組長に勧誘された．普段から
暴力団はかっこいいと思っていたので，21 歳になる前に工場を辞めて組に入り，家族とは絶縁した．暴力
団では他の組との縄張り争いにて傷害事件を起こし 1 度刑務所に入り，20 代後半の時に，兄貴分の身代わ
りになって 2 度刑務所に入った（計 3 回）．しかし，3 回目に刑務所から満期出所した際に組長から破門に
され，ホームレスとなった．その後，住居侵入罪で逮捕・起訴され 2 年間刑務所に入った．  

刑務所を出所した後は，絶縁状態だった本人の兄が後見人となり，実家にて生活を送ることになった．
しばらくは暴力団から嫌がらせがあったものの，地元の職業訓練所にてビルメンテナンスの技能を 1 年間
かけて習得した．30 代になり，将来の自立を考えて，家具工場や職業訓練所で得た技術や体力を生かして
就労を目指している．今では，元の暴力団との関係も切れ，本人は犯罪を起こしたことを反省している．

　Ａさん（20 代後半、独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性。

　家族は、両親と 2 歳下の弟、母方の祖父母の 6 人家族で裕福ではなかった。小学校は普通学級であったが、中

学校は特殊学級、高校は特別支援学校に通った。支援学校卒業後は、専門学校にてパソコン検定とホームヘルパー

2 級を取得した。卒業後は、スーパーにて簡単な事務処理に就き、当初の勤務態度は真面目であった。しかし、

就職後半年後に父親が心筋梗塞により急死、さらに 5 か月後に母親が交通事故のため死亡し、両親の借金の返済

に迫られることとなった。またスーパーにて上司から業務について叱責されて以降、関係がうまくいかず自ら退

職した。その後、両親の借金返済のため持ち家を手放し、アパートに住み、近くの木工所で働き始めた。技術習

得に励んでいたが、ここでも仕事のやり方が原因で上司との関係が悪くなり退職した。しばらくして、生活が苦

しくなり、食料の万引きや無銭飲食を繰り返したことや仲間とともにバイクを盗んだことにより、20 代半ばで

刑務所に入った。

　刑務所を出所後は、保護観察を受けながら、自治体の福祉課を通じて障害者就業・生活支援センターを通して、

グループホームの利用につながり生活は安定しつつある。20 代後半になり、本人は犯罪を起こしたことについ

て反省し、将来の自立を考えて、専門学校で得た技術や体力を生かして、就労を目指したいと意欲を持っている。
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2）具体的な質問

　就労系福祉事業所において、架空事例におけ

る当事者の就労の受け入れに関する管理者の意

向等を調査するにあたり、以下の 3 つのリサー

チクエスチョン（ＲＱ）と具体的な質問項目を

立てた。

　ＲＱ１は、「当事者の就労の受け入れに関する

管理者の意向について、①当事者が起こした犯

罪種別や② 3 つの就労系福祉事業所の種別によ

り違いはあるか」とした。ここで、ＲＱ１に関

する具体的な質問項目として、①、②について

管理者が考える当事者の就労の受け入れの意向

を尋ねる際、「1．可能性なし」、「2．あまり可能

性はない」、「3．やや可能性あり」、「4．可能性

あり」の 4 件法を用いた。

　ＲＱ２は、「架空事例における当事者の就労

の受け入れに関する管理者の意向について、就

労系福祉事業所別に過去に受け入れた当事者の

経験人数により違いはあるか」とした。ここで、

ＲＱ２に関する具体的な質問項目は、ＲＱ１と

同様に 4 件法を用いて尋ねた。

　そして、ＲＱ３は、「就労系福祉事業所別に、

管理者は過去に受け入れた当事者の経験人数に

より、当事者の特性、管理者の属する事業所や

地域社会の現状をどのように評価しているか」

とした。ここで、ＲＱ３に関する具体的な質問

項目は、当事者の作業能力の高さ、作業の継続

の可否、再犯可能性、当事者に適する作業の有無、

当事者の障がい特性について相談できる専門機

関との連携の有無、当事者の起こした犯罪は事

業所として受け入れを許容できるかどうか、在

籍する利用者への悪影響の有無、在籍する利用

者の反対意見の有無、地域社会での受け入れの

可能性の有無の９つとした。

　また、ＲＱに関する質問の他に回答者および

所属事業所の属性に関する質問も調査した。

（4）分析方法

　属性に関する質問は度数分布表を作成した。

またＲＱ１からＲＱ３については、Kruskal-

Wallis 検定により回答傾向を把握した。

（5）倫理的配慮

本研究は日本福祉大学倫理委員会の承認を受け

て実施した（承認番号：16-007）。

Ⅲ．結果

（１）就労系福祉事業所における当事者の受け入

れに関する管理者の意向

1）回答者および所属する事業所の基本属性

　郵送した 767 ヶ所のうち、236 ヶ所（回収率：

30.8％）からの回答全てを分析対象とした。回

答者および回答者の所属する就労系福祉事業所

の基本属性は表 2 の通りである。回答者は男性

が 6 割以上であった。年齢層は就労継続支援Ｂ

型事業所では年齢層が高い傾向がみられ、特に

60 代以上の割合が高かった。また法人種別につ

いては、就労移行支援事業所と就労継続支援Ｂ
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2）具体的な質問 

就労系福祉事業所において，架空事例における当事者の就労の受け入れに関する管理者
の意向等を調査するにあたり，以下の3つのリサーチクエスチョン（ＲＱ）と具体的な質問
項目を立てた． 

ＲＱ１は，「当事者の就労の受け入れに関する管理者の意向について，①当事者が起こし
た犯罪種別や②3つの就労系福祉事業所の種別により違いはあるか」とした．ここで，ＲＱ
１に関する具体的な質問項目として，①，②について管理者が考える当事者の就労の受け
入れの意向を尋ねた．その際，「1．可能性なし」，「2．あまり可能性はない」，「3．やや可
能性あり」，「4．可能性あり」の4件法を用いた． 

ＲＱ２は，「架空事例における当事者の就労の受け入れに関する管理者の意向について，
就労系福祉事業所別に過去に受け入れた当事者の経験人数により違いはあるか」とした．
ここで，ＲＱ２に関する具体的な質問項目は，ＲＱ１と同様に 4 件法を用いて尋ねた． 

そして，ＲＱ３は，「就労系福祉事業所別に，管理者は過去に受け入れた当事者の経験人
数により，当事者の特性，管理者の属する事業所や地域社会の現状をどのように評価して

Ａさん（20 代後半，独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性．  

家族は，両親と 2 歳下の弟，母方の祖父母の 6 人家族で裕福ではなかった．小学校は普通学級であった
が，中学校は特殊学級，高校は特別支援学校に通った．支援学校卒業後は，専門学校にてパソコン検定と
ホームヘルパー2 級を取得した．卒業後は，スーパーにて簡単な事務処理に就き，当初の勤務態度は真面目
であった．しかし，就職後半年後に父親が心筋梗塞により急死，さらに 5 か月後に母親が交通事故のため
死亡し，両親の借金の返済に迫られることとなった．またスーパーにて上司から業務について叱責されて
以降，関係がうまくいかず自ら退職した．その後，両親の借金返済のため持ち家を手放し，アパートに住
み，近くの木工所で働き始めた．技術習得に励んでいたが，ここでも仕事のやり方が原因で上司との関係
が悪くなり退職した．しばらくして，生活が苦しくなり，食料の万引きや無銭飲食を繰り返したことや仲
間とともにバイクを盗んだことにより，20 代半ばで刑務所に入った．  

刑務所を出所後は，保護観察を受けながら，自治体の福祉課を通じて障害者就業・生活支援センターを
通して，グループホームの利用につながり生活は安定しつつある．20 代後半になり，本人は犯罪を起こし
たことについて反省し，将来の自立を考えて，専門学校で得た技術や体力を生かして，就労を目指したい
と意欲を持っている．  

Ｂさん（30 代前半，独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性．  

家族は，両親と 5 歳上の兄と 4 人家族であった．小学校は普通学級，中学校は支援学級に通ったが，そ
の間はひどいいじめを受けた．中学校卒業後は，家具工場に就職して加工技術を習得し，20 歳の頃には将
来の親方候補となっていた．ある日，暴力団の組長が家具を買いに来た時，組長に勧誘された．普段から
暴力団はかっこいいと思っていたので，21 歳になる前に工場を辞めて組に入り，家族とは絶縁した．暴力
団では他の組との縄張り争いにて傷害事件を起こし 1 度刑務所に入り，20 代後半の時に，兄貴分の身代わ
りになって 2 度刑務所に入った（計 3 回）．しかし，3 回目に刑務所から満期出所した際に組長から破門に
され，ホームレスとなった．その後，住居侵入罪で逮捕・起訴され 2 年間刑務所に入った．  

刑務所を出所した後は，絶縁状態だった本人の兄が後見人となり，実家にて生活を送ることになった．
しばらくは暴力団から嫌がらせがあったものの，地元の職業訓練所にてビルメンテナンスの技能を 1 年間
かけて習得した．30 代になり，将来の自立を考えて，家具工場や職業訓練所で得た技術や体力を生かして
就労を目指している．今では，元の暴力団との関係も切れ，本人は犯罪を起こしたことを反省している．

　Ｂさん（30 代前半、独身）は療育手帳（判定：B2）を所持している軽度の知的障がいのある男性。

　家族は、両親と 5 歳上の兄と 4 人家族であった。小学校は普通学級、中学校は支援学級に通ったが、その間は

ひどいいじめを受けた。中学校卒業後は、家具工場に就職して加工技術を習得し、20 歳の頃には将来の親方候

補となっていた。ある日、暴力団の組長が家具を買いに来た時、組長に勧誘された。普段から暴力団はかっこい

いと思っていたので、21 歳になる前に工場を辞めて組に入り、家族とは絶縁した。暴力団では他の組との縄張

り争いにて傷害事件を起こし 1 度刑務所に入り、20 代後半の時に、兄貴分の身代わりになって 2 度刑務所に入っ

た（計 3 回）。しかし、3 回目に刑務所から満期出所した際に組長から破門にされ、ホームレスとなった。その後、

住居侵入罪で逮捕・起訴され 2 年間刑務所に入った。

　刑務所を出所した後は、絶縁状態だった本人の兄が後見人となり、実家にて生活を送ることになった。しばら

くは暴力団から嫌がらせがあったものの、地元の職業訓練所にてビルメンテナンスの技能を 1 年間かけて習得し

た。30 代になり、将来の自立を考えて、家具工場や職業訓練所で得た技術や体力を生かして就労を目指している。

今では、元の暴力団との関係も切れ、本人は犯罪を起こしたことを反省している。
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型事業所は社会福祉法人とＮＰＯ法人が約 2/3

を占めていたが、就労継続支援Ａ型事業所は営

利法人が約半数を占めていた。そして、当事者

の受け入れ経験人数は就労移行支援事業所が最

も多く、約半数が 1 人以上を受け入れていたが、

就労継続支援Ｂ型事業所は最も少なく約 3 割で

あった。

2）就労系福祉事業所別の受け入れ意向の違い

　図 1 に 2 つの架空事例に登場する当事者の受

け入れについて 3 つの就労系福祉事業所の管理

者の意向を示した。架空事例 1 について、就労

移行支援事業所における受け入れの意向は、「や

や可能性がある」と「可能性がある」を合わせ

ると約 9 割の管理者が受け入れの意向を示した。

また、事業所別では、架空事例 1、2 ともに就労

移行支援事業所の管理者が最も高い受け入れの

意向を示した。また架空事例 2 について、就労

継続支援Ａ型・Ｂ型事業所における受け入れの

意向はともに 5 割に満たなかった。ここで、図

1 の結果について Kruskal-Wallis 検定を行った

結果、就労移行支援事業所では架空事例 1、2 と

もに、登場する当事者についての受け入れ意向

が有意に強い（有意水準：ｐ＜ 0.01）ことを確

認した。

3）就労移行支援事業所

表 3-1 はＲＱ２について、事業所における当事

者の受け入れ経験人数と架空事例の当事者の受

け入れに関する管理者の意向との関係を示した。

架空事例 1（窃盗）では受け入れ経験人数が 0

人の事業所の受け入れ意向は中央値 3.0（やや可

能性あり）、受け入れ経験人数が 2 人以上の管理

者では中央値 4.0（可能性あり）と有意に増えて
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いるか」とした．ここで，ＲＱ３に関する具体的な質問項目は，当事者の作業能力の高さ，
作業の継続の可否，再犯可能性，当事者に適する作業の有無，当事者の障がい特性につい
て相談できる専門機関との連携の有無，当事者の起こした犯罪は事業所として受け入れを
許容できるかどうか，在籍する利用者への悪影響の有無，再犯の可能性，在籍する利用者
の反対意見の有無，地域社会での受け入れの可能性の有無とした． 

また，ＲＱに関する質問の他に回答者および所属事業所の属性に関する質問も調査した． 
（4）分析方法 
 属性に関する質問は度数分布表を作成した．またＲＱ１からＲＱ３については，
Kruskal-Wallis 検定により，回答傾向を把握した． 
（5）倫理的配慮 

本研究は日本福祉大学倫理委員会の承認を受けて実施した（承認番号：16-007）． 
 

Ⅲ．結果 
（1）就労系福祉事業所における当事者の受け入れに関する管理者の意向 
1）回答者および所属する事業所の基本属性 
 郵送した 767 ヶ所のうち，236 ヶ所（回
収率：30.8％）からの回答全てを分析対象
とした．回答者および回答者の所属する就
労系福祉事業所の基本属性は表 2 の通りで
ある．回答者は男性が 6 割以上であった．
年齢層は就労継続支援Ｂ型事業所では年齢
層が高い傾向がみられ，特に 60 代以上の割
合が高かった．また法人種別については，
就労移行支援事業所と就労継続支援Ｂ型事
業所は社会福祉法人とＮＰＯ法人が約 2/3
を占めていたが，就労継続支援Ａ型事業所
は営利法人が約半数を占めていた．そして，
当事者の受け入れ経験人数は就労移行支援
事業所が最も多く，約半数が 1 人以上を受
け入れていたが，就労継続支援Ｂ型事業所
は最も少なく約 3 割であった． 
2）就労系福祉事業所別の受け入れ意向の違い 
 図 1 に 2 つの架空事例に登場する当事者の受け入れについて 3 つの就労系福祉事業所の
管理者の意向を示した．架空事例 1 について，就労移行支援事業所における受け入れの意
向は，「やや可能性がある」と「可能性がある」を合わせると約 9 割の管理者が受け入れの
意向を示した．また，事業所別では，架空事例 1,2 ともに就労移行支援事業所の管理者が
最も高い受け入れの意向を示した．また架空事例 2 について，就労継続支援Ａ型・Ｂ型事
業所における受け入れの意向はともに 5 割に満たなかった．ここで，図 1 の結果について
Kruskal-Wallis 検定を行った結果，就労移行支援事業所では架空事例 1，2 ともに，登場
する当事者についての受け入れ意向が有意に強い（有意水準：ｐ＜0.01）ことを確認した． 

性別 男性
女性

年齢 20代
30代
40代
50代
60代以上

法人種別
社会福祉法人
NPO法人
営利法人
医療法人
その他の法人

0人
1人
2人以上

当事者の受け入れ経験人数

回答者の所属する事業所
回答者および
所属事業所の属性

就労移行支援
事業所

就労継続支援
A型事業所

就労継続支援
Ｂ型事業所

回収数：61 回収数：84 回収数：91
60.7 %

27.9 %
23.0 %
1.6 %

39.3 %

13.1 %
23.0 %
27.9 %
27.9 %

9.8 %

50.8 %
29.5 %
19.7 %

69.0 %
31.0 %

3.6 %
26.2 %

21.0 %
43.2 %
0.0 %
14.8 %

26.2 %
13.1 %

8.2 %

37.7 %

62.6 %
37.4 %

4.4 %
15.4 %
22.0 %

22.0 %
11.0 %

30.8 %

表2　 回答者および所属する事業所の属性

36.3 %
15.4 %
1.1 %
8.8 %

60.7 % 67.0 %

27.5 %
39.3 %
19.0 %
11.9 %

21.0 % 38.4 %

図１. 架空事例の当事者を受け入れる意向（ＲＱ 1）

5 

 

 
       可能性なし    あまり可能性はない    やや可能性あり    可能性あり 

図１．架空事例の当事者を受け入れる意向（ＲＱ1） 

3）就労移行支援事業所 
表 3-1 はＲＱ２について，事業所における当事者の受け入れ経験人数と架空事例の当事

者の受け入れに関する管理者の意向との関係を示した．架空事例 1（窃盗）では受け入れ
経験人数が 0 人の事業所の受け入れ意向は中央値 3.0，受け入れ経験人数が 2 人以上の管
理者では中央値 4.0 と有意に増えていた（有意水準：ｐ＜0.05）．架空事例 2（傷害）では，
同じく中央値が 2.0 から 3.0 と増えていた（ｐ＜0.01）．この結果から，架空事例 1（窃盗）
の方が架空事例 2（傷害）よりも受け入れ意向が高い傾向にあることがわかった．またこ
の結果から，事業所の受け入れ経験人数が増えると受け入れ意向が強くなることもしくは
受け入れ意向が強い事業所は受け入れ経験人数が増えることの 2 方向が考えられた． 

 

次に表 3-2 はＲＱ３について，事業所における当事者の受け入れ経験人数と架空事例の
当事者・現状の事業所・地域社会の特性に関する管理者の評価を示した．架空事例 1 では，
受け入れ経験人数が増えることと当事者に関する特性（質問 1～3）についての評価には関 

 

8.3 

10.3 

33.3 

41.4 

36.7 

48.3 

21.7 

架空事例1
架空事例2

就労移行支援事業所
5.0 

24.3 

18.8 

41.5 

50.0 

22.0 

26.2 

12.2 

架空事例1
架空事例2

就労継続支援Ａ型事業所
4.5 

16.9 

22.5 

47.2 

40.4 

25.8 

32.6 

10.1 

架空事例1
架空事例2

就労継続支援Ｂ型事業所

　　

過去の受け入れ経験人数 ０人 （n=29） 1人 （n=16） 2人以上 （n=9）

3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） *
2.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （3.0, 4.0） **

質問事項
ＲＱ２ 

架空事例１：　当事者の就労を受け入れる意向
架空事例２：　当事者の就労を受け入れる意向

　有意確率（Kruskal Wallis検定）：　 † ｐ＜0.10，　* ｐ＜0.05，　** ｐ＜0.01　　　　　　　4件法：　1．可能性なし,　2．あまり可能性なし,　3．やや可能性あり,　4．可能性あり

ｐ中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

表3-1   事業所における過去の当事者の受け入れ経験人数と架空事例の当事者の受け入れに関する
　　　　　 管理者の意向との関係　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【就労移行支援事業所】

過去の受け入れ経験人数 ０人 （n=29） 1人 （n=16） 2人以上 （n=9）

1. 当事者は作業能力は高いと評価できる 3.0 （2.5, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0） 3.5 （2.75, 4.0）
当事者 2. 当事者は継続して作業ができる 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0）

3. 当事者は再犯を起こす可能性が低い 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0） 3.0 （2.0, 3.25）
4. 当事者に適する作業が事業所にある 3.0 （2.0, 4.0） 3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） *
5. 当事者について相談できる専門機関等との連携あり 3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （2.5, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0）

事業所 6. 当事者の犯罪は事業所として受け入れできる 3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） *
7. 当事者は他の利用者に悪影響を及ぼさない 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 3.5） 3.5 （2.75, 4.0）
8. 利用者は当事者の受け入れに反対しない 3.0 （3.0, 3.5） 4.0 （3.0, 4.0） 4.0 （2.75, 4.0） *

地域社会 9. 当事者は地域社会で受け入れられる 3.0 （3.0, 4.0） 3.0 （3.0, 3.0） 3.0 （3.0, 4.0）
1. 当事者は作業能力は高いと評価できる 3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） 3.5 （2.75, 4.0）

当事者 2. 当事者は継続して作業ができる 3.0 （2.25, 3.75） 3.0 （2.0, 4.0） 3.5 （2.75, 4.0）
3. 当事者は再犯を起こす可能性が低い 2.0 （2.0, 3.0） 2.0 （2.0, 3.0） 2.0 （1.75, 3.25）
4. 当事者に適する作業が事業所にある 2.0 （1.0, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0） 3.0 （2.0, 4.0） †
5. 当事者について相談できる専門機関等との連携あり 3.0 （2.0, 4.0） 3.0 （2.0, 4.0） 4.0 （2.0, 4.0）

事業所 6. 当事者の犯罪は事業所として受け入れできる 2.0 （1.0, 3.0） 3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0） **
7. 当事者は他の利用者に悪影響を及ぼさない 2.0 （2.0, 3.0） 2.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.75, 4.0）
8. 利用者は当事者の受け入れに反対しない 2.0 （1.0, 3.0） 2.0 （2.0, 3.5） 3.5 （2.0, 4.0） *

地域社会 9. 当事者は地域社会で受け入れられる 2.0 （2.0, 3.0） 2.0 （2.0, 3.0） 3.0 （2.0, 4.0）
 

質問事項（架空事例の当事者に関する） 中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

架
空
事
例
２

有意確率（Kruskal Wallis検定）：　 † ｐ＜0.10，　* ｐ＜0.05，　** ｐ＜0.01    　   　　　　　4件法：　1．そう思わない,　2．あまりそう思わない,　3．ややそう思う,　4．そう思う

架
空
事
例
１

表3-2　 事業所における過去の当事者の受け入れ経験人数と架空事例の当事者・現状の事業所・
　　　　　 地域社会の特性に関する管理者の評価との関係　                                  【就労移行支援事業所】
ＲＱ３ 

ｐ

可能性なし あまり
可能性はない

やや
可能性あり

可能性あり

（％）

（％）

（％）
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いた（有意水準：ｐ＜ 0.05）。架空事例 2（傷害）

では、同じく中央値が 2.0（あまり可能性なし）

から 3.0 と増えていた（ｐ＜ 0.01）。よって、架

空事例 1 の方が架空事例 2 よりも受け入れ意向

が高い傾向にあることがわかった。またこの結

果から、事業所の受け入れ経験人数が増えると

受け入れ意向が強くなることもしくは受け入れ

意向が強い事業所は受け入れ経験人数が増える

ことの 2 方向が考えられた。

　次に表 3-2 はＲＱ３に関する結果として、事

業所における当事者の受け入れ経験人数と架空

事例の当事者・現状の事業所・地域社会の評価

との関係を示した。その結果、架空事例 1 では、

受け入れ経験人数が増えることと当事者に関す

る特性（質問 1 ～ 3）についての評価には関連

はみられなかった。また事業所に関する特性（質

問 4 ～ 8）では、「4．適する作業が事業所にある」、

「6．犯罪は事業所として受け入れできる」、「8．

利用者は受け入れに反対しない」に関する評価

について、受け入れ経験人数が増えることと各

特性を評価する（中央値が高くなる）傾向が有

意に強くなることがわかった（ｐ＜ 0.05）。一方、

地域社会に関する特性（質問 9）には関連がみら

れなかった。そして、架空事例 2 では、当事者

に関する特性（質問 1 ～ 3）については、架空

事例 1 と同様に受け入れ経験人数が増えること

に関連はみられなかった。また事業所に関する

特性（質問 4 ～ 8）では、架空事例 1 と同様に

質問 4、6、8 について架空事例 1 と同様に受け

入れ経験人数が増えることと各特性を有意に評

価する意向が強くなることがわかった（ｐ＜ 0.1

～ 0.01）。

　以上、就労移行支援事業所では、架空事例 1、

2 ともに受け入れ経験人数が増えることと関連す

る特性は事業所に関するもののみであった。
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連はみられなかった．また事業所に関する特性（質問 4～8）では，「4. 適する作業が事業
所にある」，「6. 犯罪は事業所として受け入れできる」，「8. 利用者は受け入れに反対しな
い」に関する評価について，受け入れ経験人数が増えることと各特性を評価する（中央値
が高くなる）傾向が有意に強くなることがわかった（ｐ＜0.05）．一方，地域社会に関する
特性（質問 9）には関連がみられなかった．そして，架空事例 2 では，当事者に関する特
性（質問 1～3）については，架空事例 1 と同様に受け入れ経験人数が増えることに関連は
みられなかった．また事業所に関する特性（質問 4～8）では，架空事例 1 と同様に質問 4，
6，8 について架空事例 1 と同様に受け入れ経験人数が増えることと各特性を有意に評価す
る意向が強くなることがわかった（ｐ＜0.1～0.01）． 
 以上，就労移行支援事業所では，架空事例 1，2 ともに受け入れ経験人数が増えることと
関連する特性は事業所に関するもののみであった． 
4）就労継続支援Ａ型事業所 

表 4-1 はＲＱ２について，架空事例 1 では受け入れ経験人数が 0 人の事業所の管理者の
受け入れ意向は中央値 3.0，受け入れ経験人数が 2 人以上の管理者では中央値 4.0 と有意
に増えていた（有意水準：ｐ＜0.01）．架空事例 2 では，同じく中央値が 2.0 から 3.0 と増
えていた（ｐ＜0.05）．この結果から，就労移行支援事業所の結果と同様に，架空事例 1
の方が架空事例 2 よりも受け入れ意向が高い傾向にあること，また同じく事業所の受け入
れ経験人数が増えると受け入れ意向が強くなることもしくは受け入れ意向が強い事業所は
受け入れ経験人数が増えることの 2 方向が考えられた． 

 
 

次に表 4-2 はＲＱ３に関して，架空事例 1 では就労移行支援事業所の結果と同様に，受
け入れ経験人数が増えることと当事者に関する特性（質問 1～3）についての評価には関連
はみられなかった．また事業所に関する特性（質問 4～8）では，「4. 適する作業が事業所
にある」，「6. 犯罪は事業所として受け入れできる」，「8. 利用者は受け入れに反対しない」
に関する評価について，受け入れ経験人数が増えることと各特性を評価する（中央値が高
くなる）傾向が有意に強くなることがわかった（ｐ＜0.1～0.01）．そして，地域社会に関
する特性（質問 9）は就労移行支援事業所の結果と同様に関連がみられなかった．架空事
例 2 では，当事者に関する特性として，「1. 作業能力は高いと評価できる」では中央値 4.0
もみられ，当事者の作業能力を高く評価していた．また弱いながらも受け入れ経験人数が
増えることとの関連が有意に強くなることがわかった（ｐ＜0.1）． ここで特筆するべき点
は，「3. 再犯を起こす可能性が低い」について，管理者の評価は受け入れ経験人数が 1 人
の時に最も高い 3.0 を示し，受け入れ経験人数 0 人と 2 人以上の時の評価 2.0 よりも有意
に高く（ｐ＜0.01），受け入れ経験人数が増えることと関連は見られなかった．一方，事業
所に関する特性では，就労移行支援事業所の結果と異なり，受け入れ経験人数が増えても

過去の受け入れ経験人数 ０人 （n=49） 1人 （n=20） 2人以上 （n=11）

3.0 （2.0, 3.0） 3.0 （3.0, 4.0） 4.0 （3.0, 4.0） **
2.0 （1.0, 2.5） 2.5 （2.0, 3.75） 3.0 （2.0, 3.0） *

ＲＱ２ 

　有意確率（Kruskal Wallis検定）：　 † ｐ＜0.10，　* ｐ＜0.05，　** ｐ＜0.01　　　　　　　4件法：　1．可能性なし,　2．あまり可能性なし,　3．やや可能性あり,　4．可能性あり

質問事項 ｐ

　架空事例１：　当事者の就労を受け入れる意向
　架空事例２：　当事者の就労を受け入れる意向

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

中央値    四分位範囲
               （25％，75％）

表4-1   事業所における過去の当事者の受け入れ経験人数と架空事例の当事者の受け入れに関する
　　　　　 管理者の意向との関係　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　【就労継続支援Ａ型事業所】
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4）就労継続支援Ａ型事業所

　表 4-1 において、架空事例 1 では受け入れ経

験人数が 0 人の事業所の管理者の受け入れ意向

は中央値 3.0、受け入れ経験人数が 2 人以上の管

理者では中央値 4.0 と有意に増えていた（有意水

準：ｐ＜ 0.01）。架空事例 2 では、同じく中央値

が 2.0 から 3.0 と増えていた（ｐ＜ 0.05）。この

結果から、就労移行支援事業所の結果と同様に、

架空事例 1 の方が架空事例 2 よりも受け入れ意

向が高い傾向にあること、また同じく事業所の

受け入れ経験人数が増えると受け入れ意向が強

くなることもしくは受け入れ意向が強い事業所

は受け入れ経験人数が増えることの 2 方向が考

えられた。

　次に表 4-2 において、架空事例 1 では就労移

行支援事業所の結果と同様に、受け入れ経験人

数が増えることと当事者に関する特性（質問 1

～ 3）についての評価には関連はみられなかった。

また事業所に関する特性（質問 4 ～ 8）では、「4．

適する作業が事業所にある」、「6．犯罪は事業所

として受け入れできる」、「8．利用者は受け入れ

に反対しない」に関する評価について、受け入

れ経験人数が増えることと各特性を評価する（中

央値が高くなる）傾向が有意に強くなることが

わかった（ｐ＜ 0.1 ～ 0.01）。そして、地域社会

に関する特性（質問 9）は就労移行支援事業所の

結果と同様に関連がみられなかった。架空事例 2

では、当事者に関する特性として、「1．作業能

力は高いと評価できる」では中央値 4.0 もみられ、

当事者の作業能力を高く評価していた。また

弱いながらも受け入れ経験人数が増えることと

の関連が有意に強くなることがわかった（ｐ＜

0.1）。 ここで特筆するべき点は、「3．再犯を起

こす可能性が低い」について、管理者の評価は

受け入れ経験人数が 1 人の時に最も高い 3.0 を

示し、受け入れ経験人数 0 人と 2 人以上の時の

評価 2.0 よりも有意に高く（ｐ＜ 0.01）、受け入

れ経験人数が増えることと関連は見られなかっ

た。一方、事業所に関する特性では、就労移行

支援事業所の結果と異なり、受け入れ経験人数

が増えても受け入れに際して重視する意向は中

央値 2.0 でほぼ一定となり関連はみられなかった。

　以上、就労継続支援Ａ型事業所では、架空事

例 1 において、就労移行支援事業所の結果と同

様の傾向がみられたが、架空事例 2 では当事者

に関する特性について、受け入れ経験人数が増

えることと関連することがわかった。
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5）就労継続支援Ｂ型事業所

　表 5-1 において、架空事例 1 では受け入れ経

験人数に関わらず管理者の受け入れ意向の中央

値 3.0 で一定であり、架空事例 2 も同じく中央

値は 2.0 で一定となった。

　この結果から、先の 2 つの事業所と異なり、

受け入れ経験人数と当事者の受け入れの意向に

は関連がみられなかった。

　次に表 5-2 において、架空事例 1 では、先の

2 つの事業所の結果と同様に、受け入れ経験人数

が増えることと当事者に関する特性には関連は

みられなかった。また事業所に関する特性では、

「4．適する作業が事業所にある」、「5．相談でき

る専門機関等との連携がある」、「7．他の利用者

に悪影響を及ぼさない」に関する評価について、

受け入れ経験人数が増えることと各特性を評価

する傾向が有意に強くなることがわかった（ｐ

＜ 0.05）。そして、地域社会に関する特性は就労

移行支援事業所の結果と同様に、関連がみられ

なかった。架空事例 2 では、受け入れ経験人数

が増えることと関連する特性は、事業所に関す

る「5．相談できる専門機関等との連携がある」

のみであった。また、ここでも「1．作業能力は

高いと評価できる」では中央値 4.0 を示し、当事

者の作業能力を高く評価していた。しかしなが

ら、表 5-1 で示したように当事者の受け入れの

意向の向上には至らなかった。
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Ⅳ．考察

（１）回答者の基本属性および所属先の属性

　法人種別において、就労継続支援Ａ型事業所

では営利法人の割合が高かった。近年、株式会

社が就労継続支援Ａ型に参入してきた結果が反

映されていると考えられる。また、就労系福祉

事業所 236 ヶ所のうち、当事者を 1 人以上受け

入れている事業所は 40％近くあることが明らか

になった。酒井（2009）の研究では、全国の就

労系福祉事業所 134 ヶ所において、犯罪を起こ

した知的障がい者を受け入れた事業所数は 18 ヶ

所（13.4％）であり、本研究の結果はこれを上回っ

ていた。この調査は平成 15 年から 5 年間の調査

であることや　ＮＰＯ法人を除外していること

等が本研究と異なり単純に比較できないが、当

事者の就労の受け入れは増えつつあることがう

かがえた。

（２）ＲＱ（リサーチクエスチョン）に関する考察

1）ＲＱ１：当事者の就労の受け入れに関する管

理者の意向と犯罪の種類との関連

　図 1 に示す通り就労を受け入れる意向の順番

が、架空事例 2（傷害）＜架空事例 1（窃盗）と

なる傾向がみられた。小俣（2012）によれば

危険の予測可能性が低く、対処が困難な事態ほ

ど不安や恐怖、ストレスが強いといわれている。

また、中谷内（2008）は、人々は高い頻度で発

生する財産犯罪について、発生件数を低く見積

もり、低頻度の身体犯罪については強い不安を

感じていると述べている。今回の調査において

も、管理者は身体犯罪である架空事例 2 の当事

者の受け入れを躊躇していると思われ、管理者

に向けた当事者の犯罪行為に対する対処法やリ

スクマネジメント等の研修などの必要性が示唆

された。

2）ＲＱ２：就労系福祉事業所別ならびに受け入

れ経験人数別と当事者の就労の受け入れに関す

る管理者の意向との関連

ア．就労系福祉事業所別との関連

　事業所別では、架空事例 1、2 ともに就労移行

支援事業所の管理者が最も高い受け入れの意向

を示した。その理由として、就労移行支援事業

所の利用期間は有限であること（原則で最大2年）

や、架空事例における当事者は一般就労経験が

ある者や専門学校に通って一般就労に向けた技

術の修得をした者であることから、就労移行支

援事業所の管理者にとって、犯罪を起こした者

であっても受け入れに対する拒否感が高くない

ことが考えられる。

イ．就労受け入れ経験人数別との関連

　就労移行支援事業所および就労継続支援Ａ型

事業所では就労の受け入れに関する管理者の意

向は、就労の受け入れ経験人数が増えることと

関連していることがわかった。小野ら（2011）

は当事者の受け入れ経験のある障がい者支援施

設の職員は、経験のない施設の職員に比べて当

事者への支援の必要性の理解が高まる傾向にあ

ると述べている。また立石（2002）は、社会が

障がい者に対して設けている障壁を取り除くに

は、障がい者に対する肯定的側面に目を向ける

ことや障がい者がもつ独自の価値文化を探る視

点を確立することが重要と述べ、障がい者に対

する偏見や誤解について、その意識の高さと障

がい者との接触経験の多さを主因として肯定的

態度を示すことを明らかにしている。今回の調

査結果も、当事者との接触経験の頻度が事業所

の職員の意識を変える可能性が考えられる。し

たがって、犯罪を起こした軽度知的障がい者の

就労の受け入れを促進するために、まずは当事

者との接触経験を増やす施策の必要性が示唆さ

れた。

3）ＲＱ３：過去に受け入れた当事者の経験人数

と当事者・事業所・地域社会の現状に関する管

理者の評価

　就労移行支援事業所では、表 4-2 において架

空事例 1、2 ともに質問 4、6、8 は就労受け入

れ経験人数が増えることと中央値が増加するこ

とに関連がみられた。したがって、現状にて受
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け入れている利用者の反対意見が当事者の受け

入れに大きく影響するとともに管理者は当事者

の受け入れに寛容になる傾向があると考えられ

る。また就労継続支援Ａ型事業所では、表 5-2

の架空事例 2 における質問「1．作業能力が高

いと評価できる」について、受け入れ経験人数

が増えることと受け入れ意向が強くなることに

弱いながらも関連がみられたが、就労移行支援

事業所や就労継続支援Ｂ型事業所の管理者には

みられなかった。瀧川（2016）は当事者の仕事

の能力を重視して受け入れられ、安心できる居

場所となる職場が当事者の更なる成長や再犯予

防に有効であると述べている。現状の就労系福

祉事業所で当事者を受け入れるためには、彼ら

の就労能力を客観的に評価し、就労系福祉事業

所へアピールしていくことも必要であろう。ま

た、就労継続支援Ａ型事業所における架空事例 2

の質問 3 の回答では、就労の受け入れ経験人数

が 1 人の時に質問事項の評価が高くなっていた

（ｐ＜ 0.05）。つまり、就労の受け入れ経験人数

が 1 人の事業所の場合は、その受け入れた 1 人

の就労が比較的上手くいっているパターンであ

ると考えられる。そして、就労受け入れ経験人

数が 2 人以上になると評価が低くなってしまう

のは、複数の当事者を受け入れることで、就労

が上手くいかない事例も経験し、再び評価が低

下してしまった結果であると思われる。したがっ

て、初めて当事者を受け入れる就労系事業所が

１人目の受け入れについて成功体験を得ること

が重要であろう。そのために、あらかじめ地域

における支援機関との連携を密にして、事業所

が不安なく受け入れ、継続できる体制を構築し

ておくことが当事者の就労促進に必要であると

考えられる。そして、就労継続支援Ｂ型事業所

では、質問「5．相談できる専門機関等との連携

がある」と関連がみられ、当事者の就労の受け

入れを促進するためには、当事者が犯罪行為を

起した時や起こる前のリスクマネジメントの視

点から、事業所がすぐに相談できる保護司等の

司法関係の専門家などとの連携が必要性である

と考えられる。

Ⅴ．結論

　全国の就労系福祉事業所の管理者に向けて、犯

罪を起こした軽度知的障がい者の就労を受け入

れる際の意向について、2 つの犯罪種別の架空事

例（窃盗、傷害）を用いた質問紙により調査した。

主な結果は、①当事者の就労能力の評価が受け

入れ可能性に与える影響は小さかった、②犯罪

種別の受け入れ意向は高い順に窃盗、傷害の傾

向がうかがえた、③当事者の受け入れ経験が増

えることと架空事例における受け入れの意向が

強くなることに関連がみられた等であった。以

上の結果をもとに、就労系福祉事業所の種別毎

に当事者の就労の受け入れを促進するための研

修や他機関との連携等の必要性が示唆された。

謝　辞

　全国の就労系福祉事業所の管理者の方々には、

ご多忙にも関わらず質問紙調査にご協力を頂き

ました。また本研究を行うにあたり日本福祉大

学の山崎喜比古教授にご指導頂きました。そし

て、本研究の費用の一部は公益財団法人日工組

社会安全研究財団より助成して頂きました。以

上、心より厚く御礼申し上げます。

文　献

相田孝正・八重田 淳（2015）「罪を犯した障害

者の犯罪歴の伝達に関する研究　～特例子会

社を対象とした意識調査～」『職業リハビリ

テーション』28（2）,2-9

法務省（2013）『知的障害を有する犯罪者の実態

と処遇 研究部報告 52』3-58

法務省（2015a）「再入受刑者の罪名別　能力

検査値（表番号：15-00-36）」『矯正統計表』

（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.

do?lid=000001155287：2017.05.22）

法務省（2015b）『「協力雇用主」を募集してい

104



ま す（ パ ン フ レ ッ ト ）』（http://www.moj.

go.jp/content/001146723.pdf：2016.10.01）

法務省（2016）『再犯防止に向けた総合対策」

の実施状況について（平成 27 年度版）【全

体 版 】（ Ｈ 28.7）』（http://www.moj.go.jp/

content/001199019.pdf：2017.07.13）

木村隆夫（2013）「高齢・障害犯罪者の社会復帰

支援施策の現状と課題」『日本福祉大学社会福

祉論集』128,83-113

北野和代（2002）「ターミナル期の患者を持つ家

族に対する看護職の「共感」に関する研究」

『平成 14 年度（2002 年）研究報告』日本財団

（ h t t p s : / / n i p p o n . z a i d a n . i n f o /

seikabutsu/2002/00219/contents/012.

htm：2018.08.19）

厚生労働省（2015）『障害者の就労支援について』

平成 27 年 7 月 14 日

中谷内一也（2008）「犯罪リスク認知に関する

一般人－専門家間比較」『社会心理学研究』24

（1）,34-44

内閣府（2011）「労働・雇用分野における障害

者権利条約への対応について （中間整理）」『第

9 回障がい者制度改革推進会議 差別禁止部会 

議事次第』

小俣謙二（2012）「犯罪の予測可能性・対処

可能性評価が大学生の犯罪リスク知覚と犯

罪不安に及ぼす影響」『社会心理学研究』23

（3）,174-184

小野隆一・木下大生・水藤昌彦（2011）「福祉の

支援を必要とする矯正施設等を退所した知的

障害者等の地域生活移行を支援する職員のた

めの研修プログラムに関する調査研究（その

1）」『研究紀要第４号（平成 22 年度）』、独立

行政法人国立重度知的障害者施設のぞみの園

酒井龍彦（2009）「現行制度における虞犯・触

法等の障害者の就労と地域生活の現状と課題」

主任研究者 田島良昭『厚生労働科学研究 罪

を犯した障がい者の地域生活に関する研究』

265-335

染田 恵（2007）「刑事政策の新たな潮流と更生

保護」『更生保護』58（1）,16-21

瀧川賢司（2016）「犯罪を起こした主として知的

障がいを持った人の就労を通じた変容過程－

変容の引き金となる要因とそれを維持する要

因－」『中部社会福祉学研究』、7,15-25

立石宏昭（2002）「社会福祉教育現場における価

値観の変容 －精神障害者観の意識調査と実践

教育－」『職業リハビリテーション』15,45-51

山本譲司（2008）『獄窓記』新潮社

105104



106



107106

 投稿原稿の締め切りは、毎年９月末日とし、発行は３月 30 日とする。

2019 年５月１日一部改正

 「５．投稿原稿の締め切りは、毎年９月末日とし、発行は３月 30 日とする。」



108



109108



編集委員長 佐々木　隆　志

編集委員 湯　原　悦　子

  杉　本　貴代栄

  大　藪　元　康

  伊　藤　葉　子

  伊　藤　春　樹

中部社会福祉学研究
第10号

2019年3月31日　発行

編集責任者 佐々木　隆　志

編　　　集 日本社会福祉学会中部部会

発行責任者 山　田　荘志郎

印　　　刷 創文社印刷株式会社

  〒420-0812　静岡県静岡市葵区古庄2丁目7番16号

  （電話）054ー265ー0870

  （FAX）054ー265ー2180

・中部社会福祉学研究は第 10 号を刊行することができました。この間、日本社会福祉学会中部部会学会員

の皆様の支援により、ここまで発展することができ諸先生方のご指導、ご教授のおかげと深く感謝申し上

げます。

・第 10 号では、前半シンポジウムは湯浅誠先生に「新しい社会運動とソーシャルアクション」と題して記

念講演をして頂きました。先生の自己紹介の中で「私は元号が平成になった年に 20 歳になりました」が

とても印象的でした。講演の中では「路上ではランクがあります」のお話しをされており、今回の貧困格

差社会を考える上で大変素晴らしい講演でした。その記念講演を受けて、３名のパネリストの方々の発表

もシンポジウムテーマに素晴らしい内容で、直接このようなお話しを活動されている本人から聞けたこと

は、とても意義深いものでした。先生方、本当にありがとうございました。

・『中部社会福祉学研究』第 10 号では、論文３編、書評２編、研究ノート１編が掲載されております。

・本誌が『中部社会福祉学研究』の議論の場として、多くの会員の皆様が投稿していただきたいと願ってお

ります。　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（佐々木　隆志）

PB110

編集後記



10

2019.3

Symposium

Original Article

Book Review

Notes

Role and Task of the “Postgraduate course” seen from Career Support Kazumi TSUJI …………… 47
for Youth with social difficulty.

Consideration of prevention in a case of infant mortality Yoshimi MAGUCHI……… 59
in the first day or month of life.

A Study of Approaching to Spiritual Pain in Social Work,  Kazumi MORIKAWA…… 69
Based upon a Comparison of Two Trends on Spirituality-oriented Helping．

 Makoto　YUASA …………… 1

 Mika  YAKUSHI

 Yumeno　NITO

 Asako　KORA

 Kiyoe  SUGIMOTO……… 81

 Tamiko　IRI……………… 87

Intention of the Management of Welfare Centers Kenji TAKIGAWA……… 95
in Accepting Employment of Persons
with Mild Intellectual Disabilities Who Committed Crimes 
：Analysis of Questionnaire Survey Using Vignette Technique 

March 2019

第
十
号

二
〇
一
九
年
三
月


